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オーストラリア先住民と多文化社会、多文化主義の関係

一ある日本人教育学研究者による「多文化」理解への試み一

伊井義人(北海道文教大学）

はじめに

オーストラリアと多文化との関係を同国は「多文化社会(国家)である」「多文化主義国家で

ある」などと、人々 は表象する。これら二つの表現は密接に関係しているものの、我々 研究者

は、これらを注意深く吟味し、使い分けている。勿論、前者は同国が多文化的な背景を有する

という事実、後者は同国が多文化主義を志向しているという政治的理念を意味している。

オーストラリアが多文化社会であることは､１８世紀後半以降､イギリスからの移民が到着し

て以来継続しているといっても過言ではない。もしかしたら、それ以前からも、本土に多く居

住するアボリジニ、ケープ半島とパプアニューギニアの間の島々 に住むトレス海峡島喚民、そ

してそれらの中の多言語的な環境などに示されるように、オーストラリア先住民はすでに多文

化であったといえるのかもしれない。また現在では、オーストラリア国民、そして国外からの

観光客でさえ、カンガルーやワニの肉、フィッシュアンドチップスなどオーストラリアの「典

型的」な料理の他に､世界各国のエスニック料理を手軽に楽しむことができる。つまり、「食」

という基本的な行動を通じ、オーストラリアの多文化状況を容易に体感することができるので

ある。

他方、同国の多文化主義の基本理念を考えると、そこには「オーストラリアは英語と民主主

義を前提とした国である」と明記されている１･この理念に対して､オーストラリアに短期間、

観光で赴いた人たちは何の疑問も抱くことはないだろう。オーストラリア先住民が出演するア

トラクションや移民博物館へのツアーに参加こそすれ､英語以外の言語を話すオーストラリア

人に会うことは短期滞在では困難だからである。

しかし、少しでも多文化主義という言葉に関心を持つ人たちは、直感的に「おや？」と口に

出してしまうかもしれない。ある人は、多文化主義にも拘らず英語のみを前提とすることに、

またある人は民主主義のみを前提とする点にすら疑問を持つだろう。筆者には、現段階では残

念ながら「民主主義」に対する疑問まで呈することはできない。しかし、ここ数年、オースト

ラリア国内の先住民への学校教育を研究する上で、前者の「英語」のみを公的に前提とする多

文化主義には一種の｢胡散臭さ｣を感じずにはいられなかったc隣国のニュージーランドが1990

年代には、公用語として英語とマオリ語を承認し、公文書はすべて両言語によって記述されて

いる事実に直面した時、オーストラリアの多文化主義への疑いは一層、強まってしまった。

当然ながら、多文化主義の理念としての英語と民主主義の役割は、国家としての「最低限」
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の枠組みと考えられていることも、我々は認識しておく必要があるだろう。オーストラリア多

文化主義における「最低限」を一体どこに設定するのかをめぐっては、近年｢標準オーストラ

リア英語｣や｢シティズンシップ教育｣(citizenshipeducation)に関する議論が盛んになってい

ること、現行の多文化主義政策のタイトルが｢多様性の中の統一性｣(unitedindiversity)とな

っていることからも、連邦政府の苦悩が窺える2。

ただ、多文化主義に関わる政策文書には、必ずしも「先住民」に関する記述は多くはなく、

移民に関する事柄に紙幅が割かれている。このような状況を先住民文化の軽視と読むか､それ

とも先住民文化を「特別視」していないと解釈するのかは、読み手によって異なるであろう。

様々な所論はあるものの､計投的に､1970年代を境目としてオーストラリアは白豪主義から多

文化主義へ移行したと考えられている。それまで、もしくはそれ以後も、一貫してその立場が

マイノリティであった先住民にとって、その国是の変更は､何か変革をもたらしたのであろう

力も本稿は、そのような感覚を出発点として、オーストラリアの多文化主義を、同国における

先住民教育に関心を持つ一人の日本人研究者の視点から紹介することを目的としている。

具体的には「オーストラリアがどの程度多文化であるのか」「オーストラリア政府は、多文

化主義をどの程度(範囲内で)志向しているのか｣を考察する際の道標を、先住民を対象とした

学校教育を視点に提示していく。特に近年の世界的なリテラシーやニューメラシー(数量的な

思考技能)などの基礎学力測定の傾向は、国や地域、さらには文化的・「民族」的背景に関心

を向かわせるとともに、各国がそのランキングに一喜一憂する状況を作り出している。そのよ

うな世界的な基礎学力競争時代においては､学力は、各国政府や国際機関が設定する画一的な

「基準」により測定される。学校と文化・言語が密接な関係にあることは疑いないが、上記の

ように画一的な「基準」を重視する傾向がある中、多文化を尊重することを国是とするオース

トラリアは、その国の先住民をどのように捉えているのだろう力も

このような疑問に対する答えを少しでも提示するために、本稿では､第一にオーストラリア

先住民「族」内での多様性への認識、第二に多文化主義とオーストラリア先住民の関連性、第

三に基礎学力を測定する際の「尺度」と多文化の問題を考察していきたい。また、筆者は多文

化社会や多文化主義を考える際、そこに存在する様々な「差」に特に関心を持っている。その

ため、「差」をめぐる二つの定義、「差異」と「格差ｌについても本稿で扱いたいと考えてい

る３．つまり、文化や言語､価値観、宗教などオーストラリア人が有する様々 な多様性（差異）

に起因する学力格差をどのように分析するかという視点を大切にしたい。

１．オーストラリア先住民｢族」内の多様性

多文化国家オーストラリアを考える時､様々 な民族が共存する社会を､我々 は思い浮かべる。

確かに、現在もヨーロッパ・中東・アジアなどの国々から多くの移民がオーストラリアに到着
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し、新しい生活を始めている。統計上は231%のオーストラリア国民が、オーストラリア国外

で生まれている。また、日常的に英語以外の言語を使用している人々も約'6%を占めている』。

この数値を見るだけでも、「典型的なオーストラリア人とは誰か」との問いが浮かび上がって

くる。

移民の中でも近年は、アジア系移民の増加が目立っている。1990年代中頃､彼(女)らはオー

ストラリア先住民と共に、ポーリン・ハンソン率いるワンネーション党による中傷の対象とな

ってしまった。これはクイーンズランド州を中心とした一時的な「動き」ではあったが、多く

のオーストラリア人のアジア系、先住民に対する寛容性の脆さを表面化させた事件として、触

れておく必要があるだろう5．

様々な出自を持つ移民の定住に起因する多文化状況がある一方で、１８世紀後半の「白人」と

の接触以前から、この大陸と島々に住む先住民が同国には存在する。幅広く、公共政策の観点

からは、この両者の相違をどのように考えるべきかが今後の争点となるのかもしれない｡仮に

歴史的な背景を考慮せずに、オーストラリア先住民を同国に定住している移民と同等に考える

ならば､彼(女)らは国内において､全人口に占める割合が約2.0%の一つの「民族」に過ぎない

ともいえる6．これは、他の民族と比較しても、先住民「族」は決して大規模ではないことを

示している７．

しかしながら、先住民は少なくとも二つの理由によって、移民よりも優先的な教育支援の対

象とされている。第一は、彼(女)らは「移ってきた民」と異なり、「先に住んでいた民」であ

るという点である。つまり、他国からの移民は「政治的な難民」以外は、自ら望んでオースト

ラリアに移住してきた背景があろう。その一方で、先住民は先に住んでいながら、後から移り

住んできた民に「抑圧」された時代的な背景がある。この二つの時代背景は、両者に決定的な

相異をもたらしている。

第二は、教育成果において先住民は、オーストラリア全体や非英語母言需舌者(移民を含む)の

平均と比較すると低迷しているという点である。表１からは、先住民生徒のベンチマークに達

する割合が、オーストラリア全体､英語を母語としない生徒と比較しても低いことが明確であ

る。さらに、英語を母語としない生徒は、北部準州を除けば、ほぼオーストラリア全体の水準

に近づいている。これらのデータから、先住民生徒の教育成果は､他の「民族」と比較しても

低く、同国全体の教育水準を向上させるためにも、彼(女)らへの教育支援の提供は必要不可欠

と見られている。また州間比較からは、先住民生徒が多く居住する北部料ﾄ|の教育成果が他州

と比較しても著しく低いことがわかる。経済協力機構(OrganizationforEconomic

CooperationandDevelopment:OECD)が実施する学力調査の結果にも同様の傾向が見られ

る8。

ここで注意を要するのは、表ｌでも見られるように、オーストラリア先住民であるアボリジ
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また現在、先住民の約七割が都市地域に住んでおり、我々 がイメージしがちな｢伝統的な」

生活を送っている先住民は､少数であることも併せて認識する必要があろう。トレス海峡島喚

民を例にとっても、「トレス海峡ｊという地域的な名を冠しながら、剣祭にその大部分は大陸

のケアンズ:やタウンズビルなどの都市部に居住している。つまり、「誰がトレス海峡島喚民な

二とトレス海峡島喚民を共に多民族社会の中の「一民族」と考えてしまうことである。二つの

「民族」に区分されるオーストラリア先住民を「アボリジニ／アボリジナル」と一括して呼ん

でしまう場合すらある9．先住民を対象とした教育政策もまた、連邦レベルのものであれば、

彼(女)らを一括して捉える傾向が見られる。しかし、現実には主にオーストラリア本土に居住

するアボリジニで約140、トレス海峡島喚民で三つの言語を有しているなど、極めて多様な言

語・文化状況が先住民「族」内にはある'０．

表１３年生､５年生で｢読み｣のベンチマークに達した生徒の割合2001年'’

州／準州卜Iル ｛;渉端鋸栃ﾘ漁Iの生Ｉ

徒全俸の割合“Ｉ

,洗住)民窪)徒の割;合；
W溺溢垂御I瀞!#:鱒謹ざＬ津戚州

(%）

I英語を母語謹似

生徒の割合鮒

ない

ニューサウス

ウェールズ州

3年生

5年生

91.3

92.0

79.2

76.6

91.4

90.6

ヴィクトリア州 3年生

5年生

89.0

90.9

64.3

71.7

86.0

87.8

クイーンズランド州 生
生

年
年

３
５

89.0

83.0

71.6

57.3

87.4

76.0

南オーストラリア州 牲
牲

３
５

87.7

89.0

61.7

62.9

84.5

87.0

西オーストラリア州 生
生

年
年

３
５

95.0

94.5

83.5

77.9

94.5

92.2

タスマニア州 牲
牲

３
５

95.1

94,4

92.6

91.5

96.0

93.5

北部準州 牲
牲

３
５

68.0

71.5

29.2

34.5

34.7

34.4

首都直轄区 生
生

年
年

３
５

95.1

94.6

89.8

82.3

92.4

91.9

オーストラリア全体 3年生

5年生

90.3

89.8

72.0

66.9

88.6

87.7



のか？」との問いも提示されているのである。さらには、先住民に限ったことではないが、世

代間、ジエンダー間の差異も存在する。つまりこれらのことを考慮するなら、オーストラリア

先住民｢族」を考えるだけでも、すでに多文化状況にあるといえる。そしてその分、多様な教

育ニーズが、社会経済状況等の多様さに伴い存在することを前提に考えなければならない。

この多様性が影響を及ぼしている場所の一つが学校であろう。一例としてバイリンガル教育、

双方向(two-way)教育などの言語教育を提示できる。そこでは、英語への橋渡しをする媒体と

して「どの言語｣を採用するかという問題がある'2。また、英語以外の言語(LanguageOther

ThanEnglish:ＬＯＩＤとして先住民言語を選択する際､どの言語を各(準)州や学校が選択する

かも重要な事柄である'3。さらに、都市部の先住民の子ども達にとっては、「伝統的」な先住

民文化についての知識を学校で初めて学ぶという現状もある。「先住民らしくない」子ども達

が、自らの出自に対しての悩みを持っていることも報告されている'4。

このように多様性を認識せざるを得ない現状がある一方で同時に､先住民が教育的な要求を

各種教育機関に提出する際、彼(女)らが先住民「族」としてまとまる必要性もある。これは、

オーストラリア全人口に占める割合が約2.4％と数的にもマイノリテイである先住民の教育戦

略といえよう'５．また、たとえ先住民が獅勺にはマジョリティである地域でも、学校など公共

機関における「権力関係」ではマイノリテイであるという現状もある'6．逆説的に、仮に先住

民が言語などを基盤とした「コミュニティ」を単位として、先住民の様々な教育的要求を提示

するならば今ほどの教育支援は提供されていないかもしれない。

例えばトレス海峡島喚民の多くは、現在トレス海峡島喚地域ではなく、「本土」に居住して

いる。当然、居住する島々 、地域によって彼(女)らが持つ教育的なニーズは異なってくる。そ

のため、クイーンズランド州や連邦政府に教育要求を提示する際、「トレス海峡島喚地域に住

む先住民」か｢島喚地域及び本土に住むトレス海峡島ｊ嘆民」のニーズのどちらに重きを置くか

困難な課題もある。

これまでは、先住民を対象とした補助金を連邦政府及び各(準)州政府が提供する際、先住民

の計股的なニーズを反映していた。しかし、近年は各学校と先住民コミュニティの教育ニーズ

に関する合意形成などを重視し、補助金を提供する傾向にある。

２．多文化主義国家オーストラリアにおける先住民文化の尊重と#隙の危険性

多文化主義国家オーストラリアは、すべての文化を際限なく尊重しているのであろうか。も

しすべての文化を尊重しているのであれば、なぜ､英語のみを公用語としているのかとの疑問

も残る。勿論、そこには、社会の効率性などが念頭に置かれているし、また国家である以上、

何らかの「枠組み」を構築しなければならないという主張にも耳を傾けなければならない。こ

の枠組みを尊重する傾向も､多文化主義に関わる議論の中で､最近では多々 見受けられる。「シ

－７。



ティズンシッブ教育」や「ナショナル・アイデンティティと教育」についての議論もそれらと

関連するであろう'７．

また、ハージは多文化主義について下記のように述べている'8。

（同化政策時代においても）多様性が既に社会的現実の一部として定着し、同化を強制す

るどんな企てもこの事実を変えることができないというまさにその理由ゆえに、政府はこの

多様性を統治するために、それを承認することを可能とする政策を必要としたのである。そ

れゆえ、多様性の承認＝統治は、同化政策や統合政策が確保できなくなったネイションのよ

り深い構造的統一性を、あらためて確保するための方法だったのである。（カッコ内は筆者

による）

ここで主張されているのは、国家としての「枠組み」を網寺する手段として、政府が意図的に

多文化主義を導入したという見方である。この主張を考える時､主流社会側'9から「理解可能

な文化｣のみ尊重の対象とされ、さらに｢尊重」という名の下に｢#齢」されているという「コ

スメティック・マルチカルチヤリズム」（cosmeticmulticulturaljSm)についても触れるのが有

益であろう２０．コスメティックには「取り繕い」という意味が込められている。オーストラリ

アにおいて、主流社会は、先住民との差異をどの程度までを尊重しているのであろうか21.

次に｢理解可能な文化｣の指標を分析していく契機として､2004年９月に出版された保苅実

著『ラディカル・オーラル・ヒストリー』２２を通して、オーストラリアにおける主流社会と先

住民社会の間の文化・歴史観の差異について考えたい。同書では、ジェームスクックやケネデ

イ元アメリカ大統領と交流を持ったと語る北部準州のグリンジのジミーじいさんの話が紹介

されている。ここでは、西洋のアカデミックな「史実」では、一般的には受け入れることがで

きないオーストラリア先住民にとっての歴史的な「事実」と、研究者がいかに「折り合い」を

つけるかが議論されている。これは歴史だけに留まらず､彼(女)らの学校観、教育観と主流社

会の考え方の違いとも関わってくる。例えば、ジミーじいさんが保苅さんに語った白人とアボ

リジニの学校観の差異が同書には以下のように明記されている23。

１．

２．

３．

獣の学校は､書物に難づけられている、しかしｱポﾘゾﾆの学校は大地に雛
グン上ン

づけられている。

獣の学校は卒業までに十年ほどしかかからないが､ﾁボﾘﾋジ三の学校は生涯学び
続ける必要がある。

デポリシ三の学校は物理的に百入の学校より大きい。
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これらの学校観を「分析的に解釈」するならば、アボリジニの学校観は白人のそれよりも、時

間的、空間的､概念的にも幅広く定義されていることが分かる。ここで事例とされているグリ

ンジの人々は、自らの大地（カントリー）全体を、いわば学校として捉えている。また、学校

で教わる事柄も「知識」のみではなく、「大地の法」を学んでいくと捉えている。しかしこれ

らの概念は主流社会側からも、また筆者のような部外者からも(表層的には）「理解可能な」概

念であるともいえる。

その一方で、これらの考え方を､①先住民生徒の就学率や教育成果が低いという現実を見据

えながら、②より「深く」アボリジニの声に耳を傾けたとするならば､彼(女)らの学校観､教

育観は理解可能な概念として片付けられることができるのであろうか。

いささか単純すぎる解釈ではあるが、先住民の就学率の低さが教育成果の低迷につながり、

それらが就業率の低さ､失業率の高さに帰結しているとの仮説もたてることができる｡そして、

そのサイクルの発端となる先住民生徒の就学率の低さの一因を両者の学校観の差異に求める

こともできる。つまり、主流社会側が用意する学校システムには賛同できない､馴染まないた

め、先住民の就学率､特に後期中等教育への残留率が低いとも考えられるのである。このよう

な数値的な事実を字義通り受け止め、これらの格差を是正するため、実際に、様々 な「支援」

政策が実施されている。しかしこれは、先住民の学校観に対する主流社会側の「真筆」な対応

なのであろうか。

また、比較的に理解可能な概念から理解「不可能」な概念まで、先住民の考え方は多様であ

るという点も指摘しておかなければならない。例えば、同書では「正しい道」を誤った時､夢

を通じてジュンダガル24はそれを教えてくれるという話を紹介している。これは、「神話ｊも

しくは「お話」としては、聞くことが出来るし「理解・尊重」も可能であろう。しかし、実際

の話としては､理解することは困難であるし尊重もできない可能性のほうが高い｡特に遠隔地

域でこのような学校観に出会ったとき、研究者はどのような態度で接するかも考える必要があ

ろう。

同書では、文化人類学者はこれらの先住民による「物語り」を「神話」として尊重している

ものの､そこには尊重という名の排除が見え隠れすることを指摘している。つまり、「表層的」

な理解や尊重という「姿勢･態度」の名の下に、そこから先のプロセス・実践を予測すること

はできないのである。保苅さんは、同書を執筆する際、『歴史する！(DQzng極szayj』とい

う題目も候補として挙げていたという。これは「拒絶」「尊重」という枠を越えて、フィール

ドとともに「真筆」な態度で実践するという意味合いからであろうか。

そのような状況の一方で、今や先住民の七割が都市部に居住しており、大半の先住民が「西

洋型」の教育機関での経験を持っている。そのため、このような「価値観Ｊの差異を掲げ(す

ぎ)ることに懐疑的な見方もあるかもしれない｡政府機関に勤務する先住民の人たちからも｢ま
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ず学校教育や社会で成功してから､声をあげるべきである｣との話も聞いたことがある｡勿論、

そういった考え方を有する先住民の声にも耳を傾ける必要があることは間違いない。

また例えば､筆者はフィールドでインタビューする際､学校関係者に先住民の保護者が学校

教育に何を求めているかについて時折尋ねている25．その時のインタビューからは､英語が話

せるようになり、上級の学校に進学し、就職するための場との解答が帰って来る。フィールド

に赴く際、調査者側の仮説としては、先住民は「学校では、先住民の母語や伝統的な文化を大

切にして欲しい」との希望を多く有していると考えがちである。時折、このような意見も見ら

れるが、それと同時に先述したような｢普遍的」な学校への教育要求も有していることは事実

なのである。

多(他)文化を尊重するという姿勢を、次に､学校教育のカリキュラムの観点から考えてみよ

う。現在、初等.中等教育においては、「先住民研究」などの独立した科目の他に、「環境と

社会の学習」（StudyofSocietyandEnvironment:SOSE)の一部としても、先住民の歴史や文

化.言語などを学ぶことができる26。また､1990年代中頃以降､南オーストラリア州やタスマ

ニア州では、全ての学習分野を通して「先住民の視点」（indigenousperspectives)を重視する

ための教材なども開発されてきた。これらの教材開発のプロセスでは、多くの先住民の協力も

得てきた。しかしその一方で、カリキュラム改編などの先住民文化の尊重への取組みは「表層

的」との疑問も提示されている。

このような学校教育においては､多文化(主義)の尊重という側面を重視しすぎても、現実を

把握できるとは限らない。多文化状況を重視しつつも、現状と「折り合い」をつける一つの試

みが、次に紹介するクイーンズランド州における実践である。

３．「似ているようで似ていない」尺度・基準の導入への試み

すべての先住民が､主流社会側から理解が困難な教育観･学校観を有しているわけではない。

むしろ、先住民は全般的に、学校教育に肯定的な意見を有しているとのデータもある27°つま

り、主流社会側が提供する学校教育に対し､先住民が一定の理解を示しているともいえる。し

かし近年、学校教育で重視されている「英語リテラシー」に関わる教育成果を見ると、一貫し

て先住民生徒のそれは、オーストラリア全体の平均を下回っている(表l)。この格差を是正す

るため、先住民生徒の特性（差異）をどのように考慮すべきなのだろう力もそこから本稿の第

三の目的が出てくる。

1990年代の中頃以降､オーストラリアの学校教育は英語リテラシー技能の習得を最優先事項

としている｡オーストラリアは｢英語｣のみを公用語として認定しており、その維持のために、

連邦･州政府は､移民や先住民に1970年代から｢第二言語としての英語｣価nglishasaSecond

Language:ＥＳ、教育やバイリンガル教育を実施してきた28.1980年代以降はI標準オースト

‐１０‐



ラリア英語｣（StandardAustralianEnglish:SAE)２９も、リテラシー技能に関わる教育政策に

は度々登場してきた。リテラシーは｢読み｣(zeadinJ、「書き」(wIitmgj、「綴り」(spelljngj

を含むもつまりこの定義では、英語を話すこと(oraCy)が出来ても、「文字」「文章」「文法」

の観点から、英語が理解できなければ､正しく英語を把握していないと見なされる。このよう

な状況では、遠隔地域の先住民が話す「アボリジナル英語」「トレス海峡クレオール」は正し

いオーストラリア英語ではないと判断される。この英語に関わる「定義・基準｣が、先住民生

徒と非先住民生徒の学力格差を表出させる要因の一つとなっている。

また、同じ時期から強調されてきた「教育成果」の向上に焦点を当てた教育政策もオースト

ラリアの多文化状況に影響を及ぼしている。リテラシーに関わる教育成果を測定する際､連邦

およびlil,|政府は最低水準（ベンチマーク:benchmark）を設定した上で、３年生、５年生、７年

生を対象として各州．準州にテストを作成させる30°このベンチマークはオーストラリアの全

生徒を対象とした基準である。それを基にして、先住民生徒とオーストラリアの全生徒との教

育格差に関わるデータを明確にしているのである（表’）。そして、そこで明らかにされた教

育格差を「是正｣することが社会正義の実現のための近道だとする教育政策が多く実施されて

いるのである。しかし、この英語リテラシー技能の格差是正のプロセスを考える時、先住民と

非先住民間に存在する言語環境の差異の扱い方について考える必要があろう。

1990年代後半からの多文化主義時代の英語教育と1960年代以前の同化．統合主義時代に行

われたそれとの相異点はどこにあるのだろう力も「権利」と「義務」の違いと簡潔に結論を出

すのは容易い。しかし多文化主義を国是としていても、社会的な効率性を前提として、英語が

公用語として認められている。学校教育における教授言語も原則として英語のみである。つま

り社会システム上、英語を一定程度習得せざるを得ない状況が、オーストラリアには確固とし

て存在するわけである。そのような状況を考えるとき、現在と過去とでは､本質的に何が異な

るのであろうか。その問いの解答を導き出すための一つのヒントを提示したい。

クイーンズランド州では､連邦政府が設定するベンチマークと異なる基準である「バンドス

ケール｣(bandscale)を開発し、使用している31。これは英語を母語とせず、日常生活で頻繁に

使用する機会が少ない先住民生徒の発語技能を､ベンチマークよりも広い範囲で認識する基準

設定の試みである。つまり、英語技能をリテラシーやコミュニケーション・表現技能を含めて

幅広い範囲で捉え､先住民生徒に適用している評価基準(目安)である。このバンドスケールが、

利用されている地域の先住民生徒の多くは第二言語、第三言語として、ＳＡＥを学んでいる。
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表２バンドスケールの基準3２

レベル準

１

レベル１

レベル準

２

レベル２

レベル３

レベル４

レベル５

レベル６

レベル７

前期初等教育における｢読み技能Iの添蹴蝋躍ケ生ル》:Ｊいいユ

家庭語で「読み」と本に初めて接する。

標準オーストラリア英語(SAE)の読みに初めて接する◎

既知のコンテクストで既に記憶しており､親しみある単語や短い語群を認識し始

める。

SAEでの単語短い語群を認識し始める◎

コンテクスト上の支援を伴い､ＳＡＥの短い親しみあるテクストを理解し始める。

習得した読みの技能を親しみのあるコンテクストやトピックに応用する。

SAEを利用し活動的で、自信のある読み手となる。しかし､全体的なSAEの技

能は、読み描泥における進展に制限を設ける。

SAEにおける優れた読み手となる。

SAEの優れた読み手として、活躍する◎

表２は、「読み技能」のバンドスケールについて説明したものである。そこでは、第一に生

徒が日常的に接している家庭言語の役割が初期段階においては明確に記されている。第二に、

学校に入学するまでの様々なコミュニケーション場面において重視されてきた話す技能

(oracy)から文字を基盤とするリテラシーヘの移行も重視されている。

このバンドスケールは「英語リテラシー」の定義を､先住民の非英語母語話者に配慮して考

えた一つの例である。しかし、①先住民生徒の文化的背景の差異を考慮した「英語｣技能の評

価基準を設定したことを肯定的に評価しつつも、②｢異なる」基準が、英語を第二言語とする

先住民生徒のみに適応することの妥当性を検討する必要はあるだろう。

まとめ

最後に、これまでに紹介した三つの視点から「多文化(社会)国家」「多文化主義国家jオー

ストラリアを考えてみたい｡第一の視点では｢多文化国家｣の中の､オーストラリア先住民Ｉ族ｊ

の多様な状況を明らかにした。この、先住民の様々 な状況が、彼(女)らの多様な教育ニーズに

も影響を与えている。種々 の政策に基づき教育プログラムが実施される際、「先住民」を一括

して扱うことには警鐘を鳴らす必要があるだろう。しかし、その一方で先住民がオーストラリ

ア全国民に占める割合は２％強である。そのようなマイノリテイとしての先住民の立場と他者

の立場を差異化するためには、先住民｢族」としての「枠組み」も必要になってくる。そのた
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め先住民「族」自体がその主流と傍流とに分かれてしまう危険性もあるかもしれない。しかし

今後は、より地域コミュニティに密着した教育プログラムの実施を可能にする教育政策を考え

る必要があるだろう33。

また第二、第三の視点では「多文化主義」の表層的な側面と、それを克服する試みを紹介し

た。ここでは「表面的な」先住民の歴史・文化を学校で教授することによって、先住民を理解

しえたとすることへの警鐘を主張したつもりである。アボリジニの歴史観.学校観が示すよう

に、西洋的なそれらとは全く異なる見解が「提示された場合」の対応などを今一度学校教育に

おいても、検討する必要があるのではないだろうか34。

そして、学校教育の成果を測る「物差し」の再検討の必要性についても、第三の視点では提

示した。現在､世界的に、グローバルな教育成果を測定する基準を設定し、それらの結果を重

視する傾向が見られる。その基準とは別個の｢物差し･尺度」を設定することは､教育成果(プ

ロセス)を多様化させる上で重要である。その点で、クイーンズランド州が導入したバンドス

ケールからは新たな可能性を見出すことができる。しかし､バンドスケールの目標もまたSAE

の習得であることには留意する必要があろう。

これら三つの視点は、多文化(主義)国家オーストラリアの学校教育において社会正義(social

justice)とは何かを考える際の一助となろう。それらをより明確な視点とするために、筆者は、

これまで意識的に｢格差」と「差異」という二つの差を論稿にちりばめてきた。社会正義を実

現する時には、格差の是正だけではなく、差異を尊重しなければならない。前者を強調するの

みならば、同化・統合主義政策時の教育政策との相異を見つけることが困難になるであろう。

にもかかわらず、現在の教育政策においては､英語リテラシー技能など基礎技能の格差を是正

するための目標が優先的に設定され、実施されている。格差は序列Jや格付けをつくり、下位の

グループを特定し、教育支援の対象とする。そして、その学力格差の是正が、就学・進学率、

そして失業率の格差の是正につながり、それこそが社会正義の実現の第一歩であると考えられ

ている。しかし、学力格差の是正のプロセスにおいて、差異の尊重は必要不可欠な要素だと筆

者は考える。これらの二つの差を配慮することによって、初めて多文化(主義)社会における学

校教育を考察するスタート地点に立てるのではないだろう力も

註

lDepartmentofthePrimeMinisterandCabmet:Ｏ缶ceofMultjculturalAffairs,姥血b"a/A9石"ぬ
危raﾉVizﾉZ]bZzﾉZuI没ﾉAusb没始.:.､ShaEmgour勉tzma1989.

2DepartmentoflmmigmtjonandMultjculturalandlndigenousAH息jrs(Commonwealthof
Australia),ﾉMUﾉbbuﾉZ皿没ﾉAusなa」ia.,しhjZgdmDjt′EI1g呼肋daZmg坊eI”9雄ｗａｇＦ"daj6r
ﾉVu/Z]ｂｕﾉﾋuI没ﾉAusl顕a雄..Sb1aZEgTbdm9c画bnsj6r2り”釦“２００３．
３差異を明確に提示することは、「民族｣集団の特性(文化など社会的状況)を固定的に捉えてしまい､文
化本質主義的な考え方に陥る危険性を有することを筆者は認識している。このような指摘に対しては､筆
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者は差異を固定的ではなく、可変的､流動的であると捉えている。ただマイノリテイ集団が、戦略的に自
らの主張を効果的･効率的に表明するために、あえて自らの集団の特性を固定的に捉え､他の集団と差異

化するという事例もあろう。また、もう一方の差である格差の是正は､近年政府機関により特に注目され
ている。

』AustralianBulもauofStatistics(ABS),a9nsusofPhp唯Z]bI]a"d“usmg.&目jgaBd&九ｺ臼ﾉa"．

HbusZngO6a2:acZaZgZzbgfA唖没jiaC2りりZﾉ'2002,p､８７．
５詳しくは、ガッサン．ハージ（保苅実､塩原良和訳）『ホワイト・ネーション』平凡社、2003年を参

照のこと。

６同上書によると、先住民の内、89.4%はアボリジニ、6.3%がトレス海峡島喚民、4.3%がアボリジニとト

レス海峡島喚民の両方の帰属性を有していると記されている｡つまり、トレス海峡島喚民は先住民全体の

１０%程を占めるに過ぎない二重の意味でのマイノリティとなっている。

７国内で、中国語(広東語､標準中国語などを含む)を日常的に話す国民も約2%を占めている。

８UsadeBortoli＆JbhnCresswen,Aus血1ajiaiｦ血djg腰、妬S1fudbI鉱ｇｍＥ厩42り0りJ3esuﾉZSf1Qm
ﾉhい､a”a/Sfu［ｶ,“C皿?j3as巴aIzJWbncg頭aph“鋤2004．
９このような状況は、トレス海峡島喚地域のマリー島における先住民の先住権原問題を扱い､連邦最高裁

まで争われた｢マボ判決｣以来次第に減少していった｡現在では､全国的な教育政策や教育統計には、「オ

ーストラリア先住民」もしくは「アボリジニ及びトレス海峡島喚民」と併記されるようになった。

'oSeniorSecondaxyAssessmentBoardofSouthAus柾alia,AustI1a地iｦ血dIg巴nousZanguag観5;1996,
ｐ､１Ｖ．

'lMinisterialCouncilonEducatjon,Employment,TYajningandYbuthAHajrs(MCEETYA)，
A触り"a"3E3pcI芯”Sb6oロjdngmAuslZ1aj虐:fl1gjimma2yPk1p"八店zrb"a/BgndhmaI3Arj3asuﾉfgBeaf血9
1"域mgaI]dﾉVilmeI没”1台a朔g3a"“2001,p､4.5.(tablel&2）
lzDeborahHartmanandJohnHenderson(ed),４６”gmaﾉLangzJ日9忽smEHUpa血mlADPress，
1994.

13州や準州によってはＬＯＩＥ教育政策の中に先住民言語を含めていないところもある。

'』鈴木清史『都市のアボリジニ』明石書店、1995年、150頁～169頁．

’５ＡＢＳ,ｑｐて立,ｐ､87．

'６本稿では、マイノリテイの定義として「単なる人数的な少数派ではない｡少数派の支配階級の人々 を

マイノリテイとは呼ばない｡少数派ゆえに様々 な権利を奪われている人々 をマイノリティと呼ぶ｡つまり、

ﾈ桧的に不利益を被っている人たちをマイノリティと呼ぶのである｡」を採用している。（田中幸治郎『教
育における文化的多元主義の研究』ナカニシヤ出版、2000年、pvii.）
'７詳しくは､飯笹佐代子｢多文化国家オーストラリアのシティズンシッブ教育一｢デモクラシーの発見」
プログラムの事例から＝ｌ『オーストラリア研究』第17号、筑波書房、2005年を参照のこと
'８ガッサン・ハージ、前掲書、330～331頁．

'削主流社会(u吃,instream)という言葉の定義を明確にするのは困難である。しかし本稿では、この言葉に
ついて公的機関側の一般的な見解という定義を意識して使用している。
望０テッサ･モーリスニスズキ／中野敏男(構成)、「『ポストコロニアリズム』の意味をめぐって」『現代思
想』７月増刊景2001年ここでは、コスメティック・マルチカルチヤリズムでは「文化は表層的に定義
されて､その表層の限りで文化的多様性が享受され､それを許容する自分たちの懐の深さを顕示する材料
として消費されるのだが、しかし他方では､その担い手たちの政治的･経済的な権利主張の独自性につい
ては、それを認めないという原則が貫かれる」とされている。（186頁）

２’表層的な文化のみを尊重する姿勢を「コスメティック・マルチカルチャリズム」と表現しているが、
そもそも我々は自らが帰属する集団の文化を「深く」尊重し、理解しているのだろうか｡勿論、ステレオ

タイプな文化理解を避けるべきであることは当然としても､文化とは生活の中に既に根づいているもので、
何かを契機として、表層的にのみ尊重するものではないだろう力も筆者自身､実感として、生まれ育って
きた北海道や日本の文化､現在帰属している集団の文化をどの程度｢理解｣しているかは甚だ疑問である。
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２２保苅実『ラディカル・オーラル・ヒストリー：オーストラリア先住民アボリジニの歴史実践』御茶の
水書房、2004年．

２３同上書、121頁～122頁．

２４ジュンダガルは、きわめて強力で危険なヘビのドリーミングである。同上書、１１５頁．

２５筆者は2000年から継続して、トレス海峡島峨地域の桐漫島を毎年訪問し、学校関係者にインタビュ

ー調査を実施している。

2６伊井義人｢オーストラリア先住民の教育成果に関する一.考察一一二つの方向性を視点として－｣『オ

セアニア教育研究』第９号、2002年

２７ABS,ｊＷ]bnaﾉA6ロr執]aﾉa"d7bmasStr没jrjI並､dｾr＆、ﾉﾓﾘ'..、etail9dF】”〔ZZqg笛;1995,ｐ,4oここ
では､８割以上の先住民の保護者が学校教育に満足していると提示されている。しかし筆者のフィールド

ワークを通した実感とは、かけ離れたデータである。

２８詳しくは､青木麻衣子､伊井義人｢多文化主義国家オーストラリアにおけるリテラシー教育一先住民・

移民を視点として－」『教育学研究』、2003年を参照のこと。

２９ＳＡＥの定義を明確にしている文献は管見の限りはない。英語教員に対して、「SAEとは？ｊとの質

問をすると、多くの人は「マッコリー辞典」伽acquariedictiona1y)であると答えるだろう。

３０CurriculumCorpomtion,LjZごI汐〔yBeI]chmaI3ksIもａＩ１ｇｊＩ５＆〆,ﾘｲf九ｍｇａbe肱ga"dBea〔血ｇ
2000.

3lDenis'nlrnbull＆CatherineHudson,Bkmdsに没jgsj6rA6Q"gmaﾉaI]．?bmasShzzjrmsja"d9r

zsamGI19B切nqpj9sznわImjng坊ep2tﾘｾα;200lこの文書は、
からダウンロードが可能である。（2005年５

月７日、アクセス確認済み）

32httpWbducaljon､qld､ＲＯＶ・au/studentSlevaluabion/monitollnl29/bandscales/iもading/index､hｔｍｌ（2005

年５月７日、アクセス確認済み）初期初等教育用だけではなく、中期初等教育､中等教育のバンドスケー
ルもダウンロードが可能である。

３３クイーンズランド州では、各学校と先住民コミュニティ間の学校教育活動に関する「協定」を結ぶこ

とを推奨している。これにより、より地域に密着した先住民に対-ｳー る教育活動を実施することが望まれて

いる。EducationQueensland,fhlmel:gかShJaEsS2000、
3Jこれと同時に、オーストラリア先住民の「伝統」を有していない、都市部などに居住する先住民との
関わりについても考慮しなければいけないことは提示『す．るまでもないであろう。
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アジア太平洋地域におけるオーストラリア高等教育のグローバル戦略

杉本和弘（鹿児島大学）

はじめに

1990年代以降､経済や社会のグローバリゼーションに加え、高等教育の分野においても

グローバリゼーションが急速に進行し、高等教育のグローバル市場が形成されるに至った。

例えば、世界の留学生人口は1988年の約９４万人から１０年後には約１６１万（70％増）に

増加し、さらに２００２年には約１９０万人（前年比１５％増）に達した1．その数は2025年に

は７２０万人まで増加すると予測されている2．今後、高等教育段階の学習者の獲得をめぐ

ってますますグローバルな競争が展開されることになる。

そうしたなか、オーストラリアの高等教育はアジア太平洋地域を舞台にグローバルな取

組みを加速させつつある。オーストラリア政府がＷＴＯ（GATS）交渉において自由貿易推

進を支持し国際教育施策を推進する一方、各大学は留学生の積極的受入れ、教育プログラ

ム（ツイニング･プログラム、オンライン教育）の輸出、海外キャンパスの設置、国際コ

ンソーシアムの構築に乗り出している。

本稿の目的は、戦後アジア太平洋国家化を進めてきたオーストラリアが、高等教育の国

際的展開をいかに推進してきたのか、さらに近年のグローバリゼーシヨンのなかでいかな

る新たな取組みを進めつつあるのかについて、各機関･団体による事業展開や国際教育に

関する政府の施策を焦点に考察することにある。

1．戦後オーストラリアにおける大学の国際化

オーストラリアの大学は、シドニー大学創設（1850年）以来、常に国際的動向に無関心

ではいられなかった。学問中心地である欧米から地理的に隔離された大学にとって、国際

的な学術交流やそれによる学問水準の維持は不可欠な取組みだったからである。オースト

ラリア人研究者は高等学位を取得し、研究休暇（studyleave）を過ごすために英米に赴く

ことが多かった３．

しかし、国際化に向けた動きが本格化するのは戦後になってからである。植民地主義の

終駕が途上国に独立をもたらすと、先進国は旧植民地を中心に途上国の社会・経済発展支

援、国際貿易の活性化に向けた外交政策を推進した。オーストラリアも、1951年に始まる

コロンボ計画（ColomboPlan）の導入に主導権を発揮し、南アジアや東南アジアにおける

経済･教育援助に着手した。その結果､オーストラリアの大学は同計画に基づく経済的支援

を受けた留学生を受け入れることによって、同地域に対する教育支援に関与することとな
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った4．それと同時に私費留学生の受け入れも始まった5．当時は、私費留学生にもオース

トラリア人学生と同じ入学基準･授業料が適応され､授業料が廃止された1974年からは留

学生も授業料の支払いが免除された（但し、１９７９年まで)。このように、留学生の受け入

れは基本的に教育支援の一環として位置づけられていた。

しかし、そうした方針は1980年代を境に大きく転換する。まず1979年、私費留学生に

対するビザ手数料（visafbe）（後のOverseasStudentCharge）が導入され、コース費用

の１０％程度の費用負担が課せられるようになった｡その比率は1988年には５５％まで上昇

し、私費留学生からの収入は高等教育予算の22％を占めるに至った。

さらに、1984年には二つの報告書が出されている。一つが『オーストラリア海外援助プ

ログラム検討委員会報告（ジャクソン報告)』であり、教育を「輸出産業」と位置づけ、「学

生」と「助成」をめぐる機関間競争を推奨した。いま一つが『私費留学生政策検討委員会

報告（ゴールドリング報告)』であり、先の報告とは逆に市場アプローチを否定し、現状維

持を主張した。このうち、その後の留学生政策を方向づけたのはジャクソン報告である。

1985年､連邦政府はジャクソン報告の答申に沿って新たな留学生政策(全額授業料負担留

学生のためのガイドライン作成）を策定した。この結果、留学生は、各機関の入学要件を

満たしコース費用を全額負担すること、オーストラリア人学生の教育機会を妨げないこと

を条件に量的制限なく入学可能となったのである。

ここに、オーストラリアにおける留学生政策の転換を見ることができる。すなわち、留

学生受入れの目的が「援助（aid)」から「貿易（trade)」へと転換されるに至ったのであ

る6｡こうして1980年代半ば以降､留学生受入れを含む国際教育(internationaleducation）

は、オーストラリアにおける主要な輸出産業の一つと位置づけられることとなった。

2.現代オーストラリアの国際教育戦略

（１）ＧＡＴＳにおける自由貿易推進

1995年、ＷＴＯ（世界貿易機関）においてＧＡＴＳ（サービス貿易に関する一般協定7）が

発効した。2000年１２月、Ｇ唖Ｓ交渉の場で米国が教育分野における市場開放を提案して

以来、特に高等教育分野における教育サービスの自由化が推進されようとしている。オー

ストラリアも、外務通商省（DFAT）や教育科学訓練省（DEST）が中心となって教育サ

ービスの自由貿易を推進する立場にある。基本的に英国やニュージーランドといった英語

圏諸国も積極的な姿勢を示しており、こうした自由貿易推進国は、自由化を通して、教育

提供者や提供様式における革新の推進、学生に対するアクセス拡大、経済的利益の増大が

図られる点をその根拠としている8．

近年、なかでもオーストラリア教育の国際的プレゼンスが向上している。英語圏諸国間
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で比較すると、オーストラリア国内で提供されるオンショア高等教育の成長率は前年比

45.4％でトップである（その他、ニュージーランド43.0％、カナダ12.6％、英国4.2％、

米国0.6％）９．

（２）教育輸出の現状

近年オーストラリアにおける高等教育を含めた教育サービス輸出は、2003.04年度に総

額５６億2,200万ドルに達しており、オーストラリアの全輸出品の中では第９位に位置づ

いている（なお、第１位は鉱石･鉱物、第２位が石炭･コークス)。サービス輸出に限れば、

①観光（102億1,200万ドル)、②旅客輸送（66億5,500万ドル）に次いで第３位の規模

に達している。

こうした教育輸出の形態は､①オーストラリア国内における教育提供(オンショア）と、

②海外における教育提供（オフショア）の二つに分けることができる。

まずオンシヨアであるが､2002年の全教育段階における留学生数をみると、オーストラ

リアには少なくとも３８万5,000人が学んでおり、そのうち４９％が高等教育セクター（そ

の９６％が公立｡残り４％が私立)、10.9％がＴＡＦＥセクター､4.2％が学校セクター､24.7％

が英語集中コース（ELICOS）に在籍している。留学生のうち８５％がアジア地域出身（上

位はシンガポール、香港、マレーシア、中国、インドネシア）であった。なかでも高等教

育セクターにおいて近年留学生の増大が顕著であり、１９９１年の２万9,630人（高等教育

全体の6.2％）から、2002年には前年比17.7％増の１８万5,058人（同20.6％）に増加し

ている'０．

次に、オフショア高等教育について見てみると、その教育形態には、現地におけるキャ

ンパス（分校）設置、海外大学との共同プログラム（ツイニング･プログラム等)、遠隔教

育などがある。これらはこのところ特に拡大しつつある提供方法であり、国境を越えて広

がるトランスナショナル高等教育(transnationalhighereducation)の典型である｡ＡＩVCC

（オーストラリア学長委員会）によれば、２００３年５月現在、オーストラリアの大学が海

外の大学と共同で提供しているオフショア･プログラムは1,569に上り、その７０％以上が

中国（香港)、シンガポール、マレーシアで提供されている''・オフショア留学生の比率は

1994年の８％から２００３年の２８％に伸びており、２０２５年までに留学生全体の４４％を占め

るまでになると予想されている'2°

例えば、こうした活動に積極的な大学としてモナシュ大学が知られる。同大学は、グロ

ーバル戦略として「モナシュ２０２０（Monash2020)」を策定し、マレーシア（Monash

Malaysia；１９９８年２月設置）と南アフリカ（MonashSouthAhfica；２００１年設置）に分

校を設置するとともに、世界各地に置いたセンターを通して各国の教育機関と提携活動を
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行っている。このうちMonashMalaysiaはSunwayGroupとの合弁で設立され、エンジ

ニアリング、ビジネス、情報工学、アーツ･サイエンス、医学･健康科学の５学科で学士課

程教育を提供し、学生数は約1,500名である。他方、MonashSouthA6dcaは、アーツ、

ビジネス、情報工学で学士課程学位を提供している。

また、ＲＭＩＴ大学は、国際教育を展開するための有限会社RMITInternationalを設立

し、オフショア･プログラム（デイプロマ、学士、修士レベル）を中国、香港、フイジー、

インドネシア等の１１カ国（地域）・計２６機関（組織）と共同で提供している。特に、ベ

トナムではホーチミンを拠点に世界銀行やアジア開発銀行から融資を得てRMIT

InternationalUniversityVietnam（３キャンパス）を設置している。同大学はベトナムに

おける初の海外私立大学として、ビジネス、コンピューター科学、教育、エンジニアリン

グ、情報工学、マルチメディア、英語プログラムを提供している。

さらに、スウィンバーンエ科大学は、東南アジアの他機関とのプログラム提供を行う

SwinburneGlobalLearningNetworkを構築している。マレーシアにSarawakCampus

（2000年）を設置し、エンジニアリングとビジネスを提供する一方、タイのSwinburne

'nlmmasiriLaemChabang（1998年設置）では電気･機械工学、ＩＴ、英語の分野で高等

職業教育を提供している。また、ベトナムのSwinburneVabisUniversityofTbchnology

（2003年開校）でもビジネスやマルチメディアを提供している。

（３）アジア太平洋地域における学術交流

オーストラリアは１９９０年代以降、アジア太平洋地域における学術交流にも積極的に関

与してきた。その一つが、1993年設立のアジア太平洋大学交流機構(UniversityMobility
inAsiaandthePacifc:ＵＭＡＰ）である。これは、そもそも1991年にＡｌVCCのイニシア

ティブによって開始された取組みであり、ＥＵにおけるエラスムス計画のアジア太平洋版

と呼べるものである。国際事務局は東京（国際研究交流大学村）に置かれ、２００５年現在

３０の国と地域が加盟している。アジア・太平洋地域の学生・教職員の交流増大、とりわけ

短期留学を通して異なる文化・経済・社会システムについての理解を増進し、地域におけ

る教育の質を向上させることを目的としている。

ＵＭＡＰでは、２０００年度から欧州単位互換スキーム（ECTS）に倣ってＵＭＡＰ単位互換

スキーム（ＵＭＡＰCredit'nansfbrScheme:UCTS）を試行しており、これは多大学問の

単位互換促進によって、大学間の単位の同等‘性を認定し、大学教育の国際水準の保証につ

ながる可能性を有している。こうしたＵＭＡＰに基づく交流が「アメリカー極集中の留学

現象を多極化に導く契機'3」となる可能性も指摘されている。

もう一つ、近年注目される学術交流の形態として、１９９７年創設のユニベルシタス２１
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（Universitas21）を挙げておきたい。これは、２００４年現在９カ国１６校の研究大学から

なる国際コンソーシアム'4である。メンバー大学間の協同と協力を促進し、各大学独自に

あるいは従来の大学間協定では実現されない規模で企業的事業を展開することを目的とし

ている。実際、2001年９月にはトムソン・ラーニング（ThomsonLearning）と共同で、

オンキャンパス教育では対応できない世界的な高等教育需要に応えるべくオンライン大学

教育の提供を目的とする「Ｕ２１グローバル」（本部：シンガポール）が設立された。２００３

年からＭＢＡプログラム（自らが組織するU21pedagogicaが認証）の提供を開始してい

る。

（４）国際教育の拡大要因

それでは、特に国際教育が拡大してきた要因はどこにあるのだろうか。以下では、プル

要因とプッシュ要因の二つの側面から考えることにしたい。

まず、プル要因の第一は、留学先としてのオーストラリアが有する魅力である。具体的

には、アジア各国との近接性、国際語としての英語の有用性、比較的治安のよい環境、生

活の質の高さ、相対的に安価な教育費や生活費'5、多文化的環境、旅行・観光地としての

魅力などを挙げることができる。

第二に、オーストラリア高等教育の有する柔軟性が指摘できる。具体的には、オースト

ラリア高等教育システムの開放性'6、西洋スタイルの高等教育、多様な学生受入れ（特に

成人学生）の伝統、遠隔教育の経験、留学生の高い満足度、安定的な卒業率と就職率（就

職・永住の可能‘性）といった諸点が挙げられる。

第三に､高等教育を取り巻く状況の変化がある｡1980年代後半にはシステムが一元化(大

学とＣＡＥの機関統合･機関規模の拡大）され､各大学間の競争が激化した。さらに、１９９０

年代の財政緊縮によって、資金源多様化の必要性が高まり、それが各大学の留学生受入れ

拡大、積極的な海外進出の誘因となったといえる'7．

第四として、国際教育に対する政府の施策が推進され、各大学の戦略性も高まった点を

見逃すことができない。ネルソン教育科学訓練大臣は2003年１０月『教育を通した世界へ

の関与」を発表し、その中で国際教育に対する支援策を打ち出している（表１参照)◎こ

うした取組みの背景には、国際教育の発展が、オーストラリアの技術革新、人的交流、国

際競争力の向上、貿易拡大、技能移民の受入れ、外交・国防に貢献すると期待されている

ことがある。とりわけ教育･訓練に関する輸出産業は､オーストラリアが来たるグローバル

知識経済において地歩を固め、オーストラリア人の継続的な福利や繁栄を促すのに不可欠

であると認識されている。

また、オーストラリアの大学は共同でIDPAustralial8を設立･所有しており、特に１９８０
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年代半ば以降は留学生のリクルートに重点を置いて活動を続けている。そうした大学によ

る組織的取組みが奏功してきた点にも注目する必要があろう。

１

２

３

４

５

６

７

表12003年度連邦予算における国際教育支援策（4年間で１億1,300万ドル規模）１９

政策(配分額）

海外市場におけるオーストラ

リア教育のプレゼンス向上

(４年間4,170万ドル）

オフショア質保証の開発

(４年間1,040万ドル）

EndeavourProgram：留学
生、オーストラリア人語学教

員に対する財政支援事業

(４年間７９０万ドル）

国際的研究拠点

(InternationalCentresof

Excenence）の創設

(4年間3,550万ドル）

国立言語訓練センターの設立

(２年間４６０万ドル）

オンシヨア活動における法律

遵守と質保証の促進

(4年間510億ドル）

lnternationalEducation

Contributionの増額

内容

留学生に対する質の高い教育の提供、質の高い留学生の受入れ、

留学生の出身国及び学問分野の多様化に向けた取組み｡学生向け

情報の収集・充実（ウェブサイトの開発を含む)。北米、欧 、

南米、中東地域に４人の教育カウンセラーを配置。

オフショア教育の質､規準､顧客満足を保証するためのシステム

及び国際教育活動のための協会や事務局の設置を支援｡この補助

事業として、海外展開を行う大学に対するＡＵＱＡによる監査の
実施（2005年から年間５９万ドル)。

大学院課程（ポスドク含む）の優秀な学生（３０人）に対する６

ヶ月滞在の奨学金給付もオーストラリア人語学教員（140人）の

ための短期海外フェローシップ助成｡その他､現在のオーストラ

リアーヨーロッパ奨学金､オーストラリア－アジア奨学金､国際

ポスドク研究奨学金等の継続実施｡オーストラリア人学生の海外

留学支援策（OS-HELp20） 。

オーストラリアの大学（あるいはコンソーシアム）に、アジア太

平洋研究・外交、数学教育、スポーツ科学・管理、水資源管理、

観光事業について５ヶ所の拠点を創設。

輸出業・ビジネス従事者、教員、各種専門家､観光業従事者の言
語やビジネス文化のスキル向上を目的とした国立センターを設
立０

オンシヨア教育提供機関によるＥＳＯＳＡｃｔ２０００の厳守

(CRICOSとしての登録、義務項目の遵守）を強化。

入国･在留管理に関する補助的施策。学生ビザの申請料の値上げ
等。新しい在留資格の創設。

次に、プッシュ要因であるが、その第一は東アジア・東南アジア経済の急成長と、それ

によって同地域における高等教育需要が高まったことがある。そうした需要の高まりにも

かかわらず、一部の国ではそれを吸収するに足る十分な高等教育アクセスが整備されてい

なかったことが、結果的に対外的な教育需要を生み出した。また、中国やインドでは高等

教育を修了した高度専門職に対する相対的な給与の低さが、オーストラリア永住への期待

感とも結びついて、オーストラリアの高等教育に向かうインセンテイブとして働いた2'。

さらに、海外プログラム（ツイニング･プログラム）の場合についてみれば、現地での学習

によって生活費が節約可能であることや欧米学位の国際的通用性が魅力であることに加え、
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旧英国植民地においてはそもそも教育言語が英語であったことがオーストラリア教育への

アクセスを容易にしたと考えられる。

3.国際教育をめぐる問題

（１）オンショア教育：留学生の確保と保護

しかし、国際教育の拡大は問題ももたらしつつある。その一つは、「金のなる木（cash

cows)」として見なされるようになった留学生が抱える負担増である。全国留学生連絡委

員会（NationalLiaisonCommitteefbrlnternationalStudentsinAustralialnc.）のＡ・

ウォン委員長によれば、多くの大学が定期的に予告なく授業料値上げを実施している。近

年、プログラムによっては授業料が１年で２０％増したものもある反面、留学生からは授業

料の上昇に見合うだけのサービス向上が図られていないとの不満の声も聞かれるようにな

った。それと同時に、留学生は労働市場や不動産賃貸において言語的ハンデもあって不利

な状況に置かれやすいという問題もある22。

その結果、最近の豪ドル高やアジア諸国との競争激化を背景に、留学生がオーストラリ

ア離れを起こす可能性も危倶されている。さらに、労働党の影の教育相Ｊ・マクリンが特

に授業料の高騰と質の低下をめぐる問題を指摘する一方23、先のウオン委員長は、学生ビ

ザ申請費用の国際比較24に基づいて、オーストラリアにおける高額な申請料金のどれだけ

が大学システムに還流し、留学生支援に使われているのか、あるいは大学の直接収入にな

っているだけなのかを明らかにする必要性を指摘している25。

（２）オフショア教育：機関運営と質保証

他方で、オフショアによる国際教育（トランスナショナル高等教育）の提供は必ずしも

成功しているわけではない｡例えば､モナシュ大学の南アフリカ･キャンパスは開校以来経

済的損失が続いたため、２００４年にコンサルタントや副学長を任命し、運営手法の改革、学

生増に向けたマーケティングの推進に力を注いだ。にもかかわらず、結果的には1,230万

豪ドル（2004年）の損失であった。こうした状況を受け、ヴィクトリア州のＷ・キヤメ

ロン最高監査官は「大学の行うオフショア・キャンパス、研究開発、商業活動は本質的に

高リスク事業である」と述べ､海外投資のもたらすリスクに対して注意を喚起している26。

また、２００５年８月、南クイーンズランド大学（ＵＳＱ）が中東のドウバイ・キャンパス

（KnowledgeVillage）の閉鎖を決定したが、その顛末はオーストラリア高等教育の国際
的名声を傷つけかねないものとなっている。そもそも同事業はｕｓＱカウンシルの関知し

ないところで副学長を含む一部の関係者が勝手に着手し、２００４年９月に開設に至ったも

のであり、当初から問題を準んだものであった。開設以降も、教科書や学習支援の不足、
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学修計画の準備不足など運営上の問題が少なくなかった。その結果、活動認可の条件をめ

ぐって相手方との交渉がまとまらなかったこともあり、開設わずか１年で閉鎖が決定され

るに至ったのである。ＵＳＱは現在、現地の約３００名の学生への対応策を提示してはいる

ものの、納得できない学生やスタッフらは授業料の全額返還等の補償を求めて法的手段に

訴えることも考えていると報じられている27。

このように、国際教育は常に経営上のリスクに晒されており、それへの対応を誤れば国

際問題に発展しかねない危険性を準んでいる。それと同時に、国際教育の拡大はその「質」

に対する不信感を招く危険性もある。例えば、次の香港在住者による新聞投書はそのこと

を端的に示している。

海外（オフショア）での取組みを含むオーストラリア教育の商業化は、残念ながら、精力的に展開され

ており､信頼に足る学習の場としてのオーストラリアの評判を急速に低下させつつある｡シンガポール、
マレーシア、香港では特に、地元の高等教育機関への進学に失敗した学生が、オーストラリアの大学の

商業上のパートナーによって両手を広げて歓迎されている。商業主義に基づく教育小売業者らにとって
重要なのは、しっかりとした学術的水準や学生に対する公正な成績評価を維持することよりも金儲けの
ほうである。偽学位市場は巨大である。インチキをする学生にとってこうしたパートナーシップは極め
て居心地のいい状況である28。

すでに指摘したとおり、オーストラリアの大学を取り巻く財政的環境は９０年代後半以

降急速に悪化し、資金源の多様化を求めて大学は次々に国際教育の戦略的推進に乗り出し

た。しかし、そうした国際教育のもたらす経済的利益のみが強調されることは、結果的に

「質」への不信感を招き、ひいてはオーストラリア高等教育の名声を砥めることになりか

ねない。その意味で、後述するように、現在オーストラリア政府が国際教育の質保証に積

極的関与を本格化させつつあることは極めて重要である。

むすび－今後の展望と課題

（１）教育輸出の今後

教育輸出の未来は短期的には明るいが、長期的には不安定であるといわれる29．事実、

香港、シンガポール、マレーシアからの留学生は必ずしも安定的でなく、やや減少傾向に

ある。そこで、今後のオーストラリアにとっての課題は、機関の集中（１０大学で留学生の

50％以上を収容)、国内学生一留学生比率（留学生増加への危'倶)、分野（ビジネス、経済

学、管理経営）の集中、国際教育提供先の集中（少数の東･東南アジア諸国が大半）といっ

た諸問題に対処することでリスク管理の強化を図ることである。

しかし不安定要素はそれだけではない。他の英語圏諸国も活動を活発化させつつある。

英国、カナダ、米国、ニュージーランドは政府を挙げてアジア地域のマーケット開拓を進

めている。例えば、英国は５００万ポンドをかけて世界における留学生市場の２５％を確保

する目標を設定する一方、ノッティンガム大学等の中国進出も注目されている。加えて、
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このところのオーストラリア・ドルの高騰がオーストラリア教育のコスト高を招き、競争

力を低下させる傾向にある。

その一方、アジア諸国の政策変化も見られる。例えば、マレーシアやシンガポールは近

年、留学生の送出し国から受入れ国への転換を企図しており、将来的には中国も留学生受

入れの乗り出すことが予想される。マレーシアは、急速な社会変化に対応すべく１９９０年

代に高等教育政策を大きく転換し、国立大学法人化や私立セクターの拡大を推進するとと

もに、中国、インド、インドネシア等の近隣諸国から留学生の誘致を始めた30.1991年に

はマハテイール首相が、２０２０年までに先進国の仲間入り目指す｢2020年構想（Vision

2020）」を提唱したこともそうした動きを後押ししている。シンガポールは、経済検討委

員会の「サービス産業に関する小委員会報告』（2002年）において、教育産業の拡大、研

究.開発能力の向上、留学生（研修生）の受入れ拡大（現在の５万人から２０万人に)、中

国.インドにおけるマーケット開拓.拡大等を提案している31。さらに、中国は２００１年１２

月にＷＴＯ加盟を果たし、今後中国経済が急速に拡大するなかで、アジア太平洋地域にお

ける高等教育のあり方に少なからぬ影響を与えることが予想される。ＩＤＰは、こうしたア

ジア諸国の経済的社会的変化が留学先としてのオーストラリアに深刻な影響を与え得ると

指摘する。アジアの新興留学生受入れ国はオーストラリアよりも生活費が安価であり、そ

れゆえ､オーストラリア高等教育には質(quality)､雇用見通し(employmentpmspects)、

適正費用(affbrdability)の均衡が取れたマーケティングが必要となりつつあるとされる32。

（２）質保証システムの整備・充実

教育輸出は拡大しさえすればそれでよいということではない。先述した通り、一部のオ

フショア高等教育の質に対しては懐疑的な見方もなされ、また、オーストラリア国内にお

ける留学生増加がクラス規模の拡大や国内学生の排除といった問題をもたらし、大学教育

の質を低下させているという批判が広がっている。

こうした状況のなか、今後の国際教育の安定的発展を促すうえで最も重要な課題として

質保証システムの整備・充実がある。もちろんこれまでにも国際教育に対する質保証の取

組みは実施されてきており､国際教育に関する質保証関連の規定は表２に見る通りである。

このなかで重要なものとしては、２０００年１１月成立の「2000年ＥSOS法」（留学生に対

する教育サービス提供に関する法律)、同じく２０００年３月に合意を見た「全国高等教育認

可プロセス規約｣、さらに２００２年２月にＡＶＣＣが制定した「留学生教育における行動規

約33」がある。紙幅の都合上、個々の規則が果たしている機能の詳述は別稿に譲り、ここ

ではオーストラリア政府が現在、以上の現行法制を踏まえつつ国際教育の質保証の強化に

向けた取組みを活発化させている点に注目しておきたい。
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実施主体

連邦教育科学

訓練省（DEST）

教育雇用訓練

青少年問題行政

審議会

(MCEEnA）

オーストラリア

学長委員会

(AVCC）

制定年

1９９１

2000.11

2001.6

2002.11

1994

2000.3

1990.1

（1994.1

２改正）

1995.4

2002.2

表２国際教育に関する規定･活動規程

法律・規則名

EducationServicesfbrOverseasStudents（Registrationof
ProvidesandFinancialRegulation)Actl991

EducationServicesfbrOverseasStudents(ESOS)Act200034

NationalCodeofPracticefbrRegistrationAuthoritiesand
ProvidesofEducationandTrainingtoOverseasStudents

ESOSAct2000の改正3５

CodeofPracticeintheProvisionoflnternatjonalEducationand

TYainingServices

NationalProtocolsfbrHigherEducationApprovalProcesses

CodeofEthicalPracticeintheProvisionofEducationto

OverseasStudentsbyAustralianHigherEducationlnstitutions

CodeofEthicalPracticeintheProvisionofO錐horeEducation

andEducationServicesbyAustralianHigherEducation
Institutions（1998.3上記二つの規程を一つに統一｡）

CodeofPracticeintheProvisionofEducationtolnternati⑥nal
Students

それは第一に、前掲の表１にもある通り、オーストラリア大学質保証機構（AUQA）に

よるオフショア活動オーデイット（OffshoreAuditingofHigherEducationProviders）

の強化策である。ＡＵＱＡは、そのための資金として今年（2005年）から３年間にわたっ

て年５９万ドルが配分され､海外オーデイットを強化することになっている｡第二に､ＤEST

は２００４年、ＡＩVCCとの協力でオフショア教育提供の優良実践モデルに対して資金助成

（135万ドル）を実施し、質保障枠組みの構築に向けた情報収集を行っている。第三に、

ＤESTは2005年５月に討議文書36を提示しており、国際教育（トランスナショナル教育）

の国家質保証戦略の構築を進めつつある。同文書では、質保証枠組みの強化のためのモデ

ルとして、「現行拡大モデル」「諮問委員会モデル」「国家権威モデル」の三つが検討対象と
されている。

さらに、こうした政策レベルにおける質保証の枠組みだけでなく、機関レベルにおける

質保証の取組みが重要であることも忘れてはならない。例えば、オフショア･プログラム

の質保証に関する研究は、プログラムを運営するパートナー間の関係'性向上一すなわち、

信頼醸成、コミットメント、コミュニケーション、ビジョンやエートスの共有一が、プロ

グラムや支援体制の質向上に結実することを明らかにしている37．今後オーストラリア高
等教育がグローバルな戦略性を維持し続けられるか否かが、こうした諸々 の取組みがいか

に有効な質保証システムに結実し得るのかにかかっていることは言を侯たない。

・２６．



【注】

12002年における留学生シェアを見ると、①米国（約５８万人、３０％)、②英国（約２２．７万人、１２％)、
③ドイツ(約２１．９万人、１２％)、④オーストラリア(約18万人、１０％)、⑤フランス（約16.5万人､９％）
の５ケ国で全留学生の７３％を抱える（なお、日本は４％で第６位)。しかし、各国の全学生数に占める
留学生比率で見ると、①オーストラリア（17.7％)、②スイス（17.2％)、③オーストリア（12.7％）の
順になる（OECD,”u“”〃ａｔａＧｊａ"”ＯＥ℃、血djなa”醤2りり42004)。

2Bohmetal.,ＧﾉbbaﾉStudbJWMb虹ZiIty2ひ25..Fb2℃“sfsofめｅＧﾉb6aﾉDema"dあrjhZgmatjb"a〃準her
EbItJ“&わ",Ｍｅ(hiaBrieEng,IDPEducationAustralia,2002,ｐ､3.

3Back,Ｋ,,Davis,，.＆Olsen,Ａ､,〃ぬmatlbna血b”ｂｎａ"dHngjherEbhJ“tjb":GOajsa"dSZr9aZ巴grba
EvaluationsandlnvestigationsProgram,ＤＥＥTYA,1996,ｐｐ､5-6.

4他方で､コロンボ計画には､アジア太平洋地域における共産主義の抑制、白豪主義に対する批判の懐柔、
貿易発展等が期待されており、政治的色彩も強かった。

51950年代末で見ると、コロンボ計画の支援を受けた留学生は１９５９年が４５０人､1960年が５２０人､１９６１
年が５００人であり、また私費留学生はそれぞれ2,350人、2,870人、3,250人であった（Auletta,Ａ､,A

RetrospectiveViewoftheColomboPlan：govemmentpolicyidepartmentaladmmistrationand
overseasstudents,｡ﾉbumaﾉｏｆ麺g力erEﾋﾉhJ“tIbjTPbZ”a"dノリZmag泡ｍｅ"t22(1),2000,ｐ､52.)。

６ただし、途上国に対する教育援助は現在も継続的に実施されており、2003.04年度にはオーストラリア

国際開発機関（AusAID）を通して２億5,400万ドルの教育援助がなされている。その配分比率は、奨学
金49％、基礎教育２１％、技術職業教育13％、中等･高等教育2％、その他15％となっている（AusAID，

Ａ”uaﾉR白p皿勿”"04;2004,ｐ､23.)。
７サービス貿易における障害（特に、各国政府による規制）を軽減し、サービス取引の自由貿易を推進す
ることを目的とする。QNI,Ｓでは、サービス貿易を①越境取引（cross-bordersupply)、②国外消費
（consumptionabroad)、③商業拠点（commercialpresence)、④人の移動（movementofnatural

persons）の４類型に分類している。
８もちろん教育サービスの自由貿易推進に対しては批判もある。自由貿易反対者は、自由化によって多国
籍機関による公教育機関の圧迫をもたらし教育の「公共財」としての特質が喪失する危険性や、教育政
策や教育問題が経済的利益によって枠付けられることへの危倶を訴え、ＷＴＯを世界経済のガバナンス
における非民主的団体と捉えている。

９Nelson,Ｂ､,励唇力er“u“"":R壇port血･的Ｇ２りり‘”2りり6ｎ種”um,DESm2004,ｐ､32．
loNelson,Ｂ､,ｑｐ.c肱,ｐｐ､３０．３１．

１１ＡＶＣＣ,Ｏ砥ﾉｹα君Ｅｍｇｚ君msofAusな浸飽〃［ﾉhj唖到世たａ２００３．
１２０'Keefも,Ｂ,,WetopOECSfbrfbreignstudents，ｍｅＡｕｓ廊冴雄",l4Septembe画2004;Ｂｏｈｍｅｔａｌ.，

叩.cik,Ｐ､３．
１３馬越徹「学生の国際交流の現状と課題｣、『IDE・現代の高等教育』No.453、民主教育協会、2003年、６

頁。

'４参加国は、オーストラリア（メルボルン大学、ニューサウスウェールズ大学、クィーンズランド大学の
３校）を始め、イギリス(4)、スウェーデン(1)、ドイツ(1)、カナダ(2)、アメリカ(1)、ニュージ
ーランド（１）、シンガポール(1)、中国（香港）（２）である（括弧内は参加大学数)。

１５ビジネス、エンジニアリング、ＩＴ分野の学部段階における高等教育費用及び生活費の国際比較によれ
ば、オーストラリア高等教育は、英語圏において米英よりも総体として費用が安く競争力を有している
（Fonari,Ｍ､＆Pearce,，.,Cbmpa脇a"MgCbsおofHig力α･“ucatjbI]血･ﾉ１１””a"b"aﾉSrudも"鱈2りり4I

MediaBrieEng,IDPEducationAustralia,Septembel32004.)。しかしその一方で、近年オーストラリ
アにおける学位取得費用が上昇する傾向も指摘される。

'６例えば、各機関や団体において各国の資格をオーストラリアの資格に読み替える作業を容易にし、適格
者の入国を促すため、ＤESTは100カ国以上の教育システムについて調査した各国教育要覧（Country
EducationProhles;ＣＥＰＳ）を作成している。

１７２００３年、留学生からの授業料収入は大学の収入の１３％、約１４億ドル規模に達している。
l81DPAustraliaは、１９６９年に東南アジア諸国の教育･研究援助を行なう組織として設置された「オース
トラリア･アジア大学協力計画（AAUCS)」を噛矢とする。数次の名称変更の後、１９９４年に現在の名称
となった。ＩＤＰはInternationalDevelopmentProgramの略である。２００３年現在３５カ国に９０カ所の
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オフィスを抱える。

１９財源として、約1,000万ドルの純予算に加え、学生ビザ申請料(SMAC)、ＥＳＯＳ登録料等が当てられて
いる。例えば、ＳMACは2003年７月に３１５ドルから４００ドルに値上げされ、その結果、国際教育事業
に対して４年間で6,990万ドルの予算が創出できるとされている。

2ＣＯＳ･ＨＥＩＰ（Overseas-HigherEducatjonLoanProgram）では、教育プログラムの一部を海外で受け
る国内学生を対象に、渡航費や住居費支援を目的として最高5,000豪ドル(６ケ月）の貸与が行なわれて
いる。

２１０'Keefb,Ｂ,,Immigrationrefbrmspayoff;mIIeAusな没”",l30ctobem2004、
２２NationalLiaisonCommitteefbrlnternationalStudentsinAustralia(NLC),jh9皿ｙｍ”s”d色ＪＴｔ
ｍ”ｍｅｓｚ硯paz刊；SubmissiontoSenateEmployment，WOrkplaceRelationsandEducation
Ｒｅ企rencesCommittee,2004.;Maiden,Ｓ,‘Unifbesprlceoutfbreignstudents，，”ｅＡ“広顧睦興５
January;2004.

23Maiden,Ｓ､,Internationalstudentsreacttohigherfbes,meAus“a必、’５January;2004;Maiden,Ｓ,，
Uni企espriceoutfbreignstudents,meAIJst21aZi2m,５January；2004.

24オーストラリアが４５５ドル（週２０時間の労働許可も含む）であるのに対し、英国が９９ドル、ニュー

ジーランドが137.196ドル、米国が146ドル、カナダが131ドルであった（すべて豪ドル換算）（NLC，
”.“,Ｐ､8.)。

２５Maiden,Ｓ､,Foreignerstreatedas‘cashcows',”eAlJs”地､,２１Jul]&2004.
26Bachelard,Ｍ､,MonashlosesmoreonSAfricacampus,ｍｈｅＡｕｓな涜必、,２６May;2005.
27111ｍｇ,，.,ＵｎｉｔoclosetroubledMiddleEastcampus，猫ｅＡ“”ぬn26August,2005;Illing,Ｄ，
UproarinDubaioverUSQclosure,、&eAljstI涜必､,３１August,2005;Illing,，.,USQfacesDubai
demands,Z6eAIJs“a雄"’７Septembem2005、

２８Sinclaix;』.,Ｏ錐horeoperatorsmustnotdilutequali駆乃eAus”地",１３August,2003.
29Ｈａｒｍan,Ｇ､,NewDirectionsmlntemationalizingHigherEducation:Australia1sDevelopmentas
anExporterofHigherEducationServices,鰯勧α･Ｅｔｆｕ“fIb"PbZr句'17,ｐｐ､101-120,2004.

3O杉本均「マレーシアー高等教育政策の歴史的転換｣、馬越徹編『アジア・オセアニアの高等教育』玉川
大学出版部、77-100頁、2004年。

３１池田光裕｢シンガポールーグローバリゼーシヨンに挑む高等教育改革｣、前掲書､149.170頁､2004年b
32Fonari,Ｍ､＆Pearce,Ｄ,Cbmpa麺"MgQas齢｡f別夢her吸血“ｔＩｂｎあrjhZEmatjb｣raﾉSZudbJT応2りり4〈
MediaBriehng,IDPEducationAustralia,Septembem2004

33これは５つの規約（protocol）からなる全国規約であり、Protocol5として「留学生向けコース認可」が
規定されている。

３４同法に基づき、各州政府によって留学生受入れを認可された機関は、CRICOS（Commonwealth
RegisteroflnstitutionsandCoursestoOverseasStudents）と呼ばれる。

３５PhilipsImA（コンサルティング会社）がＤＥＳＴの委託を受け、ESOSAct2000、特に2002年改正の
運用の効果と効率性に関する評価を実施し、2005年２月に報告書を提出している。それを受け、ＤEST
はESOSRefbrmsnlskfbrceを設置し、2006年におけるＥＳＯＳ改正を目指している。

３６Nelson,Ｂ､,Ａハf3tIbj7aﾉQua肋,Ｓｈ１ａＺａｇ５'わrAusな浸妨〃nlazzsnatIb"aﾉＥｔｆｕ“tIb〃ａ"ｄｎｌａｍｊｎｇ,､A
DjgCUSSIbn盈鞭α;April,2005.

37Ｈｅ錐ｍａｎ＆Pooleは、オフショア･プログラムの長期的成功を実現する上で、パートナー同士が関係
を結ぶ初期段階（theearlyinteractionstage）において信頼やコミュニケーションを充実させることの
重要性を指摘する。逆に、①（オーストラリアの）大学内における低いコミットメント、②提携相手の
役割や責任の明確化の失敗、③双方に利のある関係性構築（win/winrelatjonships）の失敗、④中心的
人物の離職が見られると、プログラムは失敗に帰しやすい（Ｈｅ錠rnan,mandPoole,，.,"CatchMel，m
Falling':Keyfactorsinthedeteriorationofo齢horeeducationpartnerships,‘ﾉbumaﾉofj詔帥er
EWhJ“"bjTPb4bya"djM2mag腰mez7t26(1),ｐｐ,75-90,2004)。
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オーストラリアにおける多文化教育と市民性教育の動向と課題

見世千賀子（東京学芸大学）

はじめに

グローバリゼーションの進行やそれに伴う国境を越えた人的移動の活発化による多

文化化の進行は、多くの国々の教育のあり方に多大な影響を与えている。これまで各

国では、多民族・多文化社会に対応した教育のあり方として、多文化教育へ注目が集

まっていた。しかし､1990年代以降には､特に市民性教育への関心が高まっている'・

このことは、オーストラリアにおいても例外ではない。

移民国家であるオーストラリアが､1970年代に白豪主義から多文化主義へと国家の

基本方針の大転換を図ってから、およそ30年が経過する。多文化主義政策では､その

時々の政治的影響を受けながらも、文化的多様性の尊重および社会的公正の理念を柱

に様々 な施策が展開されてきた。しかし、そうしたなかでも、1980年代の終わりごろ

から、多文化主義の基調には少なからぬ変化が見られる。オーストラリア社会の一員

としての権利のみならず義務について強調されるようになったのである。1999年に出

された多文化政策指針では、初めて「市民の義務」という文言が盛り込まれ、それが

オーストラリア社会の基礎となる構造および原理を支える原則として提示された。

学校教育においては、多様な文化的・言語的背景をもつ子どもたちのニーズへの対

応や異文化間の相互理解の促進等が、多文化教育として推進されてきた。多文化社会

における多文化社会のための教育をどう構想していくのかは、政府にとって重要な課

題である。そして、1990年代に入ってからは、オーストラリア市民としての共通の価

値を重視する、市民性教育の推進に重きが置かれるようになっているのである。

そこで、本稿では、多文化社会オーストラリアにおける教育の構造、およびその特

色と課題の一端を明らかにするために、多文化教育と市民性教育に焦点を当て、学校

教育に対する政府の施策について考察する。その際に、まず、それらの背景にある多

文化主義政策の基本方針の変遷を踏まえ、その上で、次に、それぞれの近年の動向と

課題について明らかにしたい。

１．多文化主義の基本方針の変遷一市民の義務の重視へ

オーストラリアにおいて最初に多文化主義に関する基本方針とその施策の大枠を示

したのは、フレーザー自由党･国民地方党連合政権期の1978年に出された移民政策の

あり方に関する勧告『ガルバリー報告』２である。そこでは、多文化主義の理念は、
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主に、オーストラリアの文化的多様性の認識と促進を奨励するというものであった。

それまでの、白豪主義に基づく同化主義的な政策から一転し、文化的多様性の尊重を

柱とする施策が展開されることとなったのである。その後、1983年以降のホーク労働

党政権下においても、多文化主義は党派を超えて、連邦政府の重要な国家指針とされ

た｡『ガルバリー報告』に基づく施策の評価を行ない新たな指針を示した『ジヤッブ報

告』３では、文化的多様性の尊重と同時に、公正な参加の保障に重点が置かれ、構造

的な不平等を解消するための施策の実施が強調された。したがって、この時期は、社

会的な公正に重点を置いた施策が展開されたのである。

1987年、同じ労働党政権下において、ホーク首相は､多文化主義とは、文化的多様

‘性の尊重、社会的公正の確立、経済的効率の促進という３つの要素に基づくものであ

ると述べた4．多様性とは一見矛盾するかのように見える経済的効率性という理念が

新たに加えられたのである。こうした背景には、当時のオーストラリアの経済状況の

悪化と、経済発展のためには、すべてのオーストラリア人の貢献が不可欠であるとの

認識があった。

そして、1989年には『多文化的オーストラリアのための新しいアジエンダ』５が示

された。そこでは、範囲として表された３つの権利と義務に基づく３つの制限とを基

礎にする多文化主義の基本的原理が定義されたのである。それは次の通りである。

３つの権利：

①文化的アイデンティティへの権利（言語や宗教を含む個々人の継承文化を表現

し分かち合うこと）

②社会的公正（機会と処遇の平等、および人種、エスニシティ、文化、宗教､言

語、ジェンダー、出自による障壁の除去）

③経済的効率性（すべてのオーストラリア人のもてる技術や能力を効果的に維持、

発展させ、社会に役立たせることができるようにすること）

３つの義務：

①オーストラリアの利益や未来に真っ先に統一的に関与する義務

②オーストラリアの基本的構造と諸原理を受容する義務

③個々人の文化や信条を表現する権利を受容する義務（他者が自らの見解や価値

を表現する権利を受容するという交換的責任を含む）

このように、新しく示された多文化主義の方針では、すべてのオーストラリア人の

持てる権利と同時に、負うべき義務についても明示されたのである。

そして、1996年に誕生したハワード保守連合政権下においては、1999年、『多文化

的オーストラリアのための新しいアジェンタ］６が出された。そこでは、次の４つの
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原理に基づいて、オーストラリアの多文化主義が定義されている。

①市民の義務（オーストラリア社会の基本的構造と原理を支えることに関する）

②文化的尊重（互いの尊重に関する）

③社会的公正（待遇と機会の平等に関する）

④生産的多様性（われわれの人口の多様性から生じる魅力的な文化的、社会的、経

済的配分を最大限にすることを求める）

ここでは、「市民の義務(civicduty)」という文言が初めて用いられ､第１番目に掲

げられた。それは、これまでの多文化主義を補完するものとして、明示されたのであ

る。このことは､2003年に、先のアジェンダを更新して出された『多文化的オースト

ラリア：多様性の中の統一』７と題する2003年から2006年までの指針の中にも、示

されている。そこでは、多文化主義政策について、次のように述べられている8。

「すべてのオーストラリア人の自らの文化的諸価値を表現し分かち合う自由は、市

民的義務と永遠に相互に補完的関係をもつものである｡すべてのオーストラリア人は、

オーストラリアとその人民への最優先のロイヤリティをもつことが期待される｡また、

われわれの民主的な社会を規定している基本的構造や原理を尊重することが期待され

る。それらは、憲法、議会制民主主義、言論および宗教の自由、国家言語としての英

語、法の規則、受容と平等である。

これらの市民的な義務は、オーストラリアのシティズンシップ（Aushalian

Citizenship)の統一的な諸価値を反映するものである。オーストラリアのシティズンシ
ップは、相互の責任と特典に関わるものであり、個々 人をオーストラリア社会に十分

に貢献できる構成員にすることを可能にするものである。シティズンシップは、われ

われの多様な多文化的社会において強固な統一の推進ﾉJとなる。平等、民主主義、自
由というオーストラリアの諸価値への関わりとそれらを守ろうとすることは、多様な

出自のなかでわれわれを統一し、オーストラリア社会のすべての領域に十分に参加で
きるよう、われわれの能力を高めるのである｡」

このように、市民の義務とオーストラリアの諸価値の共有が、新しい多文化主義政

策においては重要なこととして強調されている。そして、多文化政策を基底する４つ
の原理には､先の'999年に掲げられたものに対応して､①すべての人々 の責任､②各々
の人々 の尊重、③各々 の人々 の公正、④すべての人々 の利益、が挙げられている。

オーストラリアでは、1998年に発足されたオーストラリア．シテイズンシツブ評議

会によって、２０００年に『新世紀に向けたオーストラリアのシティズンシップＪ９と題

する提言が出された。これまで、オーストラリアでは、シテイズンシップとは、法的
な地位、すなわち国籍をさす言葉として使用されてきた。しかし、この報告書におい
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ては､狭義の法的な地位としてのシティズンシップ(Cを大文字で表記するCitizenship）

とは別に、オーストラリア社会の「市民的価値」という広義のシテイズンシップ

（Citizenship）を小文字のｃで表記し、これからのオ､一ストラリア社会にとって重要な

概念として提案している。そして、この提言書では、ナショナル・アイデンティティ

は、統一よりも分裂を導くものだとし、ナショナル・シビック・アイデンテイテイを

社会統合のシンボルとして、オーストラリアのナショナル・アイデンティティの再構

築を図ろうと試みていた点が、興味深い'0．

連邦政府がこの二つのシテイズンシップをどのように捉えているのかについては、

先の２００３年の指針の中で「市民的な義務は、オーストラリアのシテイズンシップ

（AustmlianCitizenship）の統一的な諸価値を反映するものである」と述べられている

通り、シティズンシップを狭い意味合いで捉え、国籍を取得する形でのシティズンシ

ップ（大文字のCitizenship）のあり方が推奨されており、そのもとで社会統合を図ろ

うとしていることが伺えよう。

以上見てきたとおり、連邦政府の多文化主義政策においては、オーストラリア社会

の現有の基本構造や原理を支持する市民の義務やオーストラリア的な諸価値を共有す

べきことが強調されるようになっており、新たな段階へ入っている。

２州レベルにおける多文化教育の展開

（１）州政府の施策一学校教育全体への多文化的パースペクティブの浸透に向けて

それでは、次に、学校教育に関する権限をもつ州政府レベルにおける多文化教育施

策について、本稿では、多文化教育への積極的な取り組みを行なっているニューサウ

スウェールズ州とヴィクトリア州の２つの州の事例を見てみよう。

シドニーを州都とするニューサウスウェールズ州においては､2000年に同州で制定

された多文化主義原理法が、多文化教育プログラムの基礎を成している。多文化教育

のねらいは､異文化間の相互理解を促進すること､およびすべての生徒が差別のない、

調和的な環境の中で、共に活動できることを保障することであるされる。多文化教育

の具体的な施策は、表１に示す通り、多文化的プログラムとして、すべての生徒を対

象としたものと､英語以外の言語背景を持つ生徒を対象としたものに分けられている。

前者については、カリキュラム全体に多文化的なパースペクティブをもたらすこと、

および反人種差別教育があげられている。後者については、コミュニティの調和とコ

ミュニティ関係、コミュニケーション･ストラテジー､難民の定着､英語以外の言語、

第二言語としての英語教育の各プログラムがあげられている。
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表１ニューサウスウェールズ州における多文化教育施策

学校における多文化教育プログラム（２００２年現在）

多文化教育のねらいは、異文化間の相互理解を促進すること、およびすべての生徒が差別のない、調

和的な環境の中で、共に活動できることを保障することである。そしてまた、このプログラムは、英

語以外の言語を背景とする生徒に、必要な英語のスキルを身につけさせ、また教育への効果的な参加

を可能にする文化的理解を発展させることを含む。

1．すべての生徒を対象としたプログラム

1．カリキュラムへ多文化的パースペクティブをもたらす

･学校における多文化的カリキュラムプロジェクト・オンラインカリキュラムサポート・文化的に包

括的ドラッグ教育・多文化的パースペクティブに関するスピーチコンテスト・多文化的カレンダー．

市民性教育（civicsandcitizenship）

２．反人種主義教育

･反人種主義教育会議･偏見をなくす取り組み・葛藤の解消・人種主義をなくす取り組み・学校にお

ける反人種主義教育に関する調査

Ⅱ．英語以外の言語背景をもつ生徒を対象にした多文化教育

1．地域社会の調和と地域社会関係

･アラビア語系の地或社会とのユースパートナーシップ・太平洋諸島系地域社会とのユースパートナ

－シップ・学校を基盤にした活動（ピースガーデン、多文化的保護者のネットワーク）

２．コミュニケーション・ストラテジー

･翻訳サービス・通訳・広報･地域社会情報担当官・保護者参加プロジェクト

3．難民定住ストラテジー

･文化間移動における家族・ファシリテータートレーニング・教員研修・教員の認識を高める．教育

ストラテジー

4．英語以外の言語プログラム

･コミュニティ言語プログラムＫ－６．コミュニティ言語のが漫学校・生徒の海外における言語学

習プログラム・コミュニティ言語学校プログラム

5．第二言語としての英語

・ＥＳＬステップス：カリキュラムフレームワークＫ－６．インテンシブイングリッシュプログラ

ム（ＩＥＰ）カリキュラムフレームワーク・中等教育修了資格英語（ＥＳＬ）コース・寒吾の口述お

よび筆記における資格・教員の研修・ＥＳＬ鞠受法一アクションリサーチ・バイリンガルデイクショ

ナリー、ピクチャーディクショナリー、ワークブック

(出典：NSWDepartmentofEducalionandTrainingﾉWIj℃城z‘､/Pmgmllls,2002）’’
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メルボルンを州都とするヴィクトリア州では、多文化政策は、1997年１１月に策定

された「ヴィクトリア州の学校のための多文化政策』に基づいて実施されている。こ

の政策における基本的な考え方は、文化を進化する現象として、文化的多元主義をダ

イナミックで社会的価値を豊かにするものとして捉え、アクセスと機会の平等を州の

経済的・社会的繁栄に不可欠なものとみなしている。その中で、効果的な多文化政策

とは、すべての文化によるすべての文化の尊重を促進し、共有された佃直の枠組みの

中で、出自の言語や文化を保持する自由を与え、さらに、マイノリティの特別なニー

ズに対するサービスは尊重するが、文化的分離主義は受容しないとされる。多文化政

策における教育の役割は、公正な参加の保障、またすべての生徒の可能性の伸長、お

よび多文化社会への効果的な参加に不可欠な知識や技術の狸得であるとされる。これ

らの具体的な知識や技術は、表２に示す通りである。このうち言語能力の獲得や文化

理解については、従来からねらいとされてきたが、多文化的な歴史認識や異文化間コ

ミュニケーション能力については、新たに明示されたものである。また、これまでの

施策においては、オーストラリア国内の文化的多様性に基づく課題のみが取り上げら

れてきたが、この方針においては、国家間の相互依存関係や国際理解、国際協力に見

られるように、その範嬬にグローバルな視点に立った課題をも含めてきている。

そして、この施策の第１の目標は、2006年までに、就学前教育段階から１２年生ま

でのすべての子どもに確実に多文化的パースペクティブをもたせることであると述べ

られている。そのために学校は、次の４つの側面から実践を行なう必要があるとされ

る。①学校全体に多文化的パースペクティブを浸透させる取り組み、②すべての生徒

への異文化間学習の提供､③英語を母語としない子どもへの第二言語としての嬬吾教

育の提供､④すべての生徒への英語以外の言語の学習の提供、である。

以上の通り、二つの州の施策は共に、多文化教育が一般教育における付加的なプロ

グラムとして捉えられていたところから、メインストリームである学校教育全体に多

文化的なパースペクティブを浸透させようという方向性を明示している点に特色があ

る。ヴィクトリア州の場合は、グローバルな視点にたった課題も含めて、多文化教育

施策を幅広く捉えている。ニューサウスウェールズ州の場合は、実際に地域社会で生

じている具体的な課題にjﾀ(拠するための、コミュニティベースの取り組みに力点が置

かれている点が特徴的である。この州では、市民性教育も、カリキュラムへの多文化

的なパースペクティブを浸透するためのプログラムの中に含まれている。
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表２ヴィクトリア州における多文化教育施策

『ヴィクトリア州の学校のための多文化政策』（1997年11月に策定）

1．基本的な考え

効果的な多文化隣窟とは、すべての文化によるすべての文化の尊重を促進し、共有された価値枠組みの中で自らの

言語や文化を保持する自由を与え、また、マイノリティの特別なニーズに対するサービスは尊重するが文化的分離

主義は受容しない。

2．多文化政策における教育の役割

･人種差別や偏見による個人の参加の妨害を防ぐこと

･すべての生徒が自らの可能性を十分に伸長すること

･生徒全員が多文化社会に効果釣に参加するために不可欠なﾀ〔I識』制支術を身につけること

一英語能力

一英語以外の一つあるいは複数の言語能力

一自分自身の文化、また他の文化に対する詳細な知識と認識

一オーストラリアの過去および現在の歴史における多文｛UY〕性質の理解と、ネーションの形成における諸文化の

相互依存関係の理解

一異文化間伏況において心地よく、有益に、相互作用するためのスキルと知識

一グローバル・ビレッジの現実の認識と、貿易・財政・労働・政治・コミュニケーションの領域における国詞司

の相互依補３§係の認識

一国窯里解と国際協力は不可欠であることの認識

学校における多文化教育プログラム

B鎌の第一目標：2006年までに、 P－１２年生までのすべての生徒が多文｛'約観点をもつことを確実にする

1．すべての生徒を対象としたプログラム

1．多文{Ｉ釣パースペクティブ－ホール・スクール・アプローチ(awhole-schoolapproach）

､学校での実践、教授・学習に使用される教材、価値観、学校の潜在的カリキュラムを構成している教師や生徒の

態度における文(げi勺バイアスや偏見を見出し、それに対抗する。

･学習経験を生徒の背景と経験の中で認識し価値付け、その上に構築することを保鯨する。

2．異文化間学習

３．英語以外の言語の学習（ＬＯＴＥ）

Ⅱ．英語以外の言語背景をもつ生徒を対象にしたプログラム

4．第二言語としての英語教育（ＥＳＬ）

（出典：DepaltmentofEducationMACLOTEandESL,ﾉＷＺｊｂ並zfmﾉPC卿ﾉ6γ胸α”

Scﾉ7ooZs,Victoria,1997）’２
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（２）学校における多文化的パースペクティブ浸透への取り組み

それでは、学校においては、多文化的パースペクティブの浸透のためにどのような

取り組みがなされているの力もここでは､『ヴィクトリア州の学校における多文化教育

プログラムと実践一ケーススタディ』’3を手がかりに、その一端を明らかにしたい。

この報告書は、1998年７月から９月にかけて、州内の２０の学校において、プロジェ

クト担当官が情報収集および共通の質問項目に基づくインタビュー調査を行って、ま

とめられたものである。質問項目は、学校プロフィール、バックグラウンド、実際に

行っている多文化的活動､評価､将来計画などがあげられている｡調査結果に基づき、

多文化教育に関する取り組みは、次の６つの分類されている。①多文化的な行事、②

英語以外の言語の学習、③アジアについての学習、④アボリジニーについての学習、

⑤多文化的パースペクテイブに関する取り組み、⑥親の参加プログラム、である。

このうち、多文化的なパースペクティブに関する取り組みの事例としては、次のよ

うなものがあげられている。コリングウッド・カレッジは、就学前教育段階から１２

年生までの教育を行う公立学校である。メインキャンパスの450名の生徒うちアング

ローケルト系は約25%、ベトナム系35％、トルコ系とチモール系がそれぞれ１０%とな

っており、残りはアボリジニーと英語以外の29誘吾を背景とするものである。この学

校では、多文化的なパースペクティブを有したカリキュラムを、包括的カリキュラム

と呼んでいる。このカリキュラムは、Ｐから１２年生までのすべての学年段階､すべて

の学習領域で実施されている。沸而は、各々 の実践の中で、具体的な事例としてさま

ざまな国や文化の例を取り上げ、なるべくヨーロッパ中心でない例を含めるように努
めているとされる。たとえば、ゲームというトピックの場合、教室でアジアのゲーム

を取り入れる。日本における生活についての学習では、自分自身の文化の例と、日本
の例を比較考察することが行われる。

その他の学校では、アジア的なパースペクティブやアボリジニー的なパースペクテ

ィブから取り組む事例もある｡また､生徒の第一言語を教室で使用することを奨励し、
それらの言葉での挨拶を行ったり、授業の中で、生徒に学習内容に関連して、彼らの

出身国での様子を聞き、発言させたりする実践を行っている学校もある。

このように、多様な国や文化の事例が学びの場に取り入れられることは、確かに、

生徒に多元的な視点をもたらすことを促すであろう。しかし、その際、問われなけれ

ばならないのは文化の捉え方である。文化を本質的なものとみなす文化観にたてば、

かえってステレオタイプ的な見方を強化する危険性がある｡また､そのような場合は、

多様な文化を取り入れることがマイノリティをエンパワーし、権力構造を変革するこ

とにはつながらない。多文化的なパースペクティブを真に浸透させるためには、社会
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構築主義的文化観に立つことが必要となるであろう。

3．連邦政府による市民性教育の推進一「デモクラシー発見」プログラム

（１）連邦政府による積極的な施策の展開

連邦政府レベルでは、多文化教育に関しては言語教育を除いてすでに手を引いてお

り、教育については、市民性教育に力点が置かれるようになっている。

連邦政府は､キーテイング労働党政権下の1994年､責任を自覚した市民となるため

に必要な知識、技能、価値観とは何かを検討し、それを学校教育において実践するた

めの教材を開発する目的で、歴史学や教育学の３名の研究者から成る公民教育専門家

グループを設置した。その根拠とされたのは、1989年、連邦・各州の教育大臣会議に

よって、初めて学校教育について合意された目標「ホバート宣言」において、知識あ

る能動的市民としてオーストラリア社会に参加するための教育が明示されたことであ

る。この課題は、ハワード自由党政権下においても引き継がれ、1997年には、先のグ

ループに２名のメンバーが増員された。新たに加わった歴史学者のハーストを座長に

「デモクラシー発見学校教材プロジェクト」として、2004年までの補助金の支出が決

定されたのである。このプロジェクトのねらいは、生徒たちが効力ある市民、責任あ

る市民となるために、必要な知識、技能、価値を発達させるための教材を開発するこ

とであった｡そこでは､歴史学習からのアプローチが重視された。1998年には､初等・

中等学校段階で使用する「デモクラシー発見キット」が開発され、オーストラリアの

すべての学校に配布された。こうして、オーストラリア社会にとって必要な市民を育

成するための教育が、連邦政府が主導する形で展開され始めたのである。そして、先

の1989年の目標を改定し1999年｢アデレード宣言」として合意された２１世紀の学校

教育目標に基づき、2004年に、市民性についての国レベルでの最初のサンプル評価が

実施された。それは、６年生と１０年生を対象に、公民的な知識や理解と、能動的シテ

ィズンシップに必要な技術や価値についての達成度が測られたのである'4。

（２）教材『オーストラリアの読者：デモクラシーの発見』

先のプロジェクトで開発された剃才の一つが、テキスト教材『オーストラリアの読

者：デモクラシーの発見』である。これについては、生徒用のテキストと秘而用の指

導書が開発されている。表３に示すのは、初等学校中学年と高学年段階のテキストの

それぞれの構成である'5．統治者、法と権利、オーストラリアのネイション、市民と

公的生活が、このテキストで取り上げられるテーマである。
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表３教材『オーストラリアの読者：デモクラシー発見Ｉ

初等学校中学年を対象とした教材 初等学校高学年を対象とした鞠オ

各章のタイトルとテーマ 各章のタイトルとテーマ

１良い詞記者、悪い支配者 １自由、平等、同胞愛

テーマ：誰が統治する力も テーマ：だれが統治する力も

２規則と法との生活 ２これが私の国

テーマ：法と権利 テーマ：オーストラリアのネイション

３私たちはオーストラリア人 ３本当の愛国者

テーマ：オーストラリアのネイション テーマ：オーストラリアのネイション

４私たちの記憶 ４小さなことから大きなことが育つ

テーマ：オーストラリアのネイション テーマ：市民と公的生活

５良い隣人 ５公正

テーマ：市民と公的生活 テーマ：法と桐ﾐリ

例えば、初等学校低学年における第３章私たちはオーストラリア人では、次のような

文章から始まる'6。

「ネイションは、その人民で構成されている。ネイションの人民が彼．彼女ら自身

を認識する方法を、ナショナル・アイデンティティと呼ぶ。われわれのナショナル・

アイデンティティは、わたしたちに、わたしたちは何者なのか、何がわたしたちをオ

ーストラリア人とするのかについて、理解する手がかりを与えてくれる｡」

そして、共有する土地と題する歌の歌詞、典型的オーストラリア人を表す言葉や物

語､典型的なオーストラリア人の生活が描かれている絵画(1890年から1989年まで)、

アボリジニーの少年のお話、シドニーに住むギリシャ系移民の少女のお話、地方と都

会での生活の違いについてパースからシドニーに引っ越す少女のお話などが掲載され

ており、共通の土地に多様な背景を持つ個人が多様な形で生活し、オーストラリアネ

イションを形成していることが示唆されている。そして、その他の章では、民主主義

の歴史やオーストラリアの議会制民主主義、オーストラリア政府、法などについて多

くの記述がなされており､子どもたちに政治的法的知識を提供するものとなっている。

（３）市民性教育とは何か一おわりにかえて

ヴィクトリア州では､公民教育と市民性教育を区別して､次のように定義している。

公民教育について「シビックスとは、生徒が、われわれの政治的・法的・経済的シス

テムについて、市民としての権利と義務について、いかにわれわれの政府が機能して
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いるかについて学習することであり、それはまた、生徒に意思決定とリーダーシップ

について教育することである」とされる。市民性教育については、「シティズンシップ

とは、地域社会生活に参加すること、およびその恩恵、利益、責任について認識する

ことに関わる。それはまた、意思決定に関するスキル、価値、態度、情報、およびす

べての人々 が能動的にオーストラリア社会に参加することを承認することの理解を発

展させる。能動的な市民になることによって、すべてのものは、地域社会、州、オー

ストラリア社会において、差異を生じることができる」と述べられている。そして、

両者を合わせた市民性教育を通して、生徒は、いかにわれわれの民主的な社会が機能

しているか知るだけでなく､オーストラリア社会を支えている共有された価値(寛容、

相互尊重､共通の理想へのかかわり合い)についても理解するようになるとされる'7．

この定義にならえば、連邦政府の市民性教育は、先のテキストを見る限り、政治制

度や法などの知識の伝達が中心となっており、シティズンシップの側面が十分ではな

く､公民教育的な側面に偏り、限定的に捉えられているといえる。｢デモクラシー発見」

プログラムを分析した飯笹は、学習を通じて、生徒はおそらく、デモクラシーの西洋

的起源や由来についての知識は十分に習得することができるであろうが、今日の多文

化的現実の中で他者を理解し、共存を図っていく上での不可欠な知識や視点を、どこ

まで提供しえているのかについては疑問を呈せざるを得ないと結論づけている'8・

ケネディは、市民性教育には多様な概念があり、多数の方法で構築され得るもので

あるとして､定義をさけつつ､市民性教育は､学問的思索のための領域ではなく、日々

生活し労働する人々 の暮らしそのものに関わることであると述べる'９．シテイズンシ

ップについては、様々な概念が議論されている。例えば、オーストラリアのカースル

ズは、市民を個人としての平等な権利と集団の一員としての異なるニーズの両方を備

えたものとして見る「多文化的なシティズンシップ」を擁護している２０．今後、それ

らの議論を踏まえた上で、多文化社会におけるどのような良き市民をどのような形で

育成していくのかが、オーストラリアの教育の大きな課題であろう。その際、これま

での多文化教育の議論や成果を市民性教育と関連付け、それらの再構築を図っていく

ことが必要になろう。このことに関する詳細な考察は、今後の課題としたい。

本稿は文部科学省による科学研究費補助金（若手研究(B)）課題番号14710177の成果の一部である。

注

なお、本稿では、citizenshipeducationおよびcivicsandcitiZenshipeducationを市民性
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多文化主義･多文化教育へのまなざし

－オーストラリア多文化主義･多文化教育への視点を考える－

馬測仁（大阪女学院大学）

はじめに

国内、特に教育界においては､異文化との共存、共生の重要性が説かれて久しい。

例えば､文部科学省が発行する『文部科学白書』'）には､1980年代以降、「国際社会の

中では､-----(中略)-----異なる習'慣や文化を持った人々 と共に生きていくための資

質や能力を子どもたちに育成することが重要となっています｣(2004)という文章が掲げ続

けられている｡同様のことは､研究者のあいだでも見られる｡この分野を代表する学会で

ある国際理解教育学会や異文化間教育学会などのジャーナル(『国際理解教育１９９５

～』､『異文化間教育1987～』)において、「異文化との共存｣、「多文化共生｣の推進を

説く論考の数は､枚挙に暇がない｡そのようなコンテクストの中､研究者や教育関係者が

学ぶべきモデルケースとして取り上げてきたのが､欧米先進国､なかでも、アメリカ、カナ

ダ､オーストラリアなどの英語圏における､いわゆる多文化国家と見なされる国々 である

(江原:2000､天野･村田:2001)。

ここで留意すべきは､国内で｢異文化間教育｣｢国際理解教育｣と呼ばれるものに対応

する上記先進国の取り組みは、「多文化教育｣である場合が多いことである｡従って､こ

の問題を取り扱う研究者や論者たちが､海外の状況に言及する際には｢多文化｣あるい

は｢マルチカルチュラル｣という概念が用いられる。

翻って、「多文化教育｣そして｢多文化主義｣に関する国内の研究では､比較教育や地

域研究の立場から､すでに相当の蓄積があると言えよう｡オーストラリアを例にとると､『オ

ーストラリア研究』には､ほぼ毎号のように同国の多文化主義､多文化教育についての論

考が掲載され､また､比較教育学のジャーナルでは､これまでの約１０年間に4本の論文

が同国の多文化教育を取り扱っている｡既に１４号を数えた『オセアニア教育研究』(オ

セアニア教育学会)においても､多文化教育はその中心テーマのひとつであり､２００４年

に開催された同学会の公開シンポジウムの主題が｢多文化社会一オーストラリアの教育

と課題一｣であったことは、同問題が現在も非常に重要なテーマとして関係者の間で認

識されていることを示している。

このような背景に基づき、本稿では、国内の研究者たちがこれまで､オーストラリアの

多文化主義、多文化教育をどのように捉えてきたのかに焦点を当てて考察を試みたい。

それらの研究から何が見えてくるのかについて整理､検討するのである｡そこには、次に

述べるような問題意識がある｡2）
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１．問題意識

まず､オーストラリアの多文化主義､多文化教育に対しては､それらを高く評価し､とき

には賞賛する立場から書かれた多くの論考と､一概にその取り組みを肯定的に評価する

のではなく､批判的に分析する視点が強く出た論考が混在してきたという認識がある｡も

ちろん､本稿は､それらの是非を批評する目論見をもつものではない。しかし､これまで

の研究が､さらに言えば研究者が､どのような｢まなざし｣で同国の多文化主義や教育を

捉えようとしてきたかは、「研究者としての位置の取り方｣への議論が近年活発になる中

で､非常に重要なポイントであると考える。

次に､本稿では､教育政策とそれを支える理念に関する研究に焦点をあてて検討する

ことを確認したい。日本における､これまでの比較教育学等で行われてきた研究では、

政策文書を分析するという形態をとることが多かったが､政策成立のプロセスや具体的な

コンテクストでの実施の状況など､他にもあるべきさまざまな切り口を想定すると､従来の

研究手法に偏りがあったことは否めないであろう。しかし筆者は､文献としての政策文書

に焦点を当て､その背景にある理念とともにディスコース分析を行うことは､政策研究の

基本的な一手法として依然として重要なアプローチであると考えるし､その意味でもこれ

までの研究の意義は決して軽視すべきではないと考える。

取り上げる文献とそのカテゴリー化の両者においても､本稿では筆者の問題意識を基

に考察を試みる｡すなわち､すでに一定量の蓄積があると見なされる数ある研究文献の

中から､さまざまな学問領域の研究者が投稿している『オーストラリア研究』における論文

を取り上げることにした。文献を読み進めるに際しては､一種のポスト実証主義的なデイ

スコースアナラシスを行なったのであるが､具体的には､分析の枠組みとして筆者の本テ

ーマに対する暫定的なアプローチを用いた｡それは､オーストリアにおける｢多文化主

義｣、「多文化教育｣の展開を、(1)｢経済的効率｣(2)｢政治的統合｣(3)｢文化的理念」

の3つの視点から捉えてみようとするものである｡もちろんこれら3つの視点は､密接な関

係を有し､また重なり合ってもいて､明確に峻別できるカテゴリーではないが､このように

整理することで見えてくるものを､今後の研究に資することを願って試みたのである。

取り上げた１３本の論文3)は次のとおり(全編『オーストラリア研究｣より。タイトルから副

題は省略)。以下では､各論文に付記したアルファベットで表示することとする。

第４号(1993)中西論文｢オーストラリアにおける移民労働者の人的開発の現状と課

題｣．．(A)、第５号(1994)松田論文｢オーストラリアの言語政策における多文化主義と言

語教育問題｣･･(B)、同号神鳥論文｢オーストラリアの私立学校における英語以外の言

語教育｣..(Ｃ)、第６号(1995)鎌田論文｢オーストラリアのアジア･太平洋国家化｣．．(D)、
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第７号(1996)福本論文｢オーストラリアの教科外教育に関する一考察｣．．(E)、１１号

(1998)増田論文｢オーストラリア州政府にみる多文化主義政策｣．．(F)、同号嶋津論文

｢1990年代前半のオーストラリアの新聞紙上に見られる『日本語学習不要論』につい

て｣．．(Ｇ)、１２号(1999)浅川論文｢オーストラリアにおける移民定住団体助成制度｣．．

(Ｈ)、１３号(2001)塩原論文｢公的ナショナリズムとしてのマルチカルチュラリズム｣．．(1)、

同号鎌田論文｢多文化主義の新局面｣･･(J)、１４号(2002)塩原論文｢多文化主義批判

の盲点｣．．(K)、１５号(2003)青木論文｢オーストラリアの言語政策｣(L)、同号塩原論文

｢エッセンシャルな『記憶』／ハイブリッドな『帰国』｣．｡(Ｍ)。

２．経済的効率の視点

昨今のオーストラリアの多文化主義､多文化教育が､かつて見られたような勢いを失っ

ているという状況は､様々 な点から言及することができる。批判的な研究者たち、例えば

ヴァスタ(1996)は､既に１０年近く前に､多文化主義を｢世界の中でのオーストラリアの文

化的位置に関する議論では影響を与えたが､国内の個人レベルではあまり影響は与え
なかった｣とし､社会においてマージナルな影響しか与えなかったものとして批判的に振

り返っている｡一方､筆者が最近面談した､モナシュ大学､ＲＭＩＴ大学､ラトローブ大学な

どの多文化教育を担当してきた教員たちからは、「多文化教育は､一定の成果を挙げた

側面があり、それが､現在の大学で多文化教育コースがほとんど省みられなくなった理

由であろう｣との見解が述べられていた｡実際の教育現場でも､例えば､オーストラリア多

文化教育で大きな役割を果たしてきたとして日本でも広く知られるLOTE(英語以外の外

国語教育)において､２００２年には大幅な予算カットが実施された。

「オーストラリアは､多文化主義を積極的に推し進めてきた国だ｣という捉え方をしてき

た研究者たちにとって、これらの状況は、同問題への捉え方に再検討を迫っていると言

えよう｡そのような文脈の中で､最近の状況を説明するもののひとつとして､オーストラリア

の多文化主義が､理想的理念を追求していた時代から､経済的効率を重要視するように

移行してきたのではないかという指摘がある｡例えば、「1990年代に入り、教育から得ら
れる成果と国の経済発展とが密接に関連付けられるようになると､言語政策もその煽りを
受け､一----1990年代を通じて､言語政策は国家の経済政策と密接に関係を持たされ
るようになった｣(L)などの見解である。（L)は、日本語､インドネシア語､韓国語、中国語

の４ケ国語を対象としたＡsﾊﾂ〃Ｌａ"guagPsa"dAus”脆'ｓ圧oﾉ7oﾉ77にＲﾉ”P(1994)を経

済的･地理的要因から特定のアジア言語に教育の焦点を当てた政策が発表されたとも
のと見なし、Ｌ/reﾊacy／bﾉ．,棚.・７１ｈｅＣﾉｳa"ど"9Ｆ／f〕昨lu､9”脆〃５℃加oﾉＩＦ，ＣＯﾉ77"】o"wPa肋

“eﾉ召ｃｙＦｂ"ｂ/ｂｓ/bﾉ･Ａｕぷ”伽〃ＳとﾉｳＣＯﾒs(1997)を経済不振の打開を目的に英語の識字
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教育の提唱を推進したものと指摘するなど､１９９０年代の推移を的確に捉えている｡同様

の見解は、「このような状況をオーストラリア社会の多文化主義から機能主義への変容と

みなしている｣と広いコンテクストから理解する文献(Ａ)、「LOTＥ教育について､１９９１年

のＡＵＳ”脆'sLa"gzﾉa“:乃eAus蛇施"Laz]gzJagga"d“eﾉ'acyFbZb'では明確に優先

言語として､１４の言語を指定し､----－このように､コミュニティのニーズよりも国家的有

益性､すわなち､社会的平等性より経済的合理性が強く優先されていることが､随所で

明らかになっている｣との見方を示す文献(B)にも見られる。

しかし､オーストラリアの多文化主義､多文化教育において、「経済的効率｣が重要な

牽引要因となっているとの見解は､1990年代以降の現象の説明にのみ用いられてきた

わけではない。冒頭で触れた第８回｢オセアニア教育学会｣公開シンポジウムでの見世

の発表では、１９８９年ホーク労働党政権時の／Ma"ｂ"a/Ａｇ巴"ｄａ/ｂｒａ／ＷＺたz』/rz"1a／

ＡＵＳ娠施に､多文化主義を支える主要な根拠として､経済的効率が既に掲げられている

との指摘があったし､文献(D)は、「１９８０年代におこったAsianStudiesの改革の波は、

そうした実利的必要にせまられての対策であったといえる｣との分析を示している。（D)は

さらに､主に1970年代に見られた理想主義的だがナイーブなアジア観から､実利的なア

ジア観､そして国家戦略上で極めて重要なアジア観への移行を､その問題点の指摘とと

もに描き出してもいる。

筆者は､１９８０年代初頭から１９９０年代のはじめにかけて､ビクトリア州でLOTＥプログ

ラムのコーディネーターとして勤務したことがある。日増しに強まる日本語熱が､１９８０年

代後半には､オーストラリア日本語教育界で指導的役割を果たしていたネウストプニー

(当時Monash大学)をして津波現象と言わしめたことは鮮やかに記'億に蘇ってくるが､同

時に､なぜ他の多くの言語は省みられないのか､また､多文化教育の中で､なぜ先住民

の問題が常に切り離されて論じられるのか､疑問を抱いていたことを思い起こす｡その文

脈では、「オーストラリア人が日本語を学ぶのは、日本がアジアの巨人だから｣であり、

｢日本語の人気を支えているのは､ビジネスあるいは就職の際に役立つだろうという期待

感｣からであるとした文献(G)の指摘は､現在、日本の経済的不振に呼応するように日本

語学習熱が低下している現象をみるにつけ､至極当然にすら聞こえる｡以上の経緯から

も、筆者は､オーストラリア多文化主義における、「経済的･実利的効率｣の言説が､必ず

しも近年に限定された産物として捉えることには懐疑的である。すわなち、文献(Ｈ)が、

1988年の｢フイッツジェラルド･レポート｣の提言を整理した際､その特徴としてまず掲げた

｢オーストラリアの国益､特に経済的利益をもたらすような多文化主義政策の必要性｣は、

同国の多文化主義の底流に連綿と継続されてきたのではないかと考えるのである。

例えば､関根(1989)がかつて指摘したように､職場での英語教育と多文化教育が､オ
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一ストラリア社会あるいは企業内における人種･エスニック集団関係の安定や企業経営

効率の増大に重要な役割を果たしてきた事実は看過できないし､また､英語教育にかけ

る予算の額がLOTＥ教育を何倍も上回ってきたことは､どの時代も変わることがなかった。

文献(B)は､オーストラリアでは英語以外の大きく偏った言語集団は存在せず､非常に

少数に分散した多言語国家であるという側面を紹介した後、１９８７年の／Ｗね"a/Ｐｂ伽′

oﾉ7Ｌａ"gUag露が、「英語はこれまで､現実として国家語であったが､それを明らかに宣言

したことはなかった｡－－－－‐この政策において､オーストラリア特有の英語を積極的に認

知するものである｣と再確認したことを指摘している｡このＮＰＬの宣言の内容こそ､オース

トラリアの言語政策を通底するものではないかと考えられるのである｡また､教育現場で

は､文献(B)が紹介したように､フランス語などの伝統的な外国語教育の凋落から､教員

集団が自身を守るために､その代替をＬＯＴＥのアジア諸言語に求めたという､教員によ

る時代に即応した対処の実例を､筆者自身も８０年代初頭に目の当たりにした｡多文化

主義､多文化教育において､時代の経済的要請に基づく実利的効率が､いつの時代に

おいても重要な牽引車であるという視点は､その丁寧な分析と共に､さらに追及してゆく

べき課題であろう｡そしてそれは、日本の現状を考える際に､大切な分析の視点を与え

てくれるはずである。

３．政治的統合の視点

オーストラリアの多文化主義､多文化教育における近年の変化を､政治的統合のディ

スコースから説明しようとする文献も数多い｡例えば文献(B)では､先述のＮＰＬを｢マイノ

リテイの言語･文化の尊重と社会的平等とともに､マジョリティ側が多様な文化を積極的に

享受し生かしていく社会のあり様を､実際的な言語問題の場で具体化し､国民にそのプ
ラス面をアピールするもの｣と捉えている｡また､文献(F)は､ＮＳＷ州における多文化憲

章(1993)を｢憲章のなかで注目すべき点は､『エスニック系』を一語も用いず､『全ての住

民』という言葉を使い､政策の対象を拡大していること｣と紹介し､それを政策として段階
的進歩を現すものとして肯定的に評価している。

文献(J)は､先住民政策の視点からではあるが､それらの動向を少し異なった角度から

検討し、「１９９６年の自由･国民党保守系連立政権への交替によって､ハワード首相は、

先住民政策の｢行き過ぎ｣を見直し、先住民に対しては、一般のオーストラリア人と同様

の権利や特典を付与することを主張した｣結果、「過去の不正への謝罪意識が薄められ、

すべてのオーストラリア人が権利を享受しうる社会を描いた未来志向の強いものとなり、
一----将来の共生を誓う点が強調されている(傍点筆者)」と指摘する。ここでは、「マイ
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ﾉﾘﾃｨである先住民に対する従来の取り組みを行き過ぎとし､すべてのオーストラリア人

のための政策に転換を図るべきだ｣という言説が批判的に紹介されているのである。一

方､文献(I)は、同様の傾向を多文化主義政策の変遷の中に認め、「多文化主義の制

限｣のロジックが明確にされた時期が1980年代後半にあったとする｡すなわち､フイッツ

ジェラルド･レポート(1988)の翌年に出された／Vh"b"a/ＡｇＰ"ｄａかａ／ＷビルzJ/ruﾉ1a／

Aus”他の｢多文化主義政策は､すべてのオーストラリア人は､オーストラリアとその利益、

未来への無条件で統一された関与を最優先すべきであるという前提に基づいている｣と

いう箇所等に｢多文化主義制限の論理｣が明確に定式化されていると分析するのであ

る。

文献(1)、(J)は共に､これらの考察に続いて､１９９０年代以降の傾向を､多文化主義の

メインストリーム化(主流化)という概念で整理､把握しようとする｡例えば(J)は､Ａ/vbw

AgF"dh/もr/Ｍ１/Z“/h"1a/Ａｕｇ”ﾉﾘIia(1999)を取り上げ､「そこには､多文化主義をオースト

ラリア独自の文化的産物として位置づけることによって､国民統合の理念としての意義が

より強調される｡つまり多文化主義は､差異を包摂して国民を統合する理念となり､そうし

た多文化主義の進化そのものが『オーストラリアらしさ』の本質として提示される｣として、

主流化について説明する｡このような理解の仕方を推し進めると､多文化主義は包摂と

統合の理念を支える言説と位置づけられることになり､マイノリティの地位を向上させ､社

会の不平等を改革する役割を担うとされてきた従来の理解とは､かなり懸け離れたものと

なってくるだろう。

折しも､連邦政府レベルでは､DiscoveryAustraliaプログラムという歴史的伝統や価値

教育に重点をおいた新しいカリキュラムが､Citizenship教育という名の下に紹介されてい

る現状がある(飯笹2005)。そこには､すべてのマイノリテイを包摂し､統合されたオース

トラリア人のためにというレトリックが見え隠れする｡それを､多文化主義の発展と肯定的

に評価するのか､マジョリテイとマイノリテイの力関係は変わらないままに多文化主義の社

会に与える影響が減退しつつあると捉えるのかは､論者によって異なる｡そしてこのよう

な分析は､オーストラリアの多文化主義を支える理念が変遷してきていることを示してい

る。

４．文化的理念の視点

従来､特にオーストラリアの教育に関する研究者たちは､同国の多文化主義に基づく

教育を肯定的に高く評価する傾向があった｡例えば､文献(E)は、「オーストラリアでは、

-----生徒を一個人としてとらえて個々 人の発達を重視していること､-----各生徒の
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多様な個性をふまえた豊かな人間形成を目的としている－－－｣として､そのような点が
欠けるとされる日本の教育との比較の叙述が見られる｡文献(C)でも、ひとつの州の私立

学校という限られた文脈ではあるが､そのLOTＥ教育を高く評価､紹介している。

これらの論考の背景には､オーストラリアでの多文化主義とその理念への高い評価が

存在した｡文献(F)は、「『多文化主義』の実現は､一律の判断基準を求める『法律』より

も､各政府機関の『理念』に対する自己診断に任せる方が､政策の効果が期待できる｣と

述べ､同時に｢理念｣の暖昧さに言及するが、「しかし、多文化主義政策においては､こ

の暖昧さが必要である｣として、「理念｣の問題点を自覚しながらも、同国の多文化主義の

理念そのものを評価しようとする｡このオーストラリア多文化主義､特にその初期の段階

に見られる理念上の暖昧さは､他の論考でも指摘されており、例えば文献(Ｄ)は、１９７０

年代後半のアジア研究に対する政策文書が､極めて暖昧な形でしか目的を提示せず、

アジア言語の教育を拡大することによってアジアへの理解が深まるといった､やや短絡

的理想主義に陥っていると指摘している。しかし､性々 にして､このどちらかというとナイ

ーブな初期の多文化主義理念が､ことに日本国内では高く評価されてきたことも否めな

い｡例えば､平等主義､反権力の思想､公正な心､革新性･理想を求める心などの概念

が､オーストラリアの教育を形容するキーワードのひとつとして掲げられ、日本の教育界
はそこから学ぶべきだというメッセージを明確に打ち出す論稿などにそれが見られる｡4）

近年ではそれらと平行して､オーストラリア多文化主義の理念的な変遷について､次の

ような捉え方が提出されるようになった｡例えば､文献(1)では､ガルバリーレポートなどに

代表される比較的初期の多文化主義の理念について、「白豪主義･同化主義が国内外

にもたらす弊害を取り除くために導入され－-－－国民国家内部における文化的多元
性の維持･奨励を比較的単純に称揚するもの｣であり、「多文化主義の実施によって国民

統合は自動的に強化されるという楽観的見方をしている｣と指摘し､それに続く１９８０年

代の多文化主義言説は､先の節でみたように経済的メリットの強調と｢多文化主義の制

限｣にその特徴があると捉える。同時に､文献(I)は､９９年のＡＵＳ”"〃/Ｗﾋﾉｂｕ/ruﾊa応、

”ａ/VbwCeﾉ、"yy7bwZmﾒsﾉhcﾉﾋﾉジI'巴ﾉ7e“やＡ〃ｅｗＡｇＦﾉ7.a/もr/”ﾉｔﾉｂｕ/rum/ＡＵＳ”雄

以降の多文化主義では、「包摂｣(inclusiveness)概念の提唱によって多文化主義がシビ

ックな価値を含む概念と再規定されることに伴い、多文化主義｢制限｣のディスコースから

多文化主義による国民｢統合｣のディスコースヘ､多文化主義の理念が再び正当化され

たと分析する｡文献(K)では､その考察をさらに進めて､多文化主義の理念からエスニッ

クという言葉や概念が払拭され､代わりにコミュニティや市民という概念が盛り込まれてき

たことを批判的に捉え､その結果として、多文化主義が現実の社会政策から理念的に切

り離されてくる状況への問題提起も行っている｡これらは､先述のように、例えば教育の
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分野で､多文化教育がかつての勢いを失い､代わりにCitizenshipeducationプログラム

の導入が連邦レベルで推進される動きなどの有力な説明になろう。

文献(Ｍ)は以上を一旦総括して、「本質主義批判の視点の導入以後､多文化主義に

関わる批判的分析の焦点は､多文化主義による文化本質主義にどう対処していくかとい

う問題に移行しつつある｣との認識に基づいて、「いまや多文化主義研究は､支配的権

力とマイノリティ文化の力関係の解体を導く､マイノリテイへのエンパワメントの理念として

の多文化主義の再定義を模索すべき段階を迎えつつある｣と述べる｡基本的には､筆者

もその見解に反論があるわけではない｡しかし､現在の多文化主義､多文化教育の状況

を､また､９０年代後半からの変化をどのように捉えたらよいか､その捉え方への視点には、

更に踏み込んだ分析を要するさまざまな課題があると考えられる｡最後に､その点に触

れて本稿のまとめとしたい。

５．まとめと課題

本稿では､オーストラリアの多文化教育とそれを理念的に支える多文化主義について、

日本の研究者たちが､これまでどのように捉え､評価してきたかを一部の論稿を通じてで

あるが､批判的に振り返ってきた｡その結果､多くの論稿が､同国の多文化主義･多文化

教育が変化しているとの認識に立っていることが確認できた｡オーストラリアの多文化教

育をリードしてきた指導者のひとり､ＲＭＩＴ大学のデス･カーヒル(2001)は､その変化を整

理して､１９７０年代中頃までの同化主義に基づく教育の時代､７０年代後半から８０年代

中頃までの多文化主義に基づく教育の時代､８０年代中頃から９０年代中頃にかけての

包括的カリキュラムへのシフトの時代､そして９０年代終盤以降の時代との提示をしてい

る｡本稿で取り上げた文献の中にも、同様の理解の仕方を示しているものが幾つか見ら

れた。

では､現在のオーストラリアの多文化主義･多文化教育はどのような理念に基づき､ど

のような方向へ展開されようとしているのであろうか｡それについての理解､評価におい

ては､オーストラリア国内においてもまだ定まったものは少ないようである｡5)ある論者は、

前記の包摂の理念に基づく多文化主義の発展上に昨今の状況を捉えようとするが､そ

の立場に立つと、現在の多文化主義は新しく生まれ変わったものとして肯定的に評価さ

れる｡一方､筆者がかつて1980年代から90年代にかけて共に仕事をしてきたLOTＥ教

育の担当者たちからは､もう多文化主義や多文化教育の時代ではないとの声も届いて

いる｡代わって重要視されているのは、リテラシーやニューメラシーという基礎学力の低

下を憂い､それを教育の場での優先課題とする見解である(伊井･青木2003)。そしてこ

の傾向は､オーストラリアに限らず､他の英語圏、例えば英国における最近の動向とも共
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通点が見られる(川野辺2001)。これまでに多文化教育を推進してきた立場の人たちか

らは､筆者が管見する限り、多文化教育はもう任務を果たし終えたというような声は出て

いないが､現実には､人員カット､予算の削減という形で大きな影響を受けている｡現保

守連立政権による多文化主義への風当たりの強さは､例えば多くの大学で多文化教育

の講座が閉じられていく中、関係者にとって深刻な問題となっているのである｡翻って、

本稿でみた経済的効率の視点からの説明は､オーストラリア多文化主義､多文化教育の

どの時期においても有効なもののひとつであり、これからもその有効性はなくならないで

あろう｡また､政治的統合のディスコースと､文化的に統合を目指す理念とは､現在の多

文化主義､多文化教育(それが有効だとの前提に立つ者にとっての話だが)を牽引する、

ますます重要な支柱になっていくことが予想される。

こうして見てくると､現在の状況を理解する上で､ひとつの視点から単純化した分析は

慎まなくてはならないという､この問題の重層性が見えてくる｡そして､それはこの問題へ

のアプローチの仕方というもうひとつの課題を我々 に示してくれる。「はじめに｣でも触れ

たが､こうした問題を分析する場合､どのレベルに焦点をあてて考察するのかが非常に

重要な問題であろう｡政策を分析するのか､その背後で影響を与える研究者の見解に焦

点を当てるのか､あるいは教育現場でそれらがどう展開されているかを見るのか､そのい

ずれに焦点を当てるかによって抽出される考察結果はかなり異なるはずである｡さらに政

策研究に限っても､既に書かれた政策文書を分析するのか､政策立案者へアプローチ

するのか､政策作成のプロセスを追うのか､さまざまなものが考えられよう｡特に海外から

これらの問題に迫ろうとする際には､限られたアクセスなどの物理的制限､時間的制約な

どさまざまな困難が伴うだけに､方法論における自覚的で有効なアプローチが求められ

る。

方法論について、最後にひとつのことを述べておきたい｡それは､ここまで述べてきた

ことと関連するのであるが､こうした問題を考察する場合の､研究者の位置の取り方であ

る｡筆者が会った多くの研究者間においても､Citizenshipプログラムなどの包摂理念に

基づく教育を積極的に進めようとする､いわゆるメインストリームに属する研究者と､先住

民族出身の研究者､海外からのLOTＥ教育担当者などでは､その理念も目指すところも

大いに異なっていた｡もちろん表面的な本質主義に基づく､それらの差異化は厳に慎む

べきである｡しかし同時に､研究者と言えども､これらの問題に客観的で中立的な立場の

者として臨むのは不可能であることを､我々 は深く認識する必要がある。それは､海外か

らの研究者であっても然りである。自らの価値観を分析の遡上に載せて、文献や関係者

と接する以外にはない。

冒頭で述べたように､オーストラリアの多文化主義､多文化教育がこれまでに辿った軌
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跡は、「多文化共生｣が比較的ナイーブに叫ばれる日本の教育の場において、大変貴

重な示唆を与えるものである｡関根(2000)が述べたように､オーストラリアの試みを無条

件で賞賛する時期は既に過ぎ去ったし､同国の試みを先駆的で学ぶべきモデルとして

のみ捉える見方もこれからはあまり意味を持たないであろう。同時に本稿で振り返ったよ

うに､これまでの研究は､その豊かな内容と視点の多様性から､既にこの分野の研究に

一定の蓄積があることも見事に示している｡変遷を続けるオーストラリアの多文化主義と

多文化教育をさらに多角的に考察する作業とともに､これまでの研究を批判的に発展さ

せる責務が関係者には与えられていることを深く自覚して､本稿を閉じたいと思う。

注

l）2000年以前は､文部省によって『我が国の文教施策』が発行されていた。

2）本稿では､多文化教育を､多文化主義が展開される上での最も重要な具体例のひと

つであるという筆者の従来の認識に立って、議論を展開する。詳しくは、馬洲仁

（2002)『｢異文化理解｣のデイスコース』京都大学学術出版会ｐｐ､44-54を参照。

3）多文化主義､多文化教育をタイトルに含む､或いは主要問題意識のひとつとして扱
っているものを全て取り上げた。

4）例えば､石附実･笹森健編著(2001)『オーストラリア･ニュージーランドの教育』東
信堂の序章。

5）本稿の執筆中(2005年２月）に､４つの大学の多文化教育担当者たち９名と､昨今

の多文化教育に関する現状の理解と評価についてインタビューを実施した。
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AGazetowardMulticulturalismandMulticulturalEducation-Aconsiderationof

viewpointstowardmulticulturalismandmulticulturaleducationinAustralia

HitoshiMABUCHＩ

（OsakaJogakuinCollege）

Recently，phrasessuchasintemationalunderstandingandco-existencehavebecome

widelyusedascatchphrasesi、Japan・Then,thepeopleincludingacademicsseemto

regardcountriessuchasAustraliaasrespectfillmodelsfi･omwhichJapancanleam､Since

anextensiveamountofresearchconcemingmulticulturalismandmulticulturaleducation

inAustralianhasalreadyaccumulatedinJapan，thispaperattemptstoreviewand

critiquethosearticles，ThisisdoneITomthreepointsofvieｗ；thenotionofeconomic

attributionthroughmulticulturalism，thenotionofpoliticalintegrationthrough

multiculturalism,andthenotionoffbrmingculturalideologythroughmulticulturalism・By

analyzingmulticulturalismandmulticulturaleducationinAustralia廿omthesepointsof

view,thewriterhopesthattheoutcomeswouldprovidepeopleinJapanwithaninsight

intowhatourcounterpartsinAustraliahavedoneinthisfieldandalsowhatweshould

learnfi･omtheirexperiences．
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日本政府奨学金学部進学留学生の中途退学率､退学理由から見えてくるもの

－オセアニア地域からの留学生の場合を中心にして－

宮城徹（東京外国語大学）

はじめに

東京外国語大学留学生日本語教育センター(以下｢JLC-TUFS｣と略す)では､旧日本語

学校開設の1970年より毎年数十名(初年度約２０名､本年度約７０名)の日本語未習の留

学生')を受け入れて､１年間の集中教育を行い､全国の｢国立｣大学に送り出してきた｡彼ら

は一般には国費学部進学留学生と呼ばれており(以下｢本研究対象留学生｣と略す)、５年

間という世界に例を見ない長期の奨学金を受け(約40％が２年間の延長を行い､修士課程

まで日本で修了)、そのほとんどが出身国や日本のみならず､世界で活躍している。

彼らの日本での生活･就学状況に関しては､最初の１年についてJLC･TUFＳ内部ではさ

まざまな形で報告されてきているが､それが公表されるということはあまりなされてこなかった。

また大学進学以降は､彼らのみが特別に抽出されて研究対象となることはされてきていない。

ただし彼らのうち、中途退学して日本を去った者たちについては､井上(1997)が１９７０年

から１９９３年までの学生への追跡アンケート調査をし､分析を行っている。

本研究の目的は､第一に､井上(1997)の研究とＫｉｍ(1988,2001)の異文化適応の分類

をもとに､本研究対象留学生の中途退学について傾向や特色を指摘することである｡第二

に､そのうちのオセアニア地域からの留学生の状況について再検討を行い､若干の新しい

視点を提供することである。

１．本研究対象者の変化の特徴

本研究対象留学生については､これまで包括的な報告がほとんどなされてこなかったの

で､一般的になじみが薄いと思われる｡ここでは本研究の背景知識として､簡単に彼らのグ

ループとしての特徴とその変遷を記しておきたい。

（１）総数の変化

国費学部留学生は、１９５４年に東京外国語大学と大阪外国語大学の留学生別科が１７名

を受け入れて以来続いているが､本研究においては､JLC･ＴＵＦＳの前身である同大学付

属日本語学校が始まった1970年以降を対象としている｡同年に17名の留学生を受け入れ、

')最近では日本語学習の経験のある者もいるが､採用の際には日本語能力を間うていない｡年齢は
だいたい１７~２０歳。
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1986年頃までは毎年３５名前後で推移していた｡しかし９１年度以降､大阪外国語大学留

学生日本語教育センターが受け入れを開始したことにより､留学生数は増加し､２００５年現

在､東京､大阪双方で合計約150名(双方ほぼ同数)を受け入れている。

（２）男女比の変化

JLC･TUFSに限って言えば､これまで大体の年において男女比は3:1程度であった｡最

近では２００４年度には７２名中､男子３８名､女子３４名となり､２００５年度には７０名中、

男子４９名､女子２１名の予定である。女子の割合が増える傾向にあるが､まだ男子が多
い。

（３）出身国の変化

各国の対日関係や各国の政’情､政策の変化などにより､留学生の出身国はこれまでに大

きく変化してきている｡例えば､各年の留学生の出身国数を見ると､１９８３年までは１０カ国

以下の年が多かったが､その後徐々 に増え､1997年以降20カ国程度となり､2004年度に

は３６カ国となった｡地域別に見ると、当初アジア地域からの留学生が中心であったが、

1991年以降､南米､アフリカ､東欧地域へと広がりを見せてきている。

一方､アジア地域からの留学生は､いまでも毎年5割程度(2004年度には７１名中34名）

を占めているが､その出身国は時代により変化している｡表１に示したように､１９９０年代ま

で毎年数多くの留学生を送り出してきたタイ､シンガポール､マレーシア､フィリピンは２０００

年代に入って､激減とも呼べる変化を見せている｡一方インドネシアは1985年以降コンスタ

ントに留学生を送り出し､ヴイエトナムは1980年代にはゼロとなっていたが､2000年代には

毎年１０人以上を送り出している｡またカンボジア､ラオスも増加傾向である｡加えて､１９８０

年代以降コンスタントに留学生を派遣していたモンゴルも2000年以降急増している。

表１アジア地域からの留学生個別人数を年代別変遷

タイ
シンガ

ポール

マ レ ー

シア

1770-1974 3８ 2５ 1２

1975-1989 3９ 3４ 3９

1980-1984 4７ 3５ 3７

1985-1989 5８ 3５ 2３

1990-1994 4３ 2４ 2７

1995-1999 2４ 2２ 2３

2000-2004 ８ ４ ９

計 ２５７ 1７９ 1７０

インド

ネシア

４

０

０

1５

3２

2３

2０

9４

フィリ

ピン

1６

1３

2２

2５

2２

1４

６

1１８

5４

ヴィエ
トナム

1８

１

０

０

４

２１

5４

9８

カンボ
ジア

ラオス

11 ２

０ ０

０ ０

０ ４

７ ９

1１ 1４

1６ ８

4５ ３７

ホン
コン

７

６

６

1１

７

２

０

3９

モン

ゴル

０

０

1０

８

1４

1６

2９

7７

マカ

オ

１

０

０

０

０

１

３

５



（４）文系､理系の割合の変化

出身国によって､留学生の専攻分野が限定されている場合がある｡たとえば､ヴィエトナム

からの留学生はほとんどが理系であるし､オーストラリア､モンゴル､東欧諸国などの場合は

ほとんどが文科系の学生である｡これには各出身国が制限を設けていると思われる場合も

あれば､ＯＤＡ予算の枠内で実施されているわが国の留学生政策からの制限ではないかと

思われる場合もあるが､この点については詳細を調べる必要がある。

さて全体的な文系､理系の割合としては､表２に示したように､ほぼ文系､理系の割合は、

５対５のまま変化をしておらず､またその中の男女比も大きな変動は見られない。

表２男女および文系理系別構成比

1970-1993 構成比(％） 1994-2004 構成比(％）

文 系男 234 2５ 1６９ 2９

文系女 206 2２ 1１７ 2０

理 系男 443 4７ 230 4０

理系女 5９ ６ 6３ 1１

合計 942 579

2．井上(1997)の研究

井上(1997)らは１９７０年から１９９３年までの学生への追跡アンケート調査をし､特に中

途退学者についてその特徴を以下のように分析している。

●性別と退学率の間に有意な相関はない。

●文系学生の退学率は理系学生の退学率より高い。（理由はオセアニアという

退学者の多い地域からの留学生がほとんど文系学生であるためかと推論｡）

●非アジア地域出身学生の退学率はアジア地域出身学生のそれより高い。

●オセアニア地域の退学率は高い｡特にパプアニューギニアなど南太平洋諸

国からの留学生はその半数近くが退学している。

●アジア地域の中ではﾌｨﾘﾋﾟﾝが例外的に高い。

さらに井上は中途退学の要因について以下の点を指摘している。

①留学生の属する文化と日本文化との文化的距離の遠近という要因(２国の文化的距

離が遠いほど､留学生の感じる不適応感が高い)。

②自文化(留学生の属する文化)が他文化(日本文化)の取り組みにプラスに働くか否

かという要因(日本文化の評価が低い国からの留学生ほど､留学継続意欲が低くな
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りがちである)。

③自文化が退学を失敗行為として抑止する程度の強弱という要因(母国における『退

学』の意味合いが､たとえば｢大きな負い目｣となるのか)。

もちろんこれらの社会的､文化的な要因以外にも､もっと個人的な要因､例えば本人の学

習能力､学習意欲の問題､家族の経済的､社会的状況の変化､本人の恋愛問題､病気など、

さまざまな要因が複雑に絡み合って､留学の遂行に影響を及ぼしている。

3．井上の指摘から推測されるオセアニア地域からの留学生の特徴

オセアニア地域2)からの留学生を考えるとき､その文化的､人種的背景からみて､彼らを

ひとまとめにして議論することはたいへん危険である｡たとえばオーストラリアのみを取り上

げても､留学生の背景(社会的､人種的､経済的など)はさまざまであり、｢典型的オーストラ

リア人とは何か｣という回答不能な議論が待ち構えている｡ここでは､その点を認識しつつも、

留学生が自らよく語る自分たちの特徴について､上記の井上の指摘と関連付けて､簡単に

触れておく。

第一に､オセアニア地域(性々にしてイギリスの社会システムの影響を強く受けている)の

学習スタイル(たとえば自主的関心･意欲を重視し､ある項目を学習するためにはその合理

的理由が示されることを期待する)と日本の学習スタイル(一斉授業方式で､理由を問わず

にとにかく丸暗記を要求する)の違いに戸惑う同地域からの留学生は多い｡これが日本語

の学習のみならず､大学での授業､試験などに対する学習時の負の動機付けに強く影響し

ていると思われる。

第二に、日本の大学で学んだこと、日本で身につけた日本的な価値観や習'慣といったも

のが､どれだけ(イギリスをいろいろな意味で基礎的モデルとしている)母国で生きる際に、

役に立つ武器となりうるかという問題がある｡たとえ日本的な考え方を本人や周囲の日本人

が高く評価しても、出身社会がそれを低く評価してしまえば､本人の意識はいつも危うさを

ひしひしと感じざるをえないだろう｡ある意味でその不安を克服しながら､留学生活を送る必

要があるのではないかと思われる。

第三に、日本では自然と語られることも多い｢退学＝人生の汚点｣｢留学で学位を修めず

に帰国＝失敗者｣といった意識や価値観がオセアニア地域からの留学生には低いのでは

ないかということが指摘できる｡これは転職率や､場合によっては転居回数などとも関連して

いるかもしれないが､この地域出身者は概して、「ひとつのことを続ける忍耐力を評価する」

よりも｢自分の能力をより発揮できる場を探そうとする積極性を評価する｣人々 なのではない

2)本稿では､本研究対象留学生の出身国に限定し､オーストラリア､ニュージーランド､パプア
ニューギニア､西サモアをさす。
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だろうかと思われる3)。

4.本研究の目的

筆者は､井上らが行った調査を引き継いで､1994年以降の留学生の状況(留学生数や出

身国の変化､専攻の変化など)を把握することと同時に､これまでの量的データ分析から進

んで､留学生の日本体験、日本での人間的成長のプロセスを深層面接によって理解する質

的データ分析の作業が必要だと考えた｡現在､本格的な面接､追跡調査をする前段階とし

て､JLC-TUFSが管理している修了生データを更新し､修了生に働きかけて､修了年度別、

出身国別､進学(卒業)大学別などグループ単位のネットワーク形成を促す作業を行ってき

ている４)｡その過程で､中途退学者についてのデータも更新されてきている｡ここでは新し

いデータを加えた上で彼らの中途退学の特徴についてその全体像を把握するための検討

を行うが､その際､特にオセアニア地域出身の中途退学留学生の特徴にも注目してみてい

くことにする。

5.追加調査の方法､結果､分析

JLC･TUFＳ留学生指導部が管理している修了生データから1994年以降2003年までの

データ(ファイルメーカープロでﾘｽﾄ化している)をもとに､特徴を分析した｡ここでは統計的

検討についてはその過程を省略する。

分析の結果､以下の点が示された。

（１）文系･理系による退学率の差は､１９９４年以降には､ほとんど生じなくなってきてい

る(文系286名中、１２名が退学｡理系293名中、１２名が退学)。

（２）１９９４年以前と同様､それ以後も男女別と退学率の関係も有意差はない５)(男子

399名中、１８名､女子180名中､６名)。

（３）表3に見られるように､１９９４年以降もオセアニア地域からの留学生の中退率は相

変わらず高い6)。

3）例えばオーストラリアのモナシュ大学(学部)(2004)の場合､入学者のうち､Artsや
Educationで約２０％､理系でも約１０％が卒業していない。

4）本研究は平成１６年度科学研究費補助金(萌芽研究:課題番号:16652037)(研究代表者
宮城徹､研究分担者花薗‘悟)(研究課題:文部(科学)省国費学部留学生の日本留学体験
一大規模追跡調査のための基礎研究一)を得て､実施されている。

5）カイニ乗検定による有意差は認められない。

6）各国出身の留学生総数が少ないので､単純な比較はできない。
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調査の結果からは､本研究対象留学生の場合､退学率自体に関して言えば､１９９４年以

前と以降では､さほど大きな違いはうかがえなかった｡ただしここで注意しておかなければ

ならないことは､この調査対象学生のうち相当数がいまだ現役学生であり、中途退学者数は

もっと増える可能性がある､つまり１０年以上前の留学生より､退学率自体も高い可能性が

残されているという点である｡そして量的なデータで差が出ていなくとも､質的なデータ検討

によって､留学生の質や考え方が変化してきているという結果が生じる可能性も勿論あると

いうことである｡これらの点については､今後注意して研究を進める必要があろう。

6．中途退学の要因把握

以下では､これまでに指摘されてきている退学の要因について､いくつかの新しい視点

を加えながら､その全体像を描いてみたい。

その前に留意しておきたいことは､本研究対象留学生の選抜に際しては､文部科学省、

外務省による統一選考試験が行われているが､『国別割り当て枠』が存在することもあり､必

ずしも同じ学力レベル､動機付けのある学生が選ばれてきているわけではないということで

ある｡また各国の事'情(日本との交流関係の度合い､留学情報が得られる高校生が一部に

限られていること､選考に政府の関与がある場合があることなど)で､応募者に偏りが生じて

いるのも事実であるということである。したがって中退率や中退理由を単純に国別､地域別

に比較することは意味がない｡しかし中退率や中途理由を探っていく過程で､さまざまな各

国の事情､背景的要因(たとえば各国の教育制度､教育に対する期待､意識など)について

気づかされることが多いので､この作業を行うことは意味があるといえる。

ただこうした要因を網羅することは難しいし､中退者が自ら語る｢中退の理由｣も主観的、

一時的なものも多く､ある理由がどれだけ影響力を持っていたかを見定めることはできない。

表３比較的中退者の多い出身国別中退率

１９９４～2003

年

オースト

ラリア

ニュー

ジーラ

ンド

ア
ー
ア

プ
ュ
ニ

パ
ニ
ギ

西サ

モア

フィリ
ピン

タイ
マレー

シア

モンゴ

ﾉレ

ヴィエ

トナム

ハンガ

リー
全学生数

各国別学生
数

3０ ９ ２ １ 2３ 3５ 3６ 4５ 6６ ２５ 585

退学率
センター退
学

１ １ ０ ０ ０ ０ ２ ３ ２ ２ 1.88％

大学在学中
退学

４ １ １ ０ ２ ０ ０ ０ ０ 1.53％

退学 ５ ２ １ ０ ２ ２ ３ ２ ２

平均退学

率(他国の
中退者も
含オ:､）

国別退学率 １７％ ２２２２％ 50％ ０ 4.35％ 5.71％ 5.56％ 6.67％ 3.03％ 8％ ４．１０％



本論では､ある結果(たとえば中退という事実)が､ある原因(たとえば学業不振という事実）
によってのみ生じたという直線的因果律(LinearEpistemology)によって考えるのではなく、

中途退学がいろいろな要因や結果による過程で生じたもので､それもまた人生の新たな出

発点となっているという具合に､円環的因果律(CircularEpistemology)によって考えてい

く態度(一般システム論的理解)で検討を試みたい。

ここでは、一般システム論的な全体像理解を異文化適応という事象に適応したＫｉｍ

(1988,2001）の｢異文化適応に影響を与える要因についての構造モデル｣を準拠枠として、
本研究対象者の中途退学の要因を再検討する｡その過程で特にオセアニア地域からの留

学生の中途退学要因にも言及することとする。

その前に､留学生の中途退学という現象を､Ｋｉｍの異文化適応理論をフレームワークとし

て分析することの妥当性を検討すべきだろう｡なぜなら中途退学の理由には､ホスト(留学

先)国との関係で生じる摩擦が多少なりとも関係していると予想されるが､家庭の経済事情

の悪化､学習能力の不足など､個人的事情も含まれるからである｡しかし中途退学､特に自

国学生ではなくて､留学生の中途退学のメカニズムを包括的に理解する理論は､筆者の知

る限り報告されていない｡一方Ｋｉｍ理論は､一般システム理論を基礎にして､異文化適応

という現象を移動する個人内の特徴(変化への準備状況､パーソナリティ､コミュニケーショ

ン能力その他)、ホスト文化の特徴､出身国文化の特徴､移動する個人とホスト国文化･人々

とのインターアクション､その個人やホスト社会の変容などを動的かつ包括的に分析してい

こうとする､より高次の視点(metaperspective)を有しているところに大きな意義がある｡した

がって本論では､留学生の個人的特質も含めて中途退学の要因を分析するのにＫｉｍの異

文化適応理論を用いることは可能であり、不足部分を補うことで足りると考えた｡以下､Ｋｉｍ

(2002)の４カテゴリー領域に基づいて､本研究対象留学生の特徴を指摘していきたい。

(1)個人レベルのコミュニケーション:ホストコミュニケーション能力

ここでは留学生の日本語能力が中心課題となる｡本研究対象者は､採用試験時に日本語

能力を問われていない｡したがってスタートはほぼ同じと言えるが､一般に日本語はオース

トラリア､ニュージーランドのような英語などのヨーロッパ言語を母語とする者には学習が難

しい言語のひとつと言われている(ForeignServicelnstitute,1973)し､漢字に慣れ親しん

でいる中国語話者には漢字学習において有利であるのは確かである。１年間の日本語集

中学習の間､特に前者にとってはストレスの多い日々 が続くし､進学先大学もなかなか第一

志望とはいかなくなる場合が多い｡また母語の影響でなかなか日本語の発音が上達しない

アジア系の留学生もいる｡こうした学習上の障害が本人のその後の留学意欲に影響してい

る可能性は高い。
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(2)ホスト社会におけるコミュニケーション:ホスト社会とのコミュニケーションと同国人社会と

のコミュニケーション

日本で日本人とコミュニケーションをどう行なっていくか､また日本においてどれだけ同国

人同士のつながりがあるか､その双方をどうバランスをとっていくかということは､留学生の適

応にとって重要な要素である。日本人の同級生と親しい関係を結べる者は､授業の内容を

教えてもらったり､試験勉強を一緒にしたりと､比較的大学生活が安定する場合が多い｡一

方､同国人との接触を中心に行う留学生は、日本語の習得は遅れるが､ストレスを発散でき

る場が確保されて､精神的安定を得やすいという場合もある｡地方の留学生の少ない大学

に留学し、日本人とも同国人とも別の留学生ともうまくコミュニケーション関係を結べない例も

ある。日本人とも同国人とも他の国の人々とも､バランスの取れたコミュニケーションが行な

えるということが､適応の成否と関係していると考えられている。

(3)環境:日本社会の外国人に対する受容性､同化圧力、日本社会における留学生同国人

グループの勢力

一方､受け入れ側の態度､そしてその態度の柔軟性の有無が､留学生の適応に影響して

いることは明らかで､このホスト側の変化は留学生を含む外国人とのインターアクションの中

で動的に捉えることが重要である7)｡ここに挙げられた環境に関する要因については、日本

では近年かなり外国人に対する受容性が増す方向で変化が見られるといえるだろう｡しかし

｢白人留学生は最初ちやほやされるが､その後なかなか日本人と打ち解ける関係になれな

い｡アジア系留学生はちやほやされることは少ないが､いったん日本人と親しくなると､考え

方など日本人と似ていて､共通な感情を共有しやすい｡」ということも時として指摘される｡ま

たこうした点は､地域差が大きく､大都市圏と地方都市では､留学生に対する受容性や同化

圧力はかなり異なることが予想される｡さらに外国人永住者が比較的少ない日本の社会に

おいて､エスニックグループの存在感は､他国に比べて決して強くないし､政治的発言力な

どもかなり限られているといえよう。

(4)個人の素質:変化への準備､文化的親近性､適応力

対象留学生は自ら試験を受け､合格し､渡日しているので､留学を自己決定している場合

が多く､移動に伴う変化への準備は比較的なされている場合が多いが､欧米への奨学金試

験に落ちてやむなく日本に来ている者、自国の医学部や法学部の合格発表までとりあえず

7)倉地(1992)はゲスト(留学生)とホスト(日本社会)の双方が変化するダイナミックな関係の中に
異文化理解の本質があると説いている。
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日本に来ている者、日本での学習よりも文化体験を主目的と考えている者などもいて、自分

が他の社会に適応するためには自己変化を伴うという覚’悟に乏しい場合もある｡また前述の

ように、日本で自分に対して｢外国人｣のラベリングを受け続ける毎日に耐えられなくなる者

もいる。

また文化的親近性の比較は｢西洋社会(留学生の出身国):アジアの中では比較的西洋

的な日本社会｣、「発展途上国(留学生の出身国):先進国である日本社会｣、「比較的競争

の少ない社会:競争の激しい社会｣などさまざまな形で現れる｡ある南太平洋からの学生は

｢日本に着いて信じられないほど多くの人があまりにも早く歩いているのをみて､気分が悪く

なった｡」と回想している｡またストレスがたまったとき､どういう形で発散することが日本で期

待されているのか､何をしてはいけないのかわからない学生もいる｡そうした学生が飲酒の

上での騒乱行為､暴力事件など､逸脱行動(彼の国では､場合によれば､さほど非難される

行為ではないかもしれない)を起こしてしまい､国外退去となることもあった。

この文化的親近性は､教育学習面でも関係してくる｡前述した｢学習スタイルの相違｣とも

関係しているし､教科の内容やレベル、目標とも関係している｡たとえば高校の数学で何を

どう習うか､大学では何がどう教えられるかということを考えた場合､留学生の期待と日本に

おける現実、日本人教師の留学生に対する期待､などにギャップが生じていることが良くあ

る｡最近JLC･'ＩＵＦＳで学んでいた東欧圏からのある学生は｢日本の大学では､ほとんど英

語で授業が行なわれていないことを知った｡グローバルスタンダードを理解していない日本

の大学で学んでも世界に通用しない｡」と痛烈に批判して､大学進学前に帰国していった。

また８０年代に留学したアジアからの留学生は､「日本では会社に入ってからもいろいろな

教育が行なわれるが､私の国ではそういうことは期待できない｡会社に入ったら､即戦力を

期待されているのだが、日本の大学ではそれは学べず､帰国後苦労した｡一方欧米に留学

した同級生は､母国で高く評価され､私との差が開いていった｡」と述懐している｡同じアジ

アにありながら、日本よりも欧米に近い教育制度､社会制度を取っている国があること､それ

が時として日本への留学の障害になっていることを我々は気づくべきである。

さらに最後の要因の適応力に関しては､Ｋｉｍは対象者の｢開放性｣｢柔軟性｣｢人格的強

靭さ｣｢積極性｣などが関連していると指摘している｡確かに適応の障害となる状況に向き合

うとき､こうしたパーソナリティ特性が障害を回避したり､軽減したりする働きをすることは想像

に難くない｡しかし他の要因と同様､これらの点が欠けているということが中途退学に関連し

ているかどうかは､ケースバイケースで考える必要がある。

(5)出身国･社会に対する意識

以上Ｋｉｍの異文化適応の要因分類にしたがって見てきたが､中途退学と言っても､『現
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代』の『留学生』の『中途退学』という事象を説明するには､不充分な部分がある｡Ｋｉｍの理

論は広く異文化適応に向き合っている人々に適用可能な包括的理論であり､ホスト社会に

おける同国人社会との関連は押さえているのだが､異文化に暮らす者が出身国･社会とどう

つながりを持ちつつ暮らしているか､出身国のアイデンティティをどう維持していくかという点

についての考察は十分でないという欠点がある9)｡ここ10年ｲﾝﾀー ﾈｯﾄをはじめとする情

報化､ＥＵ連合などに見られる産業の国際化や労働力の大量移動などをみても明らかなよ

うに､他国一自国､他文化－自文化といったこれまでの分類は不明瞭になってきている一

方､他国にありながらも自分が生まれ育った国の文化を維持したり､情報を更新したりするこ

とがしやすくなっている､あるいはそうすることをこれまでと違った意識で行なえるとも言える

だろう。

留学生は基本的に｢一時滞在者｣(sOjourner)であって､いつも出身国を意識して生活し

ている｡出身国が嫌いで､その国を捨てて日本に来たわけではない｡彼らの日課は､インタ

ーネットで自国のニュースをチェックし、自国の友人や家族とメールやチャットのやり取りを

することである｡このように自国の情報や生活そのものがホスト国における日常生活へ深く

浸透してくるという事態は､１０年前には想像できなかったもので､留学生のおかれている状

況も大きく変化していると言えるだろう。

例えば本研究対象のオーストラリア人留学生の場合､大学進学試験を受験してから来日

しているが、日本で日本語の学習をしながらも､高校の同級生がオーストラリアの大学でど

んなふうに専門の学習を行なっているか､すぐに伝わってくる｡したがって母国での進学の

ほうがより自分にふさわしいとか、自分の将来に有益であると判断できれば、日本の大学を

中退し､容易に地元の大学に入り直すことができる｡また日本の大学を卒業した後､エリート

公務員になれるといった具合に､将来が保証されている国もあれば､そうでない国もある。

彼らは毎日、日本の大学で学べること、自国(あるいは第三国)の大学で学べることを天秤

にかけているのである。

また前述したように、自国社会が｢中途退学｣という事態を進路変更と肯定的にとらえる

(individualism的認識)か､落ちこぼれと否定的にとらえる(couectivism的認識)かというこ

とも関連している｡シンガボーノレのように高いレベルの教育を受けた者が社会で高く評価さ

れる国では､教育における競争は激しく、中途退学や進路変更はかなりのリスクを伴う。一

方オセアニア各国では､人生の成否をそこまで教育に期待する風潮はないと思われ､異文

化不適応や中途退学に対する失敗感は低いとも言えるだろう。

加えて､母国をどう見ているかという意識は留学生のおかれている立場によってかなり異

なる｡大学卒業後の進路について質問してみると、「母国の発展のために尽くしたい｣と語る

9>この点についてはMiyagi(2005)が論じている。
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者もいれば、「自分が幸せになることの方が大事｣と答える者もいる。「母国の代表としての

奨学生｣という意識の強弱も人それぞれである｡これも日本への適応の質や中途退学の多

少とも当然関係しているだろう。

終わりに

本研究ではJLC-TUFSにおける国費学部進学留学生の中途退学者についてＫｉｍ

(1988,2002)の異文化適応に関する包括的要因分類をもとに､その背景を探り､その分類
では不足している点を補った｡またその過程で､オセアニア地域からの留学生の中途退学

についてもその要因の可能性を素描した｡その結果､本研究留学生の日本留学において

は､さまざまな個人的能力のほかにも、日本社会、日本の教育システム､彼らの出身国の社

会､教育システムなどの環境的プル要因､プッシュ要因が彼らの日本留学の成否に大きく

影響していることが想定された｡今後はこうした背景知識をもとに､具体的な中途退学の事
例を深層面接法によって明らかにしていきたい。

入学時の試験結果､予備教育に携わる教員の感想､出身国政府からの対象学生に関す

る情報､出身国の変遷などさまざまな情報を総合するに､留学生の｢日本への国費留学｣の

意識は時代と共に変化している｡それはアジア地域における日本の影響力、日本の大学の
世界的評価などとも関連しており、当然留学生の｢質｣にも変化がうかがえる｡その点からも

彼らの｢日本適応｣や｢中途退学｣の実態も分析していく必要がある。

本稿はオセアニア教育学会第８回大会(2004年１２月１１日)での発表をもとに加筆修正し

た｡当日フロアの皆様から数々 のご指摘をいただいたことに感謝します。
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AnanalysisofoutcomesofMonbu(kagaku)shosCholarshipundergraduate

students:Fromtheviewpointofwithdrawal赴omtheircourses．

TbruMIYAGI

fIbkyoUmversityofForeignStudies）

JapaneseLanguageCenterfbrlnternationalStudents,'1bkyoUniversity

ofForeignStudies(JLC-TUFS)hasacceptedinternationalstudentshomvarlous

countriesasMonbu(kagaku)shoscholarshiprecipientssincel970Everyyearthey

studyJapaneselanguageandotherrelatedsubjectsatthecenterfbroneyear;and

movetotheundergraduatelevelatnationalumversitiestostudyfbrthenextfbur

years､TheirexperlencesinJapanhavehardlybeenreported,andarestillunclear

exceptlnoue's(1997)studybasedontheresultsoffbnow･upquestionnairestothe

graduatesthatwasconductedinl993．

Thepurposesofthisstudyarel)tocomparenewdataofrecentstudents

witholddatabasedonlnoue'scategoriesandKim'ｓ（1987,2001)frameworkof

cross-culturaladaptation,ａｎｄ２）ｔｏｒｅｖｌｅｗａｎｄｒｅ･evaluatesocialandmental

statusofstudents住omOceania

Thecomparisonbetweentheoldandnewdataindicates

(1)Thediffbrenceofwithdrawalratiosbetweennon･scienceandsciencestudents

hasnotbeenclearsincel994，

(2)Thediffbrenceofwithdrawalratiosbetweenmaleandfbmalestudentshasalso

notbeenstatisticallysigniEcantsincel994,assameasthatofl970-1993,ａｎｄ

(3)ThewithdrawalrateofOceanianstuｄｅｎｔｓｈａｓｂｅｅｎａｌｗａｙｓｉｎｏｎｅｏｆｔｈｅ

ｈｉghestregions．

ItwasrevealedthattheapplicatioｎｏｆＫｉｍ'sfburcategories［Personal

Communication;SocialCommunication;Environment;＆Predisposition}tothis

studyfimctionswen,butthataperspectiveof"Maintenanceofconsciousnessof

theiroriginalcountries”shouldbeaddedinordertofUllyunderstandmental

statusofinternationalstudents,especianywhowithdrew世omtheiruniversity

studyinJapan．
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ニュージーランドスチュワート島における社会科・環境教育

一日本の島嘆部との学校教育の比較一

井田仁康（筑波大学）

はじめに

ニュージーランドには，豊かな自然を求めて世界中から観光客が集まり，1993年か

ら2003年までの10年間で外国からの観光客数は56％も増加している'１．人口約400万の

ニュージーランドでは，外国からの観光客数109万（2003年）の多さが，ニュージーラ

ンド経済の基盤となっているといっても言い過ぎではない。

自然の豊かさを観光資源としているニュージーランドであるが，森林面積は，人間

がほとんど生活していなかった１１世紀に国土の75％を占めていたが，イギリスの植民

地となった1840年には53％，さらに現在では25％以下に縮小している2)。このような森

林の減少は，自然を保護しようとする動きにもつながり，2004年現在，国土の30％近

くは国立公園などとして政府の管理下におかれ，自然保護（歴史的遺産の保護も含ま

れる）の対象となっている。

ニュージーランドでは環境が重視され，環境を教科の中核とした高校の地理が人気

科目であることは，井田（l995a）により明らかにされているが，本稿では原生林が多

く残るスチュワート島に注目し，島独自の環境を背景とした環境教育の特色と課題を，

日本の学校教育との比較を通して明らかにしていくことを研究目的とする。従来のわ

が国における教育に関するニュージーランド研究の多くは,福本(1999)などにみられる

ように教育制度やナショナル・カリキュラムの分析といった国家規模の考察は進めら

れているが，本研究では，実際の学校での現状を分析することにより，学校レベルで

の日本の教育との共通点，相違点を明確にすることも意図している。さらに，社会科

に注目しているのは，ニュージーランドの地理が，前述したように環境を中核として

構成され，人間と自然との関わりを明らかにする教科となっているため，初等教育で

は地理を包含する教科が社会科であることから，社会科に注目して考察を進めること

にした勘'・

研究方法としては，ナショナル・カリキュラムでの社会科を環境教育という視点か

ら概観し，それを受けてスチュワート島の小学校における社会科の分析を試み，その

分析を通して，スチュワート島での環境教育の特色と課題を，日本の島唄部の学校教

育と比較しながら明らかにしていく。
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１．ニュージーランド社会科の位置づけと環境の学習

ニュージーランドの社会科は1942年からスタートしているが，それはイギリスの連

邦の一員として独立した1947年より早いものとなっている。周知のようにイギリスに

は社会科はなく，イギリスを宗主国としながらも，教育ではアメリカの実績も取り入

れていたことから，イギリスとは異なったニュージーランド独自の教育を推進しよう

とした意図が，社会科の発足によって読み取れる。しかし，一方で社会科は，小学校

では1961年のシラバスが30年以上にわたって使用され，中等教育でも1977年から14年

間にわたり同じシラバスであったことからわかるように，重要科目としては認知され

ていなかった。教えるべき内容は肥大化する一方で，シラバスは整理されないままで

あった』)。

しかし，1990年代にはいり，シラバスを含めた包括的なナショナル・カリキュラム

が提示される。社会科においては1995年に草案が提示され，1997年にナショナル・カ

リキュラムは公布された。このナショナル・カリキュラムが，YearlからYearl3まで

の初等教育から中等教育にいたる一貫したカリキュラムとして示され，しかも，学習

内容を８段階に分け，学校や個人の状況にあわせ，必ずしも学年進行にとらわれない

ものとなっている。さらに，従来，社会科はYearlOまでの学習であり，Yearll以降は

地理，歴史，経済（市民）科に引き継がれていたが，新しいナショナル・カリキュラ

ムでは，従来の専門化した科目とともに，Yearll以降でも社会科が履修できることに

なり，それをも踏まえた一貫したカリキュラム編成になっていることが特徴である。

したがって社会科は，「自ら意見を述べ，自信をもち，そして責任ある市民として，

変化している社会に生徒が参加できる」ｓ)という独自のねらいを達成させる，初等か

ら中等教育への一貫した教科であるとともに，地理や歴史といった専門化した教科の
基盤ともなる教科なのである。

このような社会科の位置づけに，社会科の鍵概念である「探究(lnquiIy)」「価値の抽

出(ValuesExploration)」「社会的意思決定(SocialDecisionMaking)」のプロセスが地理
の最も重要なスキルであり，それゆえ両者の関係は密接であるという，社会科と専門

科目との関連性を強調する見解６１がある一方で，社会科から歴史，地理，経済などの

本質は引き出せず，社会科も地理などの専門教科も独自の教育目標や学習内容をもっ

ており，社会科と専門科目とは別に考えるべきとの見解もある7)。社会科は地理など

の専門科目の基盤となるものであり，その意味では両者は密接なつながりをもつ。し

たがって，前述したように地理が環境を扱う中核的な科目であることから，社会科が

地理の基盤となっているという立場をとれば，環境に関する学習についての基盤も社
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会科にあることになる。本稿では，このような観点に立ち，社会科における環境に関

する学習に着目する。

２．ニュージーランド社会科の学習内容における「環境」

ニュージーランドの社会科は，学習内容と学習プロセスから成り，学習内容は５つ

の内容から構成される。すなわち，社会組織(Socialorganisation)，文化と遺産(Culture

andHeritage)，場所と環境(PlaceandEnvironment)，時間・伝承・変化(Time,Continuity

andChange)，そして資源と活動(ResourcesandEconomicactivities）である。この５つの

学習内容は，マオリとパケハ（白人系住民）との二文化，多文化，ジェンダー，現代

の課題，将来という５つの観点からバランスのとれた内容とすることが求められてい

る。さらに，学習プロセスは前述した，探究，価値の抽出，社会的意思決定を柱に，

表１「場所と環境」の８段階別学習内容

レゾ､ﾐル

１

２

３

４

５

６

７

８

学習内容

･特定の場所が人にとって重要であることの知識・理解
● 人が場所シ鍔墳の霞亜‘件左記録する方法シ理由の知識・理躍

｡どのように人の活動が場所と環境に影響を与え、与えられているのかの

知識・理解

､人が場所と環境を様々な方法で記述する方法と理由の知識・理解

．様々なグループが場所と環境をどのように見て、利用しているかの知識

・理解

･人が特定の場所および環境に属していることの現れ方やその理由の知識
・理鯉

･場所はどのように人と環境との過去におこった相互作用を反映させてい
るのかといったことの知識・理解

● 人仕堤所シ環埼存知『,なければならない理由とその方法の知識・理解

･人が場所間を移動する理由と、それによる人と場所の変化についての知
識・理解

､特声の場所し環燈が－人にしって意義がある理由の知識・理解

･場所を変えることに対する、人や環境への関係についての知識・理解
･人による場所や環境の記述が特定の目的や観点に反映することの知識．

理角Ｚ

･人が場所と環境の利用を規制する理由や方法についての知識・理解
･場所と環境に関する人の認知は、情報や体験によって強められ変化する
テルの知識・理躍

･場所と環境をどのように利用すべきかといったことに対しての相違点を
明確にしようとする理由や方法についての知識・理解

．新しい技術は、人が場所と環境について新しい知見を見いだしたり、評
価するｒルに影饗奔与えている方法についての知識・理解

(Ministryofeducation・ＳｏｃｉａﾉＳ/脚di“加ﾉＶ２ｗ左αﾉﾋ､d､1997より作成）
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コミュニケーション，問題解決などのスキルがクロスし，さらに学習プロセスと学習

内容がクロスして，各学校のシラバスが作成される。このようなニュージーランドの

社会科の特徴として，国際理解教育の観点から井田（2004）は，二文化から多文化，

さらにそれを踏まえた他国理解へと進み，多文化教育から国際理解教育へと連動して

いること，ニュージーランドの社会科は社会が変化していることを前提とした学習内

容であり，そのために価値の抽出や意思決定といった学習プロセスが，より一層学習

として重要な意味をもっていることを指摘している。本稿では，そのような指摘も踏

まえた上で，環境学習にもっともかかわりのある学習内容である「場所と環境」を例

として，ニュージーランドのナショナル・カリキュラムにおける学習内容の特徴を明

らかにする8)。

「場所と環境」の学習目的は、場所および環境と人の相互作用を理解すること、お

よび人が場所と環境を表現し理解する方法を学ぶことである。８段階に分けられた｢場

所と環境」の学習内容が表１である。この表から「場所と環境」の学習内容は、段階

が上がるにつれて、現在の特定の狭い空間の事実に関する知識・理解から、空間的に

も時間的にも拡大していき、さらには価値観、意思決定に関する知識・理解へと進ん

でいる。換言すれば、初等学校のはじめには、自分たちの周辺の特定の場所を対象に

して環境の重要性を認識させ、学習段階が上がるにつれ各地の環境についての知識や

人と環境の関わり方が学習され、さらには、それらの方法を含む基本的知識に基づい

て、中等学校の後半では学習者の価値観や意思決定にせまる学習が展開される。

このように、ニュージーランドの社会科における環境に関する学習は、初等教育か

ら中等教育へと一貫したカリキュラムが組まれており、そのため、段階ごとの学習内

容が整合‘性をもっている。さらに、地域の状況や学習者の能力に応じることができる

ように、各段階には学年のはばをもたせ、学校での授業作りに無理がないように工夫

されている。ただし、カリキュラムに示される学習内容は、抽象的で、具体的に何を

どのように教えるかは記されていない。また、決まった教科書もない。そのため、学

校や教師による裁量が大きく、特に身近な環境を扱う初等教育では、学校による学習

内容の違いは大きいと考えられる。

表２人口構成（2001年）

人口

(人）

スチュワート島 3８４

ＮＺ令十 ３８５万

ヨーロッパ系

仲民の害I吟（9A）

８６

８０

15歳以下の

人口の害I吟（妬）

９

２３

子どものいない

夫婦の割合ｨ％１

７０

３９

(ニュージーランド統計局の資料による）
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３．スチュワート島の小学校における環境教育

（１）スチュワート島における環境と学校

スチュワート島は、ニュージーランド南島のさらに南に位置し、北海道稚内より緯

度の高い南緯46度から47度にある。しかし、周囲が海洋であることから、冬でも平均

日最高気温は9.9度で、それほど冷え込まない。年平均降雨日は290日と多いが、

降水量は全国の年平均1600ｍｍより少し多い程度である。つまり、雨はよく降るが、１

日のうちで降ったりやんだりすることが多く、大雨とはならないのである。2003年に

は、佐渡島の約２倍の面積をもつこの島の87％が国立公園に指定され、自然環境の保

護が高められている。さらに、夜行性の国鳥である野生のキウイを観察するエコツア

ーが実施されているのもスチュワート島の特徴である。

ニュージーランド本島とは、インヴァーカーギルとの間に小型機が運航されている

が、インヴアーカーギルからさらに30kｍほど南下したブラフから１日２往復の船便を

利用する人が多い。船は高速船で所要は１時間ほどであるが、本島とスチュワート島

との間のフオーヴオー海峡は、陸地に挟まれるため風や波が強くなる傾向があり、波

の高い日が多く、船は文字通り荒海にもまれながら海峡を渡る。そのようなニュージ

ーランドの僻地ともいえるスチュワート島の人口は384（2001年）であり、住民の多く

はハーフムーンベイに住み、そこに学校をはじめとする公共施設や商業施設が集中し

ている。商業施設といっても１軒の食料品・雑貨ストアーと、数軒のレストランや土

産物などを扱う店が立地する程度である。スチュワート島とニュージーランド全土と

の人口構成の比較は表２のように示される。

スチュワート島の人口構成の特徴は、ニュージーランド全土と比較して、ヨーロッ

パ系住民の割合が若干高く、１５歳以下の子どもの数が著しく少ないことにある。子ど

もが少ないもっとも大きな要因は、島には初等学校１校しかなく中等教育の学校がな

いため、中等教育を受ける年齢になると島を出るからである。さらに，若い世代は島

外で働く場所をみつけ，高齢化した親たちが島に残っているために，子どものいない

夫婦の割合が高い。

島の初等学校は、ハーフムーンベイ学校と名付けられ、2004年２月現在で19人の児

童を教師２人と教師を補佐する補助２人の計４人で指導している９１。クラス編成は、

低学年（5-8歳）と高学年（9-13歳）との２クラスであり、複式学級となっている'いＩ。

次に、この学校の社会科の授業計画を見ることにより、島の環境がどのように学習内

容に反映されているかを考察する。なお、学習内容は、前述したように学習プロセス

とクロスして学ばれる。そこで、ナショナル・カリキュラムでの学習内容と学習のプ
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ロセスを明らかにしたうえで、ハーフムーンベイ学校の授業計画を検討する。

（２）学習内容と学習プロセス

ハーフムーンベイ学校では，低学年がレベル１および２，高学年がレベル３および

４の学習内容となっている'1)。初等教育におけるナショナル・カリキュラムでは，学

習のプロセスは４段階で示されており，学習プロセスの第１段階は学習内容のレベル

１および２，第２段階はレベル３および４，第３段階はレベル５および６，第４段階

はレベル７および８に，それぞれ対応している。本稿では，ハーフムーンベイ学校が

レベル１から４の学習内容を展開していることから，学習内容のレベル１から４に着

目して，学習プロセスとの関係を検討する。表３は，「場所と環境」を事例にナショ

ナル・カリキュラムによる学習内容の活動と学習プロセスの到達目標を示したもので

ある。

表３から次のことが指摘できる。すなわち，学習活動においては、知識・理解の到

達レベルが示されていることである。到達レベル、換言すれば到達目標が示されるこ

とによって、単なる知識・理解の詰め込みとなることがさけられている。一方で、こ

の到達レベルは、抽象的な記述であり，どのような学習をするのかは具体的に示され

ていないため、どのような事例で学習していくのかといったことについては、学校や

教師により大きな違いが生じる。しかしながら，学習内容の段階が上がるにつれ，高

度な能力，スキルを要求していることは表３から読み取ることができる。また，「場

所と環境」といった学習内容にかかわらず，学習プロセスは共通している。つまり，

社会科の学習全体について，学習のプロセスが，内容によらず発展的に学習されるこ

とが意図されているのである。次に，このようなナショナル・カリキュラムが，ハー

フムーンベイ学校ではどのように具現化しているのか検討する。

（３）ハーフムーンベイ学校の社会科学習計画

ハーフムーンベイ学校における社会科の学習計画は、２年間を１サイクルとして作

成されている。表４は、2003年に作成されたハーフムーンベイ学校の社会科学習計画

である。ハーフムーンベイ学校は前述したように低学年と高学年との２クラスである

が、児童数が多くないこともあり、内容によっては、低学年と高学年で同じものが学

習される。また，表４中で，偶数年で対象地域の欄が記入されていないのは，偶数年

の計画が大筋では確定しているものの，まだ検討中であることによる。なお、ハーフ

ムーンベイ学校での調査は2004年２月に実施し、資料の収集と教師からの聞き取りを
行った。

ハーフムーンベイ学校の社会科では、奇数年および偶数年の計画の他に代替案が示

されている。代替案には，ナショナル・カリキュラムとの対応や対象地域については

・７２．
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(MiniStryofeducation・SocjaﾉＳﾉ"diesi〃ﾉＶＥｗＺＥα/α"d,1997より作成）

表３「場所と環境」の学習内容と学習プロセス（レベル１～４）

レ
ベ
ル

学習内容

内容 活動
学竪

探究
ﾘプロセス

価値の抽出 仕会的
意思決定

１

２

特定の場所
が人にとっ

て重要であ

ることの知
2熊．哩錘

人が場所と

環境の重要
性を記録す

る方法と理

由の知識．
理 解

どのように

人の活動が

場所と環境

に影響を与
え、また与

えられてい

るのかの知

識・理解

人が場所と

環境を様々

な方法で記

述する方法

と理由の知

識・理解

①場所が重要であることを明確にし，重要
な理由がわかる。
②ある場所で生じた活動を述べる。
③人にとって重要な場所の自然的・文化的
轄樹左iボベ丞一

①人が場所や環境の特徴を記録する方法を
述べる。

②様々な場所や環境を利用する人を認識す
る

③人が様々な場所や環境を，どのように多
様に利用にＬでいみのか券赤べろ‐

①人の活動が場所の立地や自然的特徴に影
響を与えている例をあげる。
②人の活動が環境の自然的・文化的特徴に
どのような悪影響をもたらすのかを述べ
る０

③人は環境の自然的・文化的特徴をどのよ
うに回復し，高めることができるのかを述
べる‘，

①地名が場所や環境の何を表しているか説
明する。

②人が様々な場所や環境を，多様な方法で
記録する理由を説明する。
③人が，なぜ特定の場所や環境の特徴を記
録することを選択したのかを説明する。

課題を設定

し，情報を
収集し，記
録して整理
し，それに
基づいて一
般化し，結
果を報告す
る。

児童の自分
自身の価値
的な立場を
説明し，人
々が特定の
価値を持っ
ている理由
を説明す
る ◎

課題を明ら

かにし，関
連した課題
についての

解決を探究
し，さらに
可能な活動
について選

択する。

３

４

様々なグル

ープが場所

と環境をど
のように見

て、利用し

ているかの

知識・理解

人が特定の

場所および

環境に属し
ていること

の現れ方や
その理由の

知識・理解

場所はどの

ように人と

環境との過
去におこっ

た相互作用

を反映させ

ているのか

といつたこ

との知識．

理解

人は場所と

環境を知ら
なければな

らない理由

とその方法

の知識・理

解

①人が住んでいる様々な環境を理解する。
②人が，
服しよう

どのように場所や環境の限界を克
と努めてきたのかを説明する。

③同じ場所や環境に対して，人が持ってい
る異なった観点の例をあげる。

④人が同じ場所や環境を様々な方法で使う
例をあげるの

①場所の特徴が，人と場所との関係に反映
していることがわかる。

②人が特定の場所へ戻ってく
できる。

る理由を説明

③人が場所や環境を記憶する方法や，特定
の場所に対して感情を表す方法を知る。

①人の過去の活動を反映した景観の特徴を
見いだせる。

②景観の特徴が人と環境との相互作用の結
果であると，どのようにみなすのかを説明
する。

③過去の相互作用の結果が，ある特徴は残
り またある特徴は消滅しているのか，そ

の理由を説明する。

①人が，場所や環境を知らなければならな
い理由を理解する。

②人が場所や環境を知る様々な方法の事例
をあげる。

③なぜ人は個人や団体で，場所や環境を調
べる冒険を企て，その知見を記録してきた
のか．その理由を説明する。

深究を焦点
化するよう
な課題を導
出し，様々
な資料から
情報を収集
し，記録す
る。さらに
ふさわしい

手続きで，
情報を加工
し，証拠に
裏付けされ
た一般化を
導き，結果
を効果的な
コミュニケ

ーション手
段で報告す
る ◎

人々が様々

な価値を持
っているこ

とを説明し，
異なった価
値が混在す
る際には，
起こりうる
結果につい
て説明する。
さらに，集
団が異なっ
た価値を受
け入れる，
あるいは価
値の相違を
解決する方
法について
説明する。

深題につい

て考えられ
る要因につ
いて明らか

にし，課題
に対する一
連の解決策
について評

価するため
の基準を使
う。さらに，
実行可能な
行動を選択
し，その選
択を理由づ
ける ０



記されていないが，奇数年および偶数年に記された同名のテーマに準じているとみな

していいだろう。

表４から、ハーフムーンベイ学校の社会科における特徴として，社会科において身

近な環境を学習する「場所と環境」をはじめとして，スチュワート島独特の環境を反

映した学習内容が少ないことがあげられる。第３者からみれば，自然あふれるスチユ

ワート島の環境を生かした学習内容が組めると思われるが，「コミユニテイ組織」に

おける島での危険性，島のヘルパー，「島で」における島の資源が，島にかかわる

学習内容となるが，身近な地域一般の学習内容であり，スチュワート島独特の内容と

いうわけではない。すなわち，ハーフムーンベイ学校の社会科の学習計画は，スチユ

ワート島に限らず，ニュージーランド全土で実施できる学習計画であり，きわめて汎

用性が高いものである。その背景としては，初等教育を終わった子どもたちが，島外

の中等学校にいっても，そこで耐えられる汎用‘性の高い学力をつけておくことが必要

であることがあげられる。それを裏付けるように，ハーフムーンベイ学校では，でき

るだけ全国で使用しているような書籍，地図，キットなどを用い，学習を進めている

ことが聞き取り調査で確認された。

しかし，一方で，環境を反映したスチュワート島の学校独自の学習内容が，代替案

の「島で」のかつお鳥の内容でみられる。この学習内容は，1990年代終わりから４年

間にわたって高学年のクラスで実践されたものである。学習内容は，以下の通りであ

る。スチュワート島に住むマオリは多くはないが'2)，ニュージーランドマオリは，か

つお烏を捕獲する権利をもつ。教師は児童を学校から連れ出して，保護者の協力をえ

ながら，かつお鳥の捕獲とマオリの生活との関係を児童に考察させる。スチュワート

島は１年中かつお鳥を捕獲できる環境にあり，そのため，この学習はスチュワート島

の自然環境とナショナル・カリキュラムの学習の観点となっているマオリとパケハの

二文化，すなわち社会環境とのかかわりを考察できる優れた学習内容となっている。

聞き取り調査によれば、スチュワート島では，こうして捕獲されたかつお烏を食する

ことができ，子どもたちもかつお烏を食べることが好きなことから，児童にも好評な

学習であった。この授業は８から１０時間かけての授業として計画されたが，野外にで

ることもあり，他のテーマとかかわらせながら，実際はより多くの時間を費やしたと

いう。しかし，当時の指導教師によれば、彼女は一つのテーマを長くやるべきではな

いとの信念をもち，かつ彼女がその後すぐに退職したこともあり，この学習はなされ

なくなった。しかしながら，現在でも，より高いレベルの学習内容として，代替案の

中で学習計画に残されている。
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交の長期

(ハーフムーンベイ学校の資料により作成）

‐７５．

表４ハーフムーンベイ学校の長期計画一社会科

年 フーーーマ ナショナル・カリキュラム

との対応
内容 対象地域

奇
数
年

コミュニティ
組織

島をこえて

各時代や各地
域での生活

低学年

高学年

低学年

高学年

内容：社会組織

レベル：１，２
プロセス：探究

内容：社会組織、
時間・伝承・変化

レベル：３ ４

プロセス：探究

内容：文化と遺産
レベ ル ： １ － ４

プロセス：
価値の抽出

内容：場所と環境
レベル：１ ２

プロセス：探究

内容：場所と環境、
時間・伝承・変化

レベル：３ ４

プロセス：探究

･危険
・島のヘルパー
･有給・無給の仕事

･アンザック

､ニュージーランドの歴史
での主要な出来事

･マオリ文化と遺跡に関す
る島外での調査

・太平洋諸島での生括

･ニュージーランドに住む
様々な民族の特徴、きまり、
文化的な表現

・エジプトとピラミッド

島

NZ全土

NZ全土

ＮＺ全士

太平洋諸島
NZ全土
世界

世界

偶
数
年

島で

記録される
出来事

都市と農村

内容：資源と経済、
場所と環境

レ ベ ル ： １ － ４

プロセス：

社会的意思決定

内容：時間・伝承.

変化
レベル：１－４

プロセス：探究

内容：場所と環境、
時間・伝承・変化

レベ ル ： １ － ４

プロセス：探究、
汁 全 的 責 思 決 定

･私たちの資源

協力、観光
漁業、商業
動力/処理

･資源と土地利用の変化の
パターン

･経済活動の変化パターン

･祖父母
･年配者への配慮
･年配者との交流

・シドニー2000

代
替
案

島で

藤皇
れ,。

都市と農村

コミュニプィ

組織

岳７をこえて

各時代や各場
所での生活

低学年
高学年

低学年

高学年

･かつお烏

(この島に生息するかつお
烏を、保護者の協力を得て

篭安1ﾏｵﾘの生活にも
･事実に基づいた本
（戦争、旅行、ホームレス、

公害などをテーマとする）

砂漠と砂漠化した場ＢＩＴ
都市での生活
国内他地域での農村生活
学校のきまり

法のもとでの生活
i騨難

祭りとお祝い事
移民など

南極大陸
鉱物と鉱山

雨林/原生林
南極大陸
鉱物と鉱山



（４）学校外での環境に関する教育

スチュワート島は，原生林が多く残り，多種の鳥類も生息している。そのような自

然を学習の場として活用するために，島外の学校から年平均30校ほどが野外学習を目

的としてこの島を訪れる。そのような学校のために自然保護局（ＤＯＣ）が，この島

を観察するためのガイドラインを用意している。ガイドラインは「自然林研究」’3)と

「海岸研究」！』）とのテーマごとの２つの冊子にまとめられている。

「自然林研究」では，「変化」をテーマとした森林ウォーク（２時間コース，初等

学校高学年から中等学校低学年を対象）が紹介され，コースに沿って詳細な説明がな

されている。「海岸研究」では，海岸を歩いて学んだことについて知識を評価し定着

させるようなゲーム「本当/うそ」など、自然に親しむゲームや海岸でみられる生物な

どの解説がされている。

このように，スチュワート島では，自然環境を背景にした環境教育が，自然保護局

などの協力のもとでできるようになっている。このことから島外の学校にとっては，

スチュワート島が自然の残された独特の環境をもっていることから，環境教育の絶好

のフィールドとなっていることがわかる。一方で，島内の学校では，島の自然環境を

生かした学習があまりなされていないのである。

４．日本の島喚部の学校教育との比較

日本の島喚部にもスチュワート島と同じように、自然が多く残され、しかも島には

小・中学校までしかなく、進学するためには島を出なければならない地域がある。井

田(2002a、2003)は、沖縄県座間味島、東京都青ヶ島といった小・中学校までしかない

島喚部での学校教育について調査しているが、その結果に基づくと、日本の島喚部で

の学習とスチュワート島での学習の共通点を見いだすことができる'５)。

まず第１に、全国どこでも汎用性がある学習内容に力点がおかれていることである。

島には独特の環境があり、その環境を活用した学習内容が組みやすいにもかかわらず、

将来的には島を出て行かなければならず、そのための準備、すなわち知識として全国

的に汎用性のある学習内容が重視されているのである。つまり、島の外へ子どもたち

がでることが念頭におかれ、どこにいっても通用する基礎的な学力、知識が重視され

るのである。第２に、子ども自身が、島の特徴を実感できる場が少なくなっているこ

とである。日本の島喚部においては、子どもたちは自然の中で遊ぶ機会が減り、島の

自然を実感できなくなっている。そのため、「総合的な学習の時間」で島の自然や文

化を体験しながら学習するようにしている。しかし、教科の学習で島独特の環境を学

習する野外調査などは多くない。スチュワート島では、島外の学校から自然を学習す
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るために島を訪れるものの、島内の学校ではそのような学習は進んでいない。退職し

た教師への聞き取り調査によれば、スチュワート島では学校の外へ連れ出して授業す

る習慣がなくなってきたと指摘していた。すなわち、日本の島峨部、スチュワート島

においても、子どもたちが自然の中で遊ぶことも学習することも著しく減少してきた

といえるのである。

身近な地域の環境を理解することは、日本の学習指導要領でも、ニュージーランド

のナショナル・カリキュラムでも重視されていることである。しかし、上述のように

自然の多く残されている僻地でもある島喚部では、日本でもニュージーランドでもそ

の島の環境の独自性を十分に反映された環境教育が、むしろされにくくなっている。

自分たちの島の環境の良さを実感し、理解することは、自分たちの社会集団への帰属

意識、すなわちアイデンティティの育成のうえからも重要である。学校において、地

域の独特な環境に気づき、その良さを授業に取り組んでいこうとする教師は、井田(20

03)によると、その地域の外から赴任してきた教師に多い。日本においてもニュージー

ランドにおいても、島独特の環境を活用した環境教育を充実させるために、島外から

の視点を積極的に取り入れるべきであろう。

むすび

自然が多く残り、また保護されているスチュワート島での学校教育においては、ス

チュワート島独自の環境を学習するというよりは、むしろ全国で実施可能な学習内容

である。その背景としては、初等教育を終えた子どもたちは、島をでて中等教育を受

けなければならいことがある。このことは、小・中学校しか立地しない日本の島唄部

と共通している。スチュワート島や日本の島喚部の学校では、全国で汎用性のある学

習内容、換言すれば基礎・基本の学習が重視されるのである。

他方で、スチュワート島では、島の自然や自然とかかわるマオリの生活を野外調査

に基づいて解明しようする、島独自の環境を理解する学習も展開されていた。このよ

うな学習は、島民としてのアイデンティティの育成ともかかわり、自然を保護しよう

とする環境教育からみれば意義のあるものであるが、スチュワート島では野外学習の

機会が減少し、島の独自の環境を活用した学習がなくなってきているのが現状である。

日本の島喚部でも同様の課題を抱えているが、島外からのその島に対する環境の評価

を取り入れ、基礎・基本を充実させる学習とともに、島民としてのアイデンティティ

を育成できる島独自の環境を活用した環境教育の充実が、スチュワート島においても

日本の島喚部においても必要であるといえる。

・７７‐



注

１）資料は，StatisticsNewZeaIand・姥ar6ooA2004・Auckland:DavidBateman,２００４．

２）前掲１）

３）ニュージーランドでの地理は，日本と同様に中等教育からの選択科目であり，初

等教育では社会科の中に歴史などともに統合されている。

４）ニュージーランドの社会科の変遷については,Barr(1992),Openshaw(1991)などに

基づき，井田（l995b,2000）により整理されている。

５）Ministryofeducation・ＳｏｃｉａﾉＳｒ"dieｓ加ﾉVとｗＺＥα〃"d,Wellington：LeamingMedia，

１９９７，ｐ８．

６）Stiring,S､!IAGeographysyllabusfbrnextmillenium''GeOgmpﾉﾘﾉ,No.１０６，１９９８，１－６．

７）Bailey,D1ITimefbrchange:mycasefbrchange”Geogmpﾉりﾉ,No.106,1998,9-11.

8）分析資料は，前掲５）Ministryofeducation.ＳりciaﾉSIzｲzﾒﾉｅｓ加ﾉVｾｗＺとαﾉﾋzP7d・

Wellington：LeamingMedia，1997である。

９）正規の教師は２人だが、事務職やボランティアが補助として常時いている。なお、

ニュージーランドの小学校では、保護者などの地域の人がボランティアとして授業

を手助けすることは珍しくない。

１０）初等教育は学年にすると，Yearｌ～８となる。ニュージーランドでは５歳の誕

生日から初等学校に通い始めるが，義務教育は６歳からなので，６歳がYearlと

みなされる。

11）初等教育の終わりでのレベル４の学習内容は，ほぼ標準的である。

12）スチユワート島に住むマオリは，2001年のセンサスで45人であり，島民の1２％

にあたる。全国のマオリの割合よりやや低い。

13）Horseshoebayoutdooreducationcenter,SterwaItisland,DepartmentofConservation

Mz"veFbresI＆"ｳ,1993.

14）Horseshoebayoutdooreducationcenter,Sterwartisland,DepartmentofConservation．

ＳとaShoreS"αｳﾉ,1993.

15）井田（2002a、2003）では、沖縄県座間味島、東京都青ヶ島の学校教育の現状を、

学習指導計画の分析、および教師、保護者、子どもへの聞き取りおよび質問紙調査

により明らかにしている。それらの島では、高等学校への進学は島を出なければな

らないため、島の外でも有用な基礎的な知識をつけることが保護者の要望である。

学校では、基礎的な汎用‘性のある知識を身につけさせるとともに、少数の子どもで

は育みにくい、学習での競争力を高めるような授業の工夫がなされている。
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Envir0nmentalEducati0ninSocialStudiesofStewartlsland，NewZealand：Compa

ris0nwithSchoolEducati0、inMinorlslandsinJapan

YoshiyasuＩＤＡ

（TSukubaUniversity）

Ｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｏｆｔｈｉｓｓｔｕｄｙｉｓｔｏｆｍｄｆｅaturesoftheenvironmentaleducationin

socialstudiesandtoclarifytheprobleminStewartIsland・Ｉｎｔｈｅｔｉｍｅ,thecomparison

withschooleducatiｏｎｉｎｍｉｎｏｒｉｓＩａｎｄｓｉｎＪａｐａｎｉｓａｌｓｏｃarriedout，ａｎｄｔｈｅｃｏｍｍｏｎ

ｐｏｉｎｔｉｓｆｂｕｎｄ、TheenvironmentalprotectionofStewartlslandisadvanced，InStewart

lsland，ｔｈｅｒｅｉｓｏｎｌｙｏｎｅｓｃｈｏｏｌｗｈｅｒｅｔｗｏｔｅachersandtwoassistantteachl9students

underl3yearsoid・lnNewZeaIand，theenvironmentismainlyhandledinsocial

studies，andMplaceandenvironment'’ｂｅｃｏｍｅｓｏｎｅｏｆｔｈｅｆｉｖｅｃｏｌｕｍｎｓｏｆｔｈeleaming

contentofsocialstudies・Suchenvironmentbecomestouristresource，andtheNew

Zealandeconomyissuppoｒｔｅｄｂｙｉｔ・

StewartIslandremainstherichvirginfbrest，ａｎｄ８７％oftheislandhasbeen

designatedinthenationalpark・Thoughtheislandhastheenvironmeｎｔｏｆｗｈｉｃｈｎｏｔ

ｏｎｌｙｆｂｒｅｓｔｂｕｔａｌｓｏｍanybirds，classplanofschoolhasnotsufYicientlybeenreflected

theuniqueenvironment，Thisreasonistorequirescholasticabilitieswhichstudents

utilizeafiercomingoutislan｡、Studentsofthisschoolwillhavetoleavetheislandfilt

ure，becausetheywillstudyathigherschooloutofthisisland・Ｔｈｉｓｆａｃｔｉｓｃｏｍｍｏｎ

ｅｖｅｎｉｎｔｈｅｓｃｈｏｏlinminorislandsinJapan、However，inStewartlsland，theclass

whichinvestigatedtherelationshipbetweenpeculiarnatureandlifeoftheMaoriwas

alsoconstructed・Inotherwords，thelearningwhichreflectedthepeculiarenvironment

intheislandhasexecuted、Suchlearningiseffectivefbrtherearingoftheidentity，

andinaddition，itisworthwhilefiromtheenvironmentaleducationofstudyingwith

fieldsurvey，

ManystudentsvisitStewartIslandfbrthefieldinvestigationfi･omotherregions・

Inshort，StewartIslandintherichenvironmｅｎｔｉｓａｎｉｄｅａｌｓｔａｇｅｏｆｔｈｅｅｎｖｉｒｏｎｍental

education，Ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｐｒｏｍｏｔｅｔｈｅｃｌａｓｓｗｈｉｃｈｕtilizestheenvironmentoftheisland

wheretheylive，ｔｈｅｅｖａluationoftheislandfiromoutsideisadoptedanditis

necessarythatteacherandchildalsorealizethemeritoftheenvironmentintheir

selvesisland・ＩｔｉｓｃｏｍｍｏｎｂｏｔｈＳｔｅｗａｒｔｌｓｌａｎｄｉｎＮewZealandandminorislandsin

Japa､．
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オーストラリアの教員養成課程カリキュラムにおける多文化教育の視点

一クイーンズランド州を事例として一

本柳とみ子（早稲田大学大学院）

はじめに

多言語・多民族国家オーストラリアでは、１９７０年代に国家として多文化主義を

採用して以来、学校教育においても社会の文化的多様性に対応した多文化教育が

行われている。ここで多文化教育とは､多民族によって構成される国民国家において、

多種多様の文化的・民族的背景を持つ青少年、とくに少数民族や移民など、社会的に

不遇な立場にある集団の子どもたちに対して平等な教育機会を提供するために、彼ら

のエスニシティ（民族的、文化的帰属性）や文化的特質を尊重し配慮して行われる教

育')である。それは教育理論であると同時に、教育実践、改革運動でもある。また、

これはともすればマイノリティのためだけの教育と考えられがちであるが、社会の多

様性を認め、その価値を評価する教育であると考えた場合、マジョリティを含めたす

べての子どもがその対象となる。そこでは教員も、社会の文化的多様性に対する高

い認識を持つことはもちろんであるが、生徒、保護者、その他学校教育に関わる

あらゆる人々 の多様性にも適切な対応をしながら、すべての生徒を対象とした多

文化教育を実践する資質・能力が求められる。

本稿では、オーストラリアの大学の教員養成課程において多文化教育の視点がどの

ように位置づけられているかを､カリキュラムの分析を通して考察する｡そのために、

まず教員養成機関の変遷を概観し、次に、オーストラリアが多文化主義を採用し、多

文化教育が積極的に行われるようになった１９８０年代以降の教員養成課程カリキュラ

ムを通時的に考察する。現在のカリキュラムを考察する上で、その内容の歴史的変化

を考察することは不可欠と考えるからである。続いて、現在各大学がカリキュラム作

成の指針としている教員養成課程認可の基準、および州の多文化教育政策において教

員にはどのような多文化教育的資質・能力が求められているかを明らかにし、その上
で現行カリキュラムを考察する。

なお、オーストラリアでは、初等・中等教育および教員養成に関することがらは各
州および直轄区の管轄であるため、いずれかの州に焦点をあてる必要がある。ここで

はクイーンズランド州を取り上げるが、それは以下の理由からである。クイーンズラ

ンド州は過去においてはニューサウスウェールズ州やヴィクトリア州に比べて移民、
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難民の受け入れが少なく、言語的・民族的多様性の割合はこれら２州に比べると小さ

かった。また、オーストラリアの中でも保守的な州であると言われ、多文化教育への

取り組みは必ずしも積極的ではなかった2)。しかし、近年アジアなどからの移民が増

加し始め、またオーストラリアの先住民であるアボリジニやトレス海峡島喚民（以下

先住民とする）が多数居住しているため、文化的多様性という点において他州とはや

や異なった様相を呈している。さらに、クイーンズランド州は現在２０１０年を目標に

した州の改革に積極的に取り組み､特に教育改革は重要な柱のひとつとされている3)。

１．クイーンズランド州の教員養成機関

植民地時代のオーストラリアでは、教師の主たる養成は学校内の徒弟制度

(apprenticeship)により行われていた。クイーンズランド州で最初に教員養成のため

の専門機関である教員養成所(KelvinGrove'meacher'IYainingCollege)が設立された

のは1914年である｡これにより徒弟制度よりもレベルの高い教員養成が可能となり、

徒弟制度は次第に姿を消していく。第一次世界大戦後は、教師をめざす多くの学生が

教員養成所に入学するようになり、その教育水準が高まっていった。また、名称が教

員養成所から教員カレッジ(teachers'College)に変わっていく４)。教員カレッジでは主

として初等教員の養成を行い、中等教員の養成は大学で行われていたが、一部の教員
カレッジでは前期中等教員も養成していた。

第二次世界大戦後の１９５０年代以降は、初等・中等教育への就学率が上昇し、教員

が不足したため、教員カレッジは入学基準を緩和するなどの対策をとった。１９６０年代

には移民の増加、出生率の上昇、中退率の低下などにより就学率が一段と上昇し、加

えて退職教員が急増し教員不足が深刻となった。それに合わせて教員カレッジも全国

的に増え始めた。クイーンズランド州では１９５７年に２番目の教員カレッジ(Kedron

ParkTbachers'College)が設立され、１９６１年にはノースブリスベン教員カレッジ

(NorthBrisbaneTbachers'College)、1969年にはマウントグラバット教員カレッジ
(MountGravatt'I1eachers，College)とタウンズビル教員カレッジnbwnsville
'I1eachers'College)が設立された。

ウイットラム政権時代の１９７３年には高等教育改革が行われ、教員カレッジが高等

教育カレッジ(CollegesofAdvancedEducation)に組み入れられることになった。これ

により、連邦政府の助成が他の高等教育カレッジと同様の水準で受けられることにな

り入学者が増加し、１９７２年には全体の７％であった入学者数が高等教育カレッジ組み

入れ後は４１％にまで上昇した5)。前記したブリスベンの教員カレッジ４校もそれぞれ

高等教育カレッジとなり、大学と高等教育カレッジという２種類の高等教育機関が併
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存することになった。

１９８０年代になるとオーストラリア経済が低迷し､経済上の政策転換が高等教育の分

野にもおよび､機関の統合というかたちで実現されていった。１９８２年には、前記した

ケルビングローブ、マウントグラバット、ノースブリスベンの３つの高等教育カレッ

ジとブリスベン幼児教育教員カレッジ(BrisbaneKindergarten'I1eachers'College)が

統合されてブリスベン高等教育カレッジ(BrisbaneCollegeofAdvancedEducation）

となり、州北部ではジェームズ・クック大学6）とタウンズビル高等教育カレッジが統

合されて名称をジェームズ・クック大学に統一している。しかし、高等教育カレッジ

が発展するにつれて大学との違いがあいまいとなり、やがて１９８０年代後半に再び行

われた大規模な高等教育改革により、多くの高等教育カレッジが大学に統合されてい

った。こうした中でブリスベン高等教育カレッジは１９９０年クイーンズランドエ科大

学(QueenslandUniversityofmechnology)7)に統合された。

オーストラリアにおけるこのような教員養成の流れの中で、養成課程カリキュラム

も時代と共に変化してきた。次にその変化について年度ごとに考察する。

２．１９８０年代以降のクイーンズランド州の教員養成課程における多文化教育の視点

ここでは、クイーンズランドエ科大学の中等教員養成課程を事例として取り上げ、

学校において多文化教育が積極的に行われるようになった１９８０年代以降の教員養成

課程カリキュラムを年度ごとに考察し、カリキュラムの中の多文化的要素が時代の流

れと共にどのように変化していったかを分析する。クイーンズランドエ科大学を事

例として取り上げるのは、この大学が州の中でも移民を多く抱える州都ブリスベン

にあること､大学の規模としては州最大であり毎年多数の教員を送り州していること、

現在の組織となったのは１９８９年と比較的新しいが、教員養成に関してはその前身が

1910年代の教員養成所の時代にまでさかのぼり､歴史的検討を行うのにふさわしいと

考えるからである。

前述したように、同大学の教員養成課程は、その前身を含めると州の中で最も古い

歴史を有するものである。ここでは、その前身であるケルビングローブ高等教育カレ

ッジの１９８１年度カリキュラム､ブリスベン高等教育カレッジ統合後の１９８３年度およ

び１９９０年度カリキュラム、次いでクイーンズランドエ科大学に統合されたのちの

1997年度カリキュラムについて考察する。各年度を設定した理由は､①1981年度は、

オーストラリアが１９７０年代に打ち出した多文化主義を実現するため、連邦レベルで

多文化教育政策を積極的に推進し始めた時期であること､②１９８３年度は４つの高等教

育カレッジが大規模に統合された翌年であること､③１９９０年度はその前年のホバート
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宣言8)によって国家として共通の学校教育目標が提示され、教員もまた資質の向上を

求められていたことである。また、④クイーンズランド州では１９９５年に教員養成期

間を３年から４年に延長する決定をし、新課程実施の２年目である１９９７年度は、そ

れ以前との変化を見るのにふさわしい年度であると考える。

分析方法としては、各年度の中等教員養成課程カリキュラムから多文化教育の内容

を含む科目を洗い出し、多文化教育や多文化主義そのものをテーマとした科目(A)、履

修内容に多文化教育の要素が多く含まれている科目⑱)､それ以外の科目(C)に分類し、

その中で全員が履修する必修科目における(A)の科目数を中心に比較した。

（１）ケルビングローブ高等教育カレッジ（1981年度）

当時は最低３年間のDiplomaofTbachingのコースを履修すれば教員登録帥が可能

であり、履修学生が多かった｡そこで､このコースのカリキュラムを分析対象とする。

1981年度の履修要項(CbuIちぢ錘"鋤OOAjlo)によると、中等教員養成課程カリキュラ

ムでは、多文化教育を扱った科目が多く設定されている。必修科目では、多文化教育

そのものを扱った科目(A)が「学校と社会」「学習者」など４科目あり、オーストラリ

アの教育制度、オーストラリア社会の文化的多様性と学校教育の関係、学校の役割と

社会への貢献、生徒のニーズ、学校と地域との関係、オーストラリアにおける様々な

学習者など、多文化教育や多文化社会の視点が多く盛り込まれている。選択科目にも

州の社会状況と教育の関係、多文化教育と教師の関係、言語の社会学的側面など、多

文化教育を扱う科目が多く設置され、多文化主義を理解し、教室内の文化的・言語的

多様性に対応できる教師を養成しようとする意図が感じられる。また、実践的技能が

重視され、当時盛んになり始めた校外学習やテイームテイーチングなどを取り入れた

学習形態、学校ベースのカリキュラム開発、地域との連携などにも対応できる教員の

育成が目指されている'')。

（２）ブリスベン高等教育カレッジ（1983年度）

高等教育カレッジへの大規模統合後のこの年度は、統合前のカリキュラムをほぼそ

のまま引き継いでおり、DiplomaofTbachingの履修科目に変化はない。しかし大学

院レベルのデイプロマコースが新たに多数設置され、多文化教育専攻や第二言語教育

専攻のコースなど文化的多様性に対応したコースが多く見られる。主として学校現場

で文化的に多様な生徒を指導している現職教師を対象としており、夜間のパートタイ

ムコースを設定するなど、学校現場のニーズに応えようとしている'2)。
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（３）ブリスベン高等教育カレッジ（1990年度）

前述したホバート宣言の影響を受け、教員には新たな資質・能力が求められるよう

になる。また時代の変化に対応するため、教職課程の学生には幅広い分野の学習と実

習経験が必須であるという認識から、教員養成期間が３年から４年へと見直しが行わ

れるようになり１３)、この年度は４年間のBachelorコースで学ぶ学生が増加した。ま

た､1989年度にはBachelorofEducationコース修了者の教員登録が新たに認可され、

1990年度は特に中等教員志望の学生のほとんどがこのコースを履修しているため､こ

こではBachelorofEducationコースを取り上げる14)。

履修科目は､教職専門科目（｢文化と教育」および「カリキュラムと教授」の２領域）

と教科専門科目に分かれており、教育実習は｢カリキュラムと教授｣の中に統合され、

主として３年次と４年次に行われる。

多文化教育を扱う科目は、入門期に配置され、オーストラリア社会とアイデンティ

ティの問題、グローバルな視点から見たオーストラリア社会の問題などを教職課程の

早い段階で認識させ、多文化状況が進んだ１９９０年当時の社会を反映した教員養成が

行われている１５)。しかし、必修科目としては多文化教育に関する科目(A)が２科目に

減少し、選択科目に多く設定されている（表１)。その一方でカリキュラムに関する必

修科目がふえているのは、教科におけるカリキュラム開発が重視されたからである'6)。

（４）クイーンズランドエ科大学（1997年度）

1998年度修了生より４年間の教員養成課程修了が教員登録の必須条件となり、プロ

グラムはこれに対応したものとなる。教育実習が独立した学習領域として設定され、

４年間で２０週近い実習が行われている。それ以前も教育実習は重視されていたが、

学期の合間に実施されたり、カリキュラム研究の中に組み込まれるなど付加的な要素

が強かった。しかしこの年度は実習の重要性が一段と強調され、教職の主要科目とし

て認識されている。学生は実習中も定期的に大学教員の指導を受けながら、理論と実

践を統合させた学習を行っている。

一方、多文化教育そのものをテーマとした必修科目(A)がなくなり、複数の科目がそ

れぞれに多文化教育の要素を包摂し、多面的に多文化教育を扱っている'7)。

（５）1980年代から１９９０年代のカリキュラムにおける多文化教育の視点

オーストラリア政府が多文化主義を採用し、その推進に積極的であった１９８０年代

は教員養成においても多文化教育に関する科目が多く設置され、多文化主義国家の教

育を担う教師としての資質・能力の育成に力点が置かれていた。連邦政府の多文化教
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青プログラムを実施するために、多文化主義に対する意識の高い教員が求められたか

らである。

しかし、1986年に連邦政府が多文化教育の補助金を停止し､州政府に主導権をゆだ

ねて以降はしばらくは多文化教育の要素も包摂されていたが､1990年代になるとナシ

ョナルカリキュラムの導入など新たな教育改革が次々に実施される中で、教員養成の

焦点も多文化教育からカリキュラム開発や教育水準の向上、ＩＴ教育の重視、公正・公

平な教育機会の保障といった改革の重点事項に移り、特に１９９０年代半ば以降は、す

べての生徒を対象とする多文化教育の視点が次第に薄れていく。一方、この時期新た

に先住民教育に関する科目が増加するが、これは１９８０年代後半以降連邦政府が主導

権を握り、先住民への教育支援政策を打ち出したことなどによると考えられる。

３．クイーンズランド州の教員に求められる多文化教育的資質・能力

（１）教員養成課程修了者に必要な専門’性基準および教員養成課程の指針

現在クイーンズランド州で初等・中等学校の教師になる者は、大学などの高等教育

機関で、２年間の教職課程を含む４年間の教育学コースで教育学の学士号(Bachelor

ofEducation)を取得するか、その中で教育学以外の分野も同時に履修する(Double

Degree)コースを選択し、４年または５年かけて２つの学位を取得するか、あるいは

３年間で教育学以外の学士号を取得したあと、２年間の大学院レベルの教職課程で教

員資格を取得するかのいずれかが一般的である'8)。

教員養成課程を修了し教員資格を得た者は「クイーンズランド教員登録委員会」

(BoardofTbacherRegistration:以下ＢＴＲとする)19)への登録が義務づけられている。

BTRは教員登録に関する責任とともに､教員養成課程の認可に関しても責任を有して

おり、「教員養成課程修了者に必要な専門性基準および教員養成課程の指針｣20)に基づ

いて養成課程を認可している。

「教員養成課程修了者に必要な専門性基準」は次の５項目である。

①教師としての専門的かつ学問的な知識の基礎を有し､それを実際に応用する能力。

②教師という専門的な立場に見合う幅広い教養を有し､それを実際に応用する能力。

③学習者を引きつけ、知的好奇心を呼び起こす学習環境を作り出す能力。

④学習共同体内外の様々な人間関係の重要性を理解し、関係を築く専門的な技量。

⑤積極的に研讃を積み、自省的態度で教師としての資質を高めようとする姿勢。

項目③では、学習者の文化的・言語的多様性や社会的状況を認識するとともに、そ

の多様な能力および興味関心を引き出しながら、すべての生徒の学習を支援できるよ

うな学習環境を作り出す能力が求められている。項目④では、学校教育に関わる様々
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な人たちとの人間関係の構築およびコミュニケーション能力が必要とされ、生徒だけ

でなく保護者､地域住民､教職員スタッフの文化的多様性にも柔軟に対応できる資質・

能力が求められている。

教員養成課程の認可に関しては、必修科目や最低単位数などは指定しておらず、指

針で示されているのは、養成機関の特質、養成課程プログラムのデザイン方法、実習

の条件などで、それらをもとに各大学が独自にカリキュラムを構成する。指針には多

文化教育に関する内容は特に提示されておらず、多文化教育の要素を教職課程にどの

ように盛り込むかは、上記の「専門性基準」や社会の情勢、次に述べる州の多文化教

育政策を各大学が教職課程カリキュラムとどう関連づけるかによるところが大きい。

（２）クイーンズランド州の多文化教育政策で求められる教師の資質

州教育省が打ち出している「教育における文化的・言語的多様性に関する方針」２１）

には、教師に求められる多文化教育的資質が明記されている。州がめざす多文化教育

とは、社会の文化的・言語的多様性の価値を認め、言語や文化の違いから生じる不平

等、不公正を是正するための公正なカリキュラムを再構築し、文化的内容を包括した

カリキュラムを提供する教育である。その中で教師の果たす役割は非常に重要で、教

師には以下の資質が必要であるとしている22)。

①文化的、歴史的、社会的に異なる観点を理解する能力。

②人種や民族の問題から生じる異文化集団間の問題を理解する能力。

③教授内容に見られる人種や民族に関わる差別や偏見などを見極める能力。

④生徒、特に英語を母語としない生徒の特別なニーズを理解し、対応する能力。

⑤英語学習において母語を使用することの意味を理解し、それを支援する能力。

⑥生徒の文化的・言語的多様性の尊重と、その価値を評価する能力。

⑦カリキュラム全体における英語の重要性を理解し、それを教授する能力。

このほかにも文化的・言語的マイノリティの生徒が直面するであろうさまざまな問

題を認識し、その障害を取り除くために教師には、必要に応じて翻訳や通訳サービス

を利用すること、マイノリティ生徒が学校のリーダー的立場に立つことができるよう

にすること、母語の使用がうながされるような方策を考えること、学校内の差別や偏

見に立ち向かうことなども必要とされている23)。また、英語を母語としない生徒のた

めに、カリキュラム全体を通して第二言語としての英語教育（EnglishasaSecond

Language：以下ＥＳＬとする）の理論に基づいた適切な英語指導を行うこと、生徒の

文化的・言語的背景を尊重する態度を率先して示し、マイノリティの文化がオースト

ラリア社会に大きく貢献していることを教師自身が十分に理解することも求められて
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いる２４)。

４・現行カリキュラムにおける多文化教育の視点

ここではクイーンズランドエ科大学2004年度のBachelorofEducationのカリキュ

ラムを、履修要項25)に記載されたシラバスや履修内容などから考察する。

近年の社会の変化に伴い教職および教員養成のあり方に関しても変化が求められ、

同大学でも2003年にBachelorofEducationのカリキュラムを刷新した｡カリキュラ

ムは、あらかじめ設定された学習目標(IbacherPractitionerAttributes)に到達するこ

とを基本に構成されており、学習のプロセスは個々の学生により異なることが前提と

なっている２６)。同コースの修了生が習得すべき目標としては、生涯学習者としての

素養、教育専門職従事者としての自覚と倫理的な職務態度、個々の生徒のニーズに対

応した多様な学習環境の設定能力、自らの実践を批判的に評価し、同僚などと協同し

て現場に根ざした研修に取り組む姿勢、が提示されている。

また、コースの基本原則は、社会的公正と多様性の尊重、広範囲に渡る社会的公平

の実現である。そのほか、明確な達成目標の設定、実践の場に根ざした評価、理論と

結びついた現場での実習、多様な学習経験、異なった学習スタイルに合わせた教授．

学習方法、連邦および州の教育政策との関連性、なども重視される点である27)。

必修科目としては､多文化教育あるいは多文化社会そのものをテーマとした科目(A）

はない（表’)。しかし、教職専門科目のそれぞれに社会的公正や公平の観点が包摂さ

れており、さまざまな視点からこの問題にアプローチしている。

選択科目では、多文化教育そのものを扱う「文化的多様性と教育」という科目があ

る。この科目の担当教員はインタビューで次のように述べている。「学生の文化に対す

る意識の高揚を目標としており、2004年度の履修者数は前期３２名､後期５７名あり、

他の科目に比べれば決して少なくない。学生の授業評価は高く、科目としての教育効

果は大きいが、選択科目のため学生の中にはこれを選択しないことで、多文化教育を

学ぶ機会のないまま教師になってしまう者もいる。多文化教育は体験を通して身につ

ける面が大きく、教職に就いた後も実践を通して学ぶ必要があり、現職研修にゆだね

られる面が大きいが、実際には十分な研修は行われていないようである｡」２８）

そのほか多文化教育に関わる科目として、ＥＳＬ関連の科目が複数設置されている。

しかしながら、履修者の大半が言語教育を専攻する学生である。オーストラリアの学

校には英語を母語としない生徒が多数在籍しており、専任のＥＳＬ教師が配置され、

個別指導などを行っている学校も多いが、メインストリームにおける対応が不十分で

あり、一般の教員に対してもＥＳＬ教育に関する知識が求められている２９)。第二言語
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習得に関する知識、ことばが通じない子どもの気持ちや苦労を理解し、メインストリ

ームのクラスでもそうした子どもたちを効果的に指導できる教員の育成は、まだ十分

であるとは言い難い。

また、クイーンズランド州は先住民を多く抱える州であり、学校にも先住民生徒が

多数在籍し、特別な支援を必要とすることが多い。教員にも先住民生徒の文化を理解

し、支援する能力が求められている。先住民に関する科目は州内のどの大学にも設置

されており、同大学でも必修に近いかたちで履修されている。

オーストラリアでは教育実習が重視されているが、同大学では最低100日義務づけ

られており、２年次から実施されている。実習は教職専門科目と一体となっており、

大学で学ぶ理論と現場での実習が密接に結びついている。学生は学校現場で様々 な文

化的背景を持つ生徒を指導する機会を持ち、多文化教育を実際に体験することができ

る。教育実習は多文化教育の視点を最も含んだ科目であると言える。実習の成果は大

学が設定する基準に基づいて評価される。基準は４項目あるが、その中に「学習者の

立場を理解し、学習者を中心にすえた統合教育の実践ができる教師であること」とい

うのがあり、これに関して教師が備えるべき具体的な資質・能力としては、生徒や保

護者および地域社会の文化的多様性の尊重、個々 の生徒のニーズに対応した教育活動

の実施、心身の健全が保証される学習環境の維持能力、社会的公正と公平を促進する

教授方法の採用、などが提示されている3①。

多文化教育の視点という点では、多様な生徒および保護者とのコミュニケーション

能力や生徒指導も教員にとっては重要である｡2000年に州政府が行った1,027人の初

任教員を対象とした調査では、大多数が大学での教員養成を効果的であると回答する

一方で、生徒指導に関しては４０％、保護者への対応のしかたに関しては７０％以上が

十分な教育を受けていないと答えている３１)。

教師は教科指導と共に生徒指導も行わなければならない。オーストラリアでは日本

における生徒指導とは内容が異なる面もあるが、生徒の教室での態度、マナー、いじ

めや嫌がらせ、差別といったことに対する指導は日本と同じように日常的に行われて

おり３２)、その際には生徒の文化的背景を考慮した指導が必要である。これに関しては

「教室の生徒管理(Classroommanagement)」という科目を設置しているが、これは

選択科目であり全員が履修するべき科目とはされていない。また、この科目ではすべ

ての生徒を一律に指導する内容が扱われ、個々 の生徒の文化的背景を考慮した指導を

扱ったものではない点も改善が望まれる。
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Ｂ
曲
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Education,CourseHandbookl983,１９９０ノQueenslandUniversityof'1

2004をもとに錐者作成。選択科目のＣについては省略してある。
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表１多文化教育の要素を含んだ科目数

ｕ

ｅ
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おわりに

多文化社会における学校教育で教員に必要な資質・能力を考える手だての一つとし

て、ここではオーストラリアの大学の教員養成課程カリキュラムにおける多文化教育

の視点を考察してきた。

学校が時代の要請に応える人材を育成する場であるとするならば、教員養成ではそ

のような人材を育成する能力を持ち、個々の生徒のニーズに対応した教育を実践でき

る教員の養成が求められる。連邦政府により移民排他政策、同化政策がとられていた

時代には、教員はたとえ心情的に移民の子どもたちに手をさしのべる気持ちがあった

としても､公的には彼らの言語や文化を尊重したり支援をしたりする必要はなかった。

それゆえ教員の資質として多文化教育的なものが求められることはなく、教員養成に

おいて多文化教育の視点は必要とされなかった。

しかながら、政府が国策として多文化主義を打ち出して以降は状況が変わる。表１

に示したようにカリキュラムの中に多文化教育や多文化主義を扱ったものが増えてい

ったことが１９８０年代のカリキュラムの分析で明らかになった。多様性を尊重する教

育がすべての学校に求められ、教師にも新たな資質・能力が要求されるようになる。

その結果、教員養成における多文化主義、多文化教育の要素が大幅に増え、カリキュ

ラムも多文化社会に対応したものとなる。多文化主義と教育の関係、生徒の文化的・

言語的多様‘性を考慮したカリキュラム開発、個々の生徒のニーズに応じた教授活動や

･９０．

Ａ：多文化教育や多文化主義をテーマとした科目

Ｂ：多文化教育の要素が多く含まれている科目

ｃ：その他の科目

計：履修すべき科目数

必修科目

Ａ Ｂ Ｃ 計

選択科目

Ａ Ｂ 計

ケルビングローブ高等教育カレッジ（1981） ４ ０ ８ 1２ ２ ３ ２

ブリスベン高等教育カレッジ（1983） ４ ０ ８ 1２ ２ ３ ２

ブリスベン高等教育カレッジ（1990） ２ ０ ８ 1０ ７ ４ ３

クイーンズランドエ科大学（1997） ０ ２ 1５ 1７ ５ ３ ３

クイーンズランドエ科大学（2004） ｂｉ＃
;．,認,丸郷
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支援、そしてすべての生徒を対象とした多文化教育を行うための効果的な指導方法な

どが履修されるようになっていった。

また、１９９０年代以降のカリキュラムの分析では、多文化教育がある程度定着し、教

育の流れが新たな方向に向かう中で、教員養成課程カリキュラムもそれに伴って変化

していく様子が明らかになった。国家としての現在の教育課題は、基本的読み書き能

力（literacy）と数的思考計算能力（numeracy)、ＩＴ教育、先住民教育、ＥＳＬ教育、

職業教育などであり、質の高い教育と社会的公正が重視されている。その中でクイー

ンズランド州における教員養成の焦点もこれらの項目に置かれるようになり、多文化

教育の視点が、すべての生徒を対象とする多文化教育から、個々の生徒の不利益を是

正する社会的公正へと重点が移行し、質的に変化してきている様子が現行カリキュラ

ムの分析からうかがえる。また、多文化教育に関する科目の多くは選択科目となって

おり、教員志望の学生全員が履修するわけではない。それゆえ実際に教職に就いてか

ら、生徒の文化的多様性の問題に直面し、多文化教育に関する研修の必要を感じる教

員も多く、現職研修の一層の充実が求められている33)。
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TheMulticulturalPerspectiveinAustralianTbacherEducation

ＴｂｍｉＩｍＭＯＴＯＹＡＮＡＧＩ

(WasedaUnjverBity;GraduateSchoolofEducation）

Ｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｏｆｔｈｉｓｐａｐｅｒｉｓｔｏｅｘａｍｉnethemulticulturalperspectivein

Australianpre-serviceteachereducation・Theauthoranalyzeshowteachers

developtheirculturalawarenessandgainknowledgebaseofe錐ctiveprofessional

practiceinculturaldiversitycontext,fbcusingonQueensland．

ＩnAustralia,whichhasadapted‘multiculturalism'asitsnationalpolicysince

thel970s，ｔｈｅｙｈａｖｅｂｅｅｎｄｏｉｎｇｅ錐ctiveeducationalpracticeatschools

correspondingtoitsculturaldiversitymheAustraliangovernmenthasrecognized

educationasanimportantelementtopromote‘Australianmulticulturalism'、

Multiculturaleducation，whichtargetsnotonlyminoritystudentsbutalsoan

students，hasbeenpracticedatschoolstoenhancestudents，understandingand

respectfbrdifferentcultures・Then,whatattributesarerequiredfbrteachers,who

playthekeyrolesfbrit？Ａｎｄｈｏｗｄｏｔｈｅｙdevelopthoseattributes？

Pre･serviceteachereducationprogramsaremostlyprovidedbyuniversitiesin

Australia,sointhispapertwouniversitiesaretakenfbrcasestudies,Queensland

UniversityofTbchnologyandJamesCookUniversityFirst，multicultural

elementsinpre-serviceteachereducationcurriculumsofthefbrmer;includingits

predecessors，arehistoricallyexaminedhomthel980sdownward，whenthe

Australiangovernment'smulticulturaleducationpolicywasimplemented,Ｌｏｔｓｏｆ

ｐｒｏｇｒａｍｓｗｅｒｅｓｔａｒｔｅｄａｎｄｐｕtintopracticeatschools・Ｔｈｅｎ,theauthorexamines

thetwodocumentsthatarerelatedtopre-serviceteachereducationcurriculums・

ＯｎｅｉｓＲｍｌもssjb"a/sZzmdamIs危ｒｇ庇Idua”ｓａ"dgzJjtたｌｍｅｓあｒＰ妬?ser唾etBacﾉｳer

edu函如〃pmgmmsissuedbyTheBoardofTbacherRegistrationandtheotheris

a〃u超ノａ"dLanguagPDj”２?sjityEbruczﾖZrb〃PbZﾉﾋｙissuedbyTheMinistryof

Education・Theybothpresentthequalityandcompetencerequiredfbrteachers

whoteachstudentsfromdi鮭rentculturalbackgrounds，Ｆinallybtoday'steacher

educationcurriculumsofthetwouniversitiesareexaminedtofindwhatandhow

multiculturalelementsareincludedinthem．

’､eachersarerequiredtopossesshighqualityandcompetencetoeducateｔｈｅ
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studentswhowouldcontributetosocietybWhentheAustraliangovernment

promotedmulticulturaleducationtoenhancestudents，respectfbrcultural

diversitybthemulticulturalperspectivewasgreatlyintegratedinpre･service

teachereducationprograms･Butastimeschanged，ｔｈｅｆｂｃｕｓｏｆｅｄucationhas

beenputonthediffbrentissues.'Ibdaymationalprioritiesofeducationareshifted

toliteracyｳnumeracyｳＩＣ'ns,indigenouseducation,vocationaleducation,ａｎｄｓｏｏｎ、

Consequently§thefbcusofteachereducationisputontheseissuesandits

multiculturalperspectiveisdecreasin9．Now》ａｇｒｅａｔｐａｒｔｏｆｉｔｉｓｍｏｖｉｎｇｔｏ

in･serviceteachereducation．
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2004年度オセアニア教育学会活動報告

1．理事会

（ア）２００４年１０月１８日芝学園

議題：次期選挙について

次期大会（山梨英和大学）について

次期紀要編集委員長・委員会について

会計報告

（イ）２００４年１２月１１日山梨英和大学

議題：次期大会校について

紀要残部確認とその後の処理について

◎地理的・時間的都合上、理事会は現在、極力、オンラインで実施しています。

2.新体制発足一理事選挙の実施

オセアニア教育学会理事選挙の開票は、２００４年１１月２０日(土）午後２時１０分

より桜美林大学ＰＦＣ２階会議室にて、出光直樹理事(選挙管理委員長)、法淫剛一

会員（選挙監理委員)により、本柳とみ子会員の立会のもと行われました。

その結果、以下の５名が理事に就任しました。

坂詰貴司，出光直樹，見世千賀子，福本みちよ，海野士郎（敬称略）

また、「オセアニア教育学会会則」第３章第９条１に基づき、総会にて笹森健会

員が会長に就任することが決まりました。

なお、紀要編集委員会も、宮城徹委員長のもと、今号から新たな体制でのスタ

ートとなりました。

3.ホームページ更新

前号でもお知らせしたとおり、２００３年１１月下旬に、オセアニア教育学会のホ

ームページを開設しました。現在のところ、最新情報や紀要の目録、便利なリン

クなどが設けられています。

これからも充実したホームページ運営を心がけたいと思っておりますので、会

員の皆さまに積極的にご助言いただければと思います。また、随時、新入会員も

募集しておりますので、よろしくお願いいたします。

◎アドレス：http://www,do-bunkyodaiacjp/-yii/Oceania/index､html

・９５‐



オセアニア教育学会第８回大会報告

オセアニア教育学会第８回大会は、2003年１２月１１日（土）～１２日（日）、山

梨英和大学にて開催されました。当日は、会員と一般をあわせて、約３０名の参加

がありました。山梨英和大学の笹森会長、福本会員、さらには事務職員のみなさ

まには、大会準備等で大変お世話になりました。また当日、同大学の学生さんに

もお手伝いをいただきました。この場をかりて､お礼を申し上げたいと思います。

ありがとうございました。

日程は以下の通り開催されました。

１２月１１日(土）

１２：３０～大会参加受付

１３：００～自由研究発表

１７：００～総会

１８：００～懇親会（学内で実施予定）

１２月１２日(日）

１０：００～大会参加受付

１０：３０～講演会

１３：００～実践報告

１３：３０～シンポジウム

１シンポジウム

大阪女学院大学の馬洲仁会員の司会のもと、「多文化社会一オーストラリアの

教育と課題」というテーマで行なわれました。以下３人のパネリストの方々にそ

れぞれのご専門の領域から、お話しいただきました。

伊井義人（北海道文教大学，先住民に対する教育）

杉本和弘（広島大学，高等教育）

見世千賀子（東京学芸大学，多文化社会）

２研究発表

秋田大学名誉教授の幸野稔会員、大分大学の隈本ヒーリー順子会員の司会のも

と、以下の７件の発表がありました。

－９６‐



①藤野明彦（都立国分寺高等学校）

「『普通の公立高校』の国際交流一オーストラリアの公立校との相互交流計画から

一」

②青木麻衣子（北海道大学大学院）

「オーストラリアにおける国家言語政策の立案過程

-1984年報告書と１９８７年政策文書の比較からわかること－」

③本柳とみ子（早稲田大学大学院）

「オーストラリアの教員養成における多文化的観点

一クイーンズランド州を事例として－」

④小山内洗（北海道教育大学名誉教授）

「オーストラリア先住民（アボリジニ）文化は学生をどう引きつけたか」

⑤佐藤昭治（特定非営利活動法人・日豪人物及び文化交流協議会）

「『新・越境者たち』

～豪州日本語教育で活躍するアシスタント・ボランティアの背景を探る～」

⑥鈴木京子（お茶の水女子大学大学院・麗淫大学国際経済学部非常勤）

「オーストラリアの日本語教師に見られる異文化接触と教員の成長」

⑦宮城徹（東京外国語大学）

「オセアニア地域からの「日本政府奨学金学部進学留学生」の中途退学率、退学

理由から見えてくるもの」

３公開講演会･実践報告

講演会は、豪日交流基金のレオニー・ボクステル氏により「国際交流・国際理

解について」という題目でご講演いただきました。また実践報告は、山梨学院大

学付属高等学校の佐野教諭より「オーストラリア、キングスクリフ高校との交流

について」という題目でお話しいただきました。

４総会

５懇 親 会

学内にて行ないました。
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Ｏオセアニア教育学会会則

第１章総則

第１条本会はオセアニア教育学会(SocietyfbrOceanianEducationStuidies)と称する。

第２条本会はオセアニアの教育に関し､学術的に研究し､かつ教育現場の理解に努

め､もって日本とオセアニア諸国の相互理解及び交流を深めることを目的とす

る。

第３条本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。

１.総会及び研究会の開催

２.研究年報または会報の発行

３.その他本会の目的達成に必要な事業

第２章会員

第４条本会の目的に賛同し､オセアニアの教育に関心を持つ者をもって会員とする。

第５条本会の会員になるためには入会申込書を提出しなければならない。

第６条会員は会費を負担するものとし､会費は年額5,000円(学生3,000円、団体

8,000円)とする。

第７条会員のうち三年間にわたって会費納入を怠ったものは､本会から除籍される。

第３章役員

第８条本会の事業を運営するために次の役員をおく｡役員の任期は二年とする｡但し、

重任を妨げない。

会長１名理事７名(但し､事務局長１名､編集委員長１名を含む）

監 査 ２名

第９条１)会長は総会にて選出し､本会を代表するものとする。

２)理事は会員の互選により選出する｡欠員が生じた場合､直ちに補充する。

３)監査は理事会の議を経て会長が委嘱する。

４)事務局長は理事会の議を経て会長が委嘱し､理事に加える。

５)編集委員長は､理事会の議を経て会長が委嘱し､理事に加える。

６)事務局長は､事務局員を委嘱することができる。

第４章総会及び理事会

第１０条総会は本会最高議決機関であって年一回これを開催し､重要事項を決定す
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る。

第１１条

第１２条

第１３条

理事会は会長及び理事によって構成し､本会の重要事項を審議する。

第５章会計

本会の経費は会員の会費､その他の収入をもってこれにあてる。

本会の会計年度は毎年１０月１日にはじまり､翌年９月３０日に終わる。

第６章雑則

第１４条本会の事務局は､当分の間､北海道恵庭市黄金町l96-l北海道文教大学

伊井研究室におく。

第１５条本会則の改正は総会の決議による。

第１６条本会を運営するのに必要な細則は理事会が定め､総会に報告する。

附則

本会の会則は､平成５年１２月４日より施行する。

附則

本会の会則は､平成６年１２月３日より施行する。

附則

本会の会則は､平成７年１２月９．日より施行する。

附則

本会の会則は､平成９年１２月６日より施行する。

附則

本会の会則は､平成１０年１２月１２日より施行する。

附則

本会の会則は､平成１２年１２月７日より施行する。
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○オセアニア教育学会選挙管理規程

オセアニア教育学会理事選出に関する規定を次の通り定める。

（目的）

第１条この規程は､オセアニア教育学会における役員の選出が､公明かつ適正に行わ

れることを意図し､本会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(理事選出の方法）

第２条理事の選出は会員全員の選挙により行う。

(選挙事務の管理運営）

第３条理事の選挙については､選挙管理委員会が管理運営するものとする。

(選挙管理委員会）

第４条１．選挙管理委員会は､会長が会員の中から指名し３名の委員で構成する｡但

し､理事１名を含むものとする。

２.選挙管理委員会には選挙管理委員長を置く｡委員長は委員の互選とする。

ａ委員の任期は､二年とする。

４.選挙管理委員会は､投票日の公示､投票の方法､その他選挙に関し特に必

要と認める事項を選挙人に周知させるとともに､棄権防止に対して適切な措置

を講じなければならない。

(選挙権）

第５条会員は全てその権利を有する。

(被選挙権）

第６条会員は全てその権利を有する。

(選挙人名簿の作成）

第７条オセアニア教育学会会員名簿をもって代用する。

(選挙期日）

第８条選挙日の設定及びその他選挙に関する日程の作成は選挙管理委員長が公示

する。

(定例選挙）

第９条理事の定例選挙は､その任期終了前二ヶ月以内に行う。

(臨時選挙）

第10条前条に定める定例選挙以外に､選挙管理委員会が必要と認める事態が生じた

場合には､臨時選挙を行うことが出来る。
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(投票）

第１１条１．選挙は､投票によって行う。

２.投票は､一人５名以内連記の1票に限る。

(投票用紙の様式及び作成）

第１２条１．定例選挙における投票用紙､別表第一号様式とする。臨時選挙における

投票用紙の様式については､その都度選挙管理委員会が定めるものとす

る。

２.投票用紙は､選挙管理委員会が作成する。

(投票の方法）

第１３条投票は全て郵送とし､宛先はオセアニア教育学会事務局内選挙管理委員会と

する。

(開票立会人）

第１４条選挙管理委員会は､開票に際し､選挙人の中から開票立会人1名を公募しな

ければならない。

(開票事務）

第１５条開票に関する事務取扱いは､選挙管理委員会が行うこととし､前条の開票立

会人が開票事務に立ち会う。

(開票の場所及び日時の決定）

第１６条１.選挙管理委員会は､開票立会人の立会いの上､投票総数を点検しなけれ

ばならない。

２.投票の効力は､選挙管理委員会が決定しなければならない｡その決定に

あっては､第十七条の規程に反しない限り､その投票を有効とする。

(無効投票）

第１７条以下の投票は､無効とする。

１．正規の用紙が用いられていないもの。

２.被選挙権の無い者の氏名が記載されたもの。

３.投票が締め切られた日の翌日以後の日付で郵送されたもの。

４.第十一条に違反したもの。

(同数得票の扱い）

第18条同数の得票を得た者が並んだ場合は､会員歴の長い者を優先する。

(欠員の補充）

第19条理事に欠員が生じた場合は､直前選挙の次点者より補充し､その任期は

前任者の残りの期間とする。
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附則

附則

附則

この規程は平成８年１２月７日より有効とする。

この規程は平成９年１２月６日より有効とする。

この規定は平成１５年１２月６日より有効とする。
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○『オセアニア教育研究』編集委員会規程

１．編集委員会は､若干名の編集委員会をもって構成し､紀要(『オセアニア教育

研究』)の編集･発行に当たる。

２．編集委員長(以下､委員長)は編集担当理事とする。編集委員長は編集委員

会を招集し､論文審査その他紀要発行に必要な事務を行う。

３．編集委員の選出は理事会が行う。

４．編集委員の任期は1期２年とする｡ただし､重任を妨げない｡また､１期ごとに

若干名を交代する。

５．論文の審査･執筆については別に定める。

６．本規程の改正は編集委員会の出席者の２分の１以上の同意により提案され、

理事会の承認を得るものとする。

附則本規程は、１９９７年１２月６日から施行する。
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Ｏ『オセアニア教育研究』執筆要領

１．名称:『オセアニア教育研究』(JournalofOceanianEducationStudies)とする。

２．発行:原則として､年１回､毎年９月３０日をもって発行する。

３．編集内容:オセアニアの教育に関する研究論文､現場報告､書評等を掲載す

る。

４．執筆要領：

（１）原稿形式

①原稿は未発表のものに限る。口頭発表及び配布資料はこの限りではな

い。

②原稿(注､引用文献､及び図表を含む)は､Ｂ５横書きワープロ原稿３８字

×33行で１２枚以内とし､余白を上下左右すべて20ﾐﾘずつとする｡フオン

トサイズは本文を11とし､注をそれ以下とする｡頁番号はいれない。

③原稿は4部(コピー可)を送付するものとする｡ただし､原稿は返却しない。

④原稿及び英文アブストラクトにはタイトルのみを記入し､執筆者名及び所

属は記入しないこと。

⑤投稿にあたっては､次の事項を記入した別紙を添付するものとする。

ｉ）和文による執筆者名､所属､連絡先

ｉｉ）英文による論文題目、執筆者名、所属

iii）400語以内の英文アブストラクト(必ずネイティブチェックを受けたもの

であること）

（２）統一表記

①節の表記は､１，２，３，．．．､小節の表記は、(1)、(2)、(3)、…とする。

②注番号は､上付片かっことする。

③邦文の論文名には「 」、書名･雑誌名には『』をつける。

④英文等の論文名には“，'､書名･雑誌名はイタリック体とする｡(イタ

リック体が不可能な場合は､下線を引く)。

⑤文献の表示は､次の通りとする。

著者外国語著作で複数の場合はアルファベット順にする。

題名論文の場合は論文名の後に雑誌名、巻号数を入れる。

出版社名国外出版の場合は国名もしくは都市名も入れる。

出版年報告書等の題名に年号がついていても出版年は必ず入れ

る。
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（３）論文提出

①投稿希望は１月末日、論文提出は３月末日必着とする。

②投稿希望･論文提出先

〒O61-1408北海道恵庭市黄金町196-1北海道文教大学

伊井研究室内『オセアニア教育研究』編集委員会

戸、ご〆、ご〆、－戸、＝戸、＝へご戸、ごｰ～ー、臣戸、一戸、ごヘーヘー戸～戸、＝へ＝へご戸、シ戸、ゴー、ダニ、一～〆、一～戸、ご戸、一戸～戸～ー、ｰ戸一〆、ご戸～ゲージ～戸、〆へご

(形式の例）

題名

一一副題一

（以下３行あける）

はじめに

「はじめに｣を入れる場合は節に入れない｡同じく｢おわりに｣を使用する場合も題目に

数字を入れない｡題名、副題、「はじめに｣、「おわりに｣は太文字にする。

1.節の題目

(1)小節の題目

節の題目は太文字にするが､小節は太文字にしない｡なお､表や図を使用する場

合は､以下のように表題､出典を明記する。

表１州別学校数(1995年）

初等教育 中等教育 高等教育

Ａ ２００ 1００ 2０

Ｂ 9０ ４０ １０

(出典:MinistryofEducation.ＥﾘﾋﾉＣａ"bﾉ7jiI7Couﾉ7"yCl993,ｐ,16）

〔注〕

l）Leger，Ｃ､,＆Romano,ｊ･P．“BootstrapAdaptiveEstimation：TheTrimmedMean

Example.”所ｅα"a鎚刀､/buma/o/､Sra砿叱S,／81990,ｐ､299.

2）Barcan，Alan．ＡﾉｦIisroﾉｙｏ/､ＡＵＳ"召施〃EbIuca"ひﾉﾌ゙.Melbourne：OxfbrdUniversity
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Press，1980.

【参考文献】

U､S・SecuritiesandExchangeCommissio､.A”ua/R壇pQrrof坊e先Ｃｕ"r/ちげa"d

Expﾉｳa"ｇｐＣｂｍｍss/bﾉ7ﾉもｒ坊ｅﾉ粥Ｃａ/】／も邸Washington，，.Ｃ､：GovernmentPrinting

OfHce，1983．

Boy｡,WilliamLowe,&smart,Don,Eds.且ﾋﾉCat/bmDb北y〃ＡＵＳ"1a』始aﾉﾌdAj77旬允a.．

ＣりmPaﾉ1a"ＶＰＲｇ侭5Pect/Vag・NewYork：FalmerPress，1987.
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『オセアニア教育研究』編集委員会

委員長宮城徹（東京外国語大学）

委員 出光直樹

小山内洗

隈本順子

佐藤博志

(横浜市立大学）

(北海道教育大学(名誉)）

(大分大学）

(岡山大学）

編集後 記

本号から編集委員長という大役をおおせつかり､多くの方々に支えていただきながら､何と

か第１１号を会員のみなさまにお届けできる日がまいりました｡本号では､前編集委員会メン

バーの志を引き継ぎ､会員相互の切嵯琢磨による質的な向上をさらに目指しました。

今号の前半部には､第８回大会でのシンポジウムの討議をまとめたものを掲載しました｡各

シンポジストの皆様には､お忙しい中、精力的な論考をお寄せいただきました｡この場をお借

りして心よりお礼申し上げます。

研究論文については､広範囲かつ内容のある６本の投稿がありました｡編集委員会では、

厳正な審査と熱心な意見交換の末､そのうちの４論文を掲載することとしました｡その中でも、

馬測論文はオーストラリアの多文化教育とそれを理念的に支える多文化主義について、日

本の研究者たちが､これまでどのように捉え､評価してきたかを批判的に論じた労作であり、

編集委員会では､その方法論の堅実さや論旨の明確さを高く評価しました｡多くの会員に参

考としていただき､ここから新たな議論や研究が広まることを期待しています。

次号に向け､執筆要領の一部改訂を行いました｡今後の編集がより円滑に行われるように

なると期待しています。来年度に向け、さらに充実したものにしていく所存ですので､会員の

みなさまの積極的な投稿をお待ちしております。

（編集委員長宮城徹）
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